
- 1 -

平成２４年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置状況平成２４年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置状況平成２４年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置状況平成２４年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置状況

選定した特定の事件（監査テーマ）
「外郭団体の財務事務の執行及び経営管理について」

監査の結果等（要約） 措置状況

第２章 包括外部監査の結果及び意見第２章 包括外部監査の結果及び意見第２章 包括外部監査の結果及び意見第２章 包括外部監査の結果及び意見

Ⅱ 各外郭団体の監査の結果及び意見Ⅱ 各外郭団体の監査の結果及び意見Ⅱ 各外郭団体の監査の結果及び意見Ⅱ 各外郭団体の監査の結果及び意見

１．社団法人岡山県総合協力事業団１．社団法人岡山県総合協力事業団１．社団法人岡山県総合協力事業団１．社団法人岡山県総合協力事業団

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 賞与支給① 賞与支給① 賞与支給① 賞与支給
６ 月 と １ ２ 月 に 賞 与 を 支 給 し て い る が 、 発 よ り 適 正 な 財 務 報 告 と な る よ う 指

生 主 義 会 計 に 基 づ き 、 支 給 対 象 期 間 の 期 間 帰 摘 を 踏 ま え 引 当 金 の 計 上 方 法 を 改 善
属の状況に応じて引当計上が必要である。 する。

② 投資有価証券の計上区分② 投資有価証券の計上区分② 投資有価証券の計上区分② 投資有価証券の計上区分
固 定 資 産 に 計 上 さ れ て い た 公 債 、 社 債 の う １ 年 以 内 に 償 還 日 が 到 来 す る 投

ち ７ ０ ， ５ ９ ２ 千 円 に つ い て は 、 一 年 以 内 に 資 有 価 証 券 に つ い て は 、 流 動 資 産
償 還 日 が 到 来 す る こ と か ら 、 企 業 会 計 基 準 に に計上するよう改善している。
従い流動資産に計上すべきである。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 指定管理料に付随した修繕費① 指定管理料に付随した修繕費① 指定管理料に付随した修繕費① 指定管理料に付随した修繕費
指 定 管 理 に 関 す る 包 括 協 定 書 に お い て 、 指 修 繕 費 は 、 施 設 の 状 況 に あ わ せ

定 管 理 料 と は 別 に 修 繕 費 を 支 給 す る 旨 を 定 め て 所 有 者 で あ る 県 が 年 度 ご と に 決
て い る 。 こ れ で は 、 指 定 管 理 者 制 度 を 導 入 し 定 す る 必 要 が あ る た め 、 指 定 管 理
た 効 果 を 十 分 検 討 す る こ と が で き な い の で は 者 の 提 案 に 基 づ き 決 定 す る 指 定 管
ないか。 理 料 と は 別 に そ の 額 を 年 度 協 定 で

今 後 は 、 同 法 人 に 修 繕 に か か る 費 用 負 担 を 定 め て い る が 、 同 法 人 （ 指 定 管 理
課 し て 施 設 管 理 を 行 い 、 責 任 を 持 っ て 指 定 管 者 ） は そ の 額 の 範 囲 内 で 責 任 を 持
理 者 と し て 事 業 運 営 に 当 た る よ う に 、 指 定 管 っ て 修 繕 を 実 施 し て い る 。 引 き 続
理者に関する協定自体を見直す必要がある。 き 、 さ ら に 効 率 的 な 事 業 運 営 に 取

り組む。

② 中長期経営計画の策定② 中長期経営計画の策定② 中長期経営計画の策定② 中長期経営計画の策定
中 長 期 経 営 計 画 に つ い て 、 資 金 計 画 の 概 要 同 法 人 の 事 務 事 業 の 大 半 は 県 か

は 作 成 さ れ て い る が 、 財 務 ベ ー ス で の 予 算 管 ら の 受 託 事 業 で あ り 、 県 予 算 削 減
理 及 び そ れ を 補 完 す る た め の 行 動 計 画 が で き 等 に よ り 、 予 期 で き な い 大 き な 収
て い な い 。 今 後 は 中 長 期 経 営 計 画 の も と に 予 支 変 動 が 生 じ る た め 、 中 長 期 的 に
算 を 作 成 し 、 そ れ を 実 績 と 対 比 す る こ と に よ 精 度 の 高 い 経 営 計 画 を 策 定 す る こ
り 必 要 な 対 策 を 講 じ る な ど 、 健 全 な 事 業 運 営 と は 困 難 で あ る が 、 可 能 な 限 り 一
を行っていく必要がある。 定 の 見 込 み と 目 標 管 理 を 行 い 、 さ

ら な る 経 営 の 安 定 化 に 努 め る こ と
としている。

③ 小口現金の管理③ 小口現金の管理③ 小口現金の管理③ 小口現金の管理
小 口 現 金 の う ち 、 プ ー ル 施 設 の 釣 銭 と し て 必 要 の な い 釣 銭 に つ い て は 、 適

平 成 ２ ４ 年 ３ 月 度 に ４ ４ ８ 千 円 の 残 高 が 計 上 時 、 預 金 に 振 り 替 え る ほ か 、 他 施
さ れ て い た 。 し か し 、 プ ー ル の 開 催 期 間 は 平 設 で の 釣 銭 に 利 用 し て 金 種 指 定 に
成 ２ ３ 年 度 に お い て は 、 ７ 月 １ ５ 日 か ら ８ 月 よ る 金 融 機 関 手 数 料 を 節 減 す る な
３ １ 日 ま で で あ り 、 期 末 で あ る ３ 月 末 に お い ど、改善を図っている。
て は 閉 館 さ れ て お り 、 プ ー ル 釣 銭 と し て 別 途
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管 理 す る 必 要 は な い た め 適 時 に 預 金 に 振 り 替
える必要がある。

④ 用地補償技術業務委託事業④ 用地補償技術業務委託事業④ 用地補償技術業務委託事業④ 用地補償技術業務委託事業
県 で 予 定 価 格 を 設 定 し て い る が 、 業 務 量 を 同 事 業 は 業 務 の 性 格 上 、 個 別 事

詳 細 に 工 数 管 理 し て 積 算 し た も の で は な い 。 案 ご と に 内 容 が 異 な り 、 工 数 算 定
県 は 当 該 事 業 に か か る 業 務 量 を 適 切 に 見 積 り に よ り 業 務 量 を 積 み 上 げ る 手 法 は
適 正 な 価 格 で 積 算 し 委 託 料 を 決 定 す る こ と が な じ ま な い た め 、 用 地 補 償 業 務 を
適当である。 安 定 的 に 遂 行 す る た め の 県 と 受 託

者 と の 標 準 的 な 業 務 比 重 に よ り 業
務 量 を 見 積 も っ て い る と こ ろ で あ
る が 、 引 き 続 き 適 正 な 積 算 と な る
よう検討してまいりたい。

⑤ 県有資産の管理⑤ 県有資産の管理⑤ 県有資産の管理⑤ 県有資産の管理
競 技 関 連 用 具 等 の 多 く の 県 有 財 産 を 使 用 し 競 技 関 連 用 具 等 の 県 有 財 産 の 管

て い る が ､日 常 使 用 時 に 点 検 を 行 う に 留 ま り ､ 理 に つ い て は 、 指 定 管 理 に 係 る 業
十 分 な 管 理 を 行 っ て い な い 。 本 来 、 県 有 財 産 務 仕 様 書 に 基 づ き 、 台 帳 を 備 え て
は 県 に 管 理 責 任 が あ り ､固 定 資 産 の 現 物 確 認 ､ 管 理 し て お り 、 特 に 競 技 関 連 用 具
管 理 は 県 が 行 う べ き で あ る が 、 長 期 に わ た り は 、 定 期 的 な 点 検 も 実 施 し 、 消 耗
貸 与 さ れ て い る 同 法 人 に お い て は 、 同 法 人 が 品 の 購 入 や メ ン テ ナ ン ス も 含 め て
十 分 管 理 し 県 に 対 し 報 告 す る 義 務 が あ る 。 そ 同 法 人 が 適 切 に 実 施 し て い る と 考
の た め 、 同 法 人 は 、 県 有 財 産 に つ い て も 管 理 え て い る 。 御 意 見 を 参 考 と し つ つ
規 程 を 定 め ､台 帳 管 理 を 行 い ､定 期 的 な 実 査 等 も 、 ま ず は 従 来 方 法 を ベ ー ス に 、
に よ り 資 産 の 現 状 を 把 握 す る こ と が 必 要 で あ 今 後 も 、 県 有 財 産 の 適 切 な 管 理 と
る。 確 実 な 把 握 を 担 保 す る よ う 努 め て

まいりたい。

２．学校法人吉備高原学園２．学校法人吉備高原学園２．学校法人吉備高原学園２．学校法人吉備高原学園

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 財務状況の開示① 財務状況の開示① 財務状況の開示① 財務状況の開示
私 立 学 校 経 常 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 ８ 条 第 ２ 財 務 状 況 の 開 示 に つ い て は 、 平

項 に よ る と 、 「 補 助 事 業 者 は 、 補 助 金 の 公 共 成 ２ ５ 年 ９ 月 よ り 学 校 の ホ ー ム ペ
性 に 鑑 み 、 財 務 状 況 の 開 示 な ど 情 報 公 開 に 努 ー ジ に 学 校 法 人 情 報 公 開 と し て 掲
め な け れ ば な ら な い 。 」 と さ れ て い る が 、 同 載している。
法 人 は 決 算 書 等 の 財 務 状 況 の 開 示 を 行 っ て い
ない。要綱に則して開示すべきである。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 収入確保① 収入確保① 収入確保① 収入確保
定 員 割 れ に よ り 収 入 が 大 幅 に 減 少 し 、 平 成 生 徒 の 確 保 に 向 け て 積 極 的 に 広

２ ２ 年 、 ２ ３ 年 度 は 当 期 正 味 財 産 増 減 額 も △ 報 活 動 を 展 開 し て お り 、 入 試 回 数
７ ２ ， ９ ９ ５ 千 円 、 △ １ ４ ７ ， ４ ５ ９ 千 円 と の 増 や 、 学 校 見 学 の 随 時 実 施 な ど
大 幅 な 減 少 と な っ て お り 、 学 生 数 の 確 保 が 必 を 実 施 し た こ と で 、 平 成 ２ ６ 年 度
要 で あ る 。 同 法 人 は 不 登 校 な ど 従 来 の 学 校 に 入 試 も 昨 年 度 よ り 若 干 で は あ る が
な じ め な か っ た 生 徒 も 積 極 的 に 受 け 入 れ て い 増 加 傾 向 で あ る 。 ま た 、 資 料 請 求
る が 、 こ う い っ た 生 徒 の み を 受 け 入 れ て い る 等も増えている。
学 校 と い う 誤 っ た 認 識 を 一 部 に 持 た れ て い る 今 後 も 安 定 し た 運 営 を 図 る た め
よ う で あ る 。 同 法 人 は 、 い ろ い ろ な 生 徒 を 幅 に 、 広 報 活 動 を 見 直 し な が ら 展 開
広 く 受 け 入 れ る 学 校 で あ る こ と を 周 知 す る 必 し、定員確保に努める。
要 が あ り 、 広 報 の あ り 方 に 工 夫 が 必 要 で あ る
ものと考える。

ま た 、 パ ン フ レ ッ ト や 文 字 媒 体 の み で は そ
の 良 さ が 伝 わ り に く く 、 実 際 に 学 校 に 足 を 運
ん で も ら え る よ う な 取 組 を さ ら に 実 施 し て い
く必要がある。
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３．井原鉄道株式会社３．井原鉄道株式会社３．井原鉄道株式会社３．井原鉄道株式会社

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 高架下貸付業務① 高架下貸付業務① 高架下貸付業務① 高架下貸付業務
同 会 社 は 高 架 下 の 土 地 を 貸 し 付 け て お り 、 高 架 下 の 貸 付 業 務 に つ い て は 、

管 理 は 井 笠 鉄 道 株 式 会 社 に 委 託 し て い る 。 高 委 託 方 式 を 直 接 徴 収 方 式 に 改 め た
架 下 貸 付 業 務 委 託 契 約 書 に は 井 笠 鉄 道 株 式 会 と こ ろ で あ り 、 未 収 金 に つ い て は
社 に 対 し て 支 払 う 委 託 料 金 は 「 高 架 下 貸 付 に 訪 問 に よ る 督 促 な ど 引 き 続 き 回 収
係 る 使 用 料 （ 徴 収 す べ き 金 額 ） か ら 同 会 社 が に向けて努力していく。
別 に 定 め る 金 額 を 控 除 し た 額 」 と あ る が 、 現 ま た 、 滞 納 額 は 、 未 収 金 に 計 上
状 は 実 際 に 回 収 し た 金 額 （ 未 収 分 を 除 く ） に し、貸倒引当金を設定する。
対 し て 契 約 上 の 割 合 を か け た 金 額 を 委 託 料 と
し て 支 払 っ て い る 。 よ っ て 、 貸 付 料 が 未 収 と
な り 仮 に 貸 倒 れ た 場 合 に は 、 同 会 社 の 損 失 と
な る 。 現 状 は 滞 納 さ れ て い る 貸 付 料 を 未 収 金
と し て 把 握 し て お ら ず 、 貸 倒 引 当 金 も 設 定 さ
れ て い な い 。 往 査 日 現 在 未 収 が ２ ７ 件 で 約 ７
０ 万 円 存 在 し て い る こ と か ら 、 滞 留 状 況 を 同
会 社 と し て も 把 握 し て 、 回 収 に 向 け て 努 力 す
る と と も に 、 会 計 処 理 上 、 未 収 金 に 計 上 し 、
併せて貸倒引当金を設定すべきである。

② 貯蔵品の棚卸② 貯蔵品の棚卸② 貯蔵品の棚卸② 貯蔵品の棚卸
棚 卸 実 施 要 領 が 作 成 さ れ て お ら ず 、 各 箇 所 棚 卸 手 順 書 を 作 成 す る と と も に

の 担 当 者 が １ 人 で 調 査 し て い る 。 棚 卸 実 施 要 実 施 者 と 確 認 者 の ２ 名 の 体 制 で 調
領 を 作 成 し 、 さ ら に 調 査 間 違 い 防 止 の た め に 査する。
も２人以上で調査することが望まれる。

③ 譲渡性預金の表示③ 譲渡性預金の表示③ 譲渡性預金の表示③ 譲渡性預金の表示
投 資 有 価 証 券 に は 譲 渡 性 預 金 が 含 ま れ て い 譲 渡 性 預 金 に つ い て は 、 有 価 証

た 。 譲 渡 性 預 金 は 有 価 証 券 と し て 貸 借 対 照 表 券として流動資産に計上する。
の流動資産の部に計上すべきである。

④ 貸倒引当金の設定④ 貸倒引当金の設定④ 貸倒引当金の設定④ 貸倒引当金の設定
貸 倒 引 当 金 の 設 定 に あ た り 法 人 税 法 上 の 法 貸 倒 実 績 率 に よ り 、 貸 倒 引 当 金

定 繰 入 率 を 使 用 し て い る が 、 同 会 社 は 法 定 繰 を設定する。
入 率 を 使 用 す る こ と は で き な い 。 貸 倒 実 績 率
を 算 定 し ､ 貸 倒 引 当 金 を 設 定 す る 必 要 が あ
る。

⑤ 取締役会の開催⑤ 取締役会の開催⑤ 取締役会の開催⑤ 取締役会の開催
会 社 法 で は 、 取 締 役 会 は ３ 箇 月 に １ 回 以 上 ３箇月に１回開催する。

開 催 さ れ る 必 要 が あ る 旨 が 定 め ら れ て い る が
同 会 社 で は ､頻 度 及 び 回 数 を 満 た し て い な
い。

⑥ 一括償却性資産⑥ 一括償却性資産⑥ 一括償却性資産⑥ 一括償却性資産
同 会 社 で は 、 一 括 償 却 性 資 産 を 固 定 資 産 で 一 括 償 却 性 資 産 は 固 定 資 産 に 計

は な く 長 期 前 払 費 用 に 計 上 し て い る 。 一 括 償 上し、個別注記表も修正する。
却 性 資 産 は 固 定 資 産 に 計 上 し 、 決 算 書 で あ る
計算書類の個別注記表も修正すべきである。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 人材の確保① 人材の確保① 人材の確保① 人材の確保
同 会 社 は 貸 地 管 理 を 井 笠 鉄 道 株 式 会 社 に 委 高 架 下 の 貸 付 業 務 に つ い て は 、

託 し て お り 、 平 成 １ ０ 年 の 委 託 契 約 締 結 以 来 委 託 方 式 を 直 接 徴 収 方 式 に 改 め た
同 一 の 担 当 者 が 担 当 し て い る と の こ と で あ ところである。
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る。 ま た 、 担 当 者 以 外 に 業 務 を 行 え
し か し な が ら 、 こ の 担 当 者 以 外 に 借 地 人 と る人材も確保している。

の 過 去 の 経 緯 や 貸 地 周 辺 の 状 況 等 を 掌 握 し て
い る 者 が お ら ず 、 今 後 と も 貸 地 事 業 を 円 滑 に
実 施 す る 観 点 か ら は 不 安 定 な 状 況 に あ る 。 貸
付 管 理 業 務 の 内 製 化 も 含 め て 、 他 に 業 務 を 行
える人材を確保しておくことが望ましい。

４．株式会社吉備高原都市サービス４．株式会社吉備高原都市サービス４．株式会社吉備高原都市サービス４．株式会社吉備高原都市サービス

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① テナントからの預り水道光熱費の処理① テナントからの預り水道光熱費の処理① テナントからの預り水道光熱費の処理① テナントからの預り水道光熱費の処理
テ ナ ン ト か ら の 預 り 水 道 光 熱 費 を 売 上 に 計 平 成 ２ ４ 年 度 決 算 期 よ り テ ナ ン

上 し て い る 。 し か し 、 当 該 水 道 光 熱 費 は テ ナ ト か ら の 水 道 光 熱 費 に つ い て 、 預
ン ト 負 担 分 を 同 会 社 が ま と め て 支 払 っ て い る り金処理を行うこととした。
に す ぎ な い 。 ま た 同 様 に 同 会 社 の 販 売 費 及 び
一 般 管 理 費 に は テ ナ ン ト 負 担 分 の 水 道 光 熱 費
も 含 ま れ て い る 。 テ ナ ン ト か ら の 預 り 水 道 光
熱 費 に つ い て は 、 預 り 金 と し て 処 理 す る か 、
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 の 控 除 と し て 処 理 す べ
きである。

② 貸倒引当金の計上② 貸倒引当金の計上② 貸倒引当金の計上② 貸倒引当金の計上
同 会 社 で は 、 貸 倒 実 績 が な い が 法 定 繰 入 率 平 成 ２ ４ 年 度 決 算 から 貸 倒 実 績 に

で 貸 倒 引 当 金 が 計 上 さ れ て い る 。 貸 倒 実 績 に 基 づ き 貸 倒 引 当 金 を 計 上 す る こ と と
基づいて引当計上すべきである。 した。

③ 取締役会の開催③ 取締役会の開催③ 取締役会の開催③ 取締役会の開催
取 締 役 会 は ３ 箇 月 に １ 回 以 上 開 催 さ れ る 必 法 律 に 沿 っ た 開 催 と な る よ う 開

要 が あ る が 、 会 社 法 で 定 め ら れ て い る 取 締 役 催回数を増やすこととした。
会の頻度及び回数を満たしていない。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① さんさん広場の活性化の方策① さんさん広場の活性化の方策① さんさん広場の活性化の方策① さんさん広場の活性化の方策
一 般 に 広場 は 、周 辺 施設 に 集 客力 が あっ て 商 工 会 等 関 係 機 関 と 連 携 を 図 り

こ そ 、 利 用 料 金 を 支 払 っ て で も 利 用 す る 価 値 な が ら 、 き び プ ラ ザ へ の 入 居 テ ナ
が で て く る 。 周 辺 施 設 が 活 況 を 呈 す れ ば お の ントのさらなる誘致を図る。
ず と 広 場 の 利 用 も 向 上 す る 。 た と え 、 交 通 の ま た 、 平 成 ２ ５ 年 度 か ら ５ 年 間
利 便 性 が 悪 く 、 周 辺 の 店 舗 の 活 況 は な く と も 受 託 （ 指 定 管 理 者 ） し た 広 場 利 用
十 分 に 繁 盛 し て い る 店 舗 の 事 例 は 一 般 に 数 多 に つ い て は 、 ホ ー ム ペ ー ジ の 充 実
く み ら れ る 。 吉 備 高 原 都 市 の セ ン タ ー 区 全 体 や マ ス メ デ ィ ア を 通 じ て Ｐ Ｒ を 図
の 活 性 化 の た め に 、 ま ず は 業 務 商 業 ビ ル （ き り な が ら 、 町 や 都 市 内 事 業 所 な ど
び プ ラ ザ ） へ 個 別 に 集 客 力 の あ る 店 舗 を 誘 致 と 連 携 し 、 イ ベ ン ト を 増 加 す る な
し 現 状 は 衣 食 住 の た め 吉 備 高 原 都 市 の 外 へ 向 ど し て 、 賑 わ い を 創 出 し 、 都 市 の
い て い る 住 民 の 足 が 都 市 の 内 部 へ と 向 く よ う 活性化に努める。
に全力を尽くすべきである。

ま た 、 同 会 社 は 、 平 成 ２ ５ 年 度 か ら ５ 年 間
の 指 定 管 理 者 と し て 選 定 さ れ 、 広 場 の 施 設 の
利 用 促 進 策 を 多 く 提 案 し て い る 。 利 用 促 進 策
は 指 定 管 理 者 と し て 同 会 社 が 再 選 定 さ れ た 根
拠 の 一 つ と な っ た も の と 考 え ら れ 、 担 当 所 管
課 は こ の 利 用 促 進 策 の 実 行 を 促 進 す る よ う 努
力されたい。

５．岡山空港ターミナル株式会社５．岡山空港ターミナル株式会社５．岡山空港ターミナル株式会社５．岡山空港ターミナル株式会社

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容
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① 中長期経営計画の策定① 中長期経営計画の策定① 中長期経営計画の策定① 中長期経営計画の策定
企 業 が 責 任 あ る 事 業 運 営 を 行 う 上 で 中 長 期 平 成 ２ ５ 年 度 中 に 、 今 後 ５ 年 間

経 営 計 画 の 策 定 は 必 須 の も の で あ る 。 ま た 単 の 中 期 経 営 計 画 を 策 定 す る こ と と
年 度 の 予 算 書 は 、 こ の 中 長 期 経 営 計 画 を 達 成 している。
さ せ る た め に 策 定 さ れ る も の で あ る 。 こ れ ら
の 一 連 の 事 業 管 理 、 予 算 管 理 構 造 が 同 会 社 と
して構築されていない。

② 税効果会計② 税効果会計② 税効果会計② 税効果会計
税 効 果 会 計 を 適 用 し て い な い 。 早 急 に 税 効 平 成 ２ ４ 年 度 決 算 か ら 適 用 し て

果会計を適用する必要がある。 いる。

③ 預金残高の妥当性の検証③ 預金残高の妥当性の検証③ 預金残高の妥当性の検証③ 預金残高の妥当性の検証
平 成 ２ ４ 年 ３ 月 末 時 点 に お け る 預 金 残 高 の 残 高 証 明 一 覧 表 を 作 成 し 、 ２ 人

内 、 銀 行 か ら 入 手 し た 残 高 証 明 書 と 不 一 致 な 以上で確認する。
ものがあった。

こ の よ う な 差 異 が 生 じ て い る こ と 自 体 、 残
高 証 明 書 と の 突 合 を 失 念 し た も の と 考 え ら れ
問題である。

④ 有価証券の時価評価の算定④ 有価証券の時価評価の算定④ 有価証券の時価評価の算定④ 有価証券の時価評価の算定
平 成 ２ ４ 年 ３ 月 末 時 点 に お け る 時 価 評 価 し 残 高 証 明 一 覧 表 を 作 成 し 、 ２ 人

て い る 投 資 有 価 証 券 残 高 の 内 、 銀 行 か ら 入 手 以上で確認する。
し た 残 高 証 明 書 と 不 一 致 な も の が あ っ た 。 有
価 証 券 の 時 価 の 検 証 に お い て も 有 価 証 券 の 保
有 先 金 融 機 関 か ら 入 手 し た 残 高 証 明 書 と の 突
合 は 、 必 須 の 作 業 で あ り そ の 突 合 を 失 念 し た
ものと言わざるを得ない。

⑤ 固定資産の除却漏れ⑤ 固定資産の除却漏れ⑤ 固定資産の除却漏れ⑤ 固定資産の除却漏れ
固 定 資 産 台 帳 に 計 上 さ れ て い る 固 定 資 産 に 固 定 資 産 管 理 マ ニ ュ ア ル を 作 成

関 し て 、 実 際 の 資 産 現 物 は 無 く 除 却 漏 れ が み し 適 切 に 実 査 を 行 う こ と と し た 。
られた。

除 却 漏 れ を 防 止 す る た め 固 定 資 産 の 実 査 に
つ い て マ ニ ュ ア ル 等 を 作 成 し 、 そ れ に 従 い 実
査を行っていく必要があるものと考える。

⑥ 関連当事者取引に関する注記⑥ 関連当事者取引に関する注記⑥ 関連当事者取引に関する注記⑥ 関連当事者取引に関する注記
関 連 当 事 者 と の 間 に 取 引 が あ り 、 そ れ が 重 平 成 ２ ４ 年 度 決 算 か ら 注 記 し て

要 な 取 引 で あ る 場 合 に は 注 記 に よ り 開 示 す る いる。
こ と が 会 社 計 算 規 則 第 １ ４ ０ 条 に 定 め ら れ て
い る 。 日 本 政 策 投 資 銀 行 か ら の 借 入 残 高 ５ １
４ ， １ ２ ０ 千 円 に つ い て は 開 示 対 象 で あ っ た
が 注 記 さ れ て い な い 。 今 後 は 、 開 示 対 象 と な
る 取 引 に つ い て 正 確 に 把 握 し 、 十 分 に 検 討 さ
れたい。

６．一般財団法人岡山県国際交流協会６．一般財団法人岡山県国際交流協会６．一般財団法人岡山県国際交流協会６．一般財団法人岡山県国際交流協会

（１）意見（１）意見（１）意見（１）意見

① 県による指定管理者制度の事例分析の必要① 県による指定管理者制度の事例分析の必要① 県による指定管理者制度の事例分析の必要① 県による指定管理者制度の事例分析の必要
性性性性

施 設 の 利 用 率 を 向 上 さ せ る に は 、 指 定 管 理 協 会 と し て は 、 今 後 と も 引 き 続
者 の 創 意 工 夫 と 構 成 員 の 意 識 改 革 に よ る 地 道 き 経 営 モ デ ル の 成 功 事 例 と さ れ る
な 努 力 、 そ し て そ れ を 支 え る 投 資 資 金 の 裏 付 よ う 創 意 工 夫 に 取 り 組 ん で い く 。
け 、 成 果 に 対 す る 誘 因 な ど 経 営 の 仕 組 み 作 り 指 定 管 理 者 制 度 は 、 民 間 事 業 者
が重要である。 が 有 す る ノ ウ ハ ウ を 活 用 す る こ と に

同 協 会 は 、 公 益 法 人 改 革 に 関 し て 収 益 事 業 よ り 、 住 民 サ ー ビ ス の 向 上 や 施 設 の
で あ る 貸 館 業 務 が 大 半 で あ る こ と か ら 公 益 法 効 率 的 な 運 営 を 図 る と い っ た 効 果 が
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人 の 認 定 は 受 け ず 、 一 般 財 団 法 人 に 移 行 し つ 期 待 さ れ る こ と か ら 、 県 施 設 へ の 導
つ も 非 営 利 性 が 徹 底 さ れ た 法 人 （ 営 利 型 非 分 入 に つ い て 積 極 的 に 取 り 組 ん で き た
配 法 人 ） と し て 法 人 税 の 軽 減 措 置 を 受 け 、 ま ところである。
た 同 協 会 の 利 用 率 向 上 で 得 た 余 剰 資 金 を 分 配 こ の 結 果 、 民 間 事 業 者 の 創 意 工 夫
す る こ と な く 、 同 協 会 の 魅 力 向 上 や 国 際 交 流 に よ り 、 自 主 企 画 事 業 の 充 実 、 利 用
事 業 に 投 下 す る 好 循 環 が 生 ま れ て い る も の と 時 間 の 延 長 、 設 備 の 整 備 、 利 便 性 の
考える。 向 上 な ど 、 様 々 な サ ー ビ ス の 向 上 が

県 は 、 歳 出 削 減 の た め の 指 定 管 理 料 の 減 額 図られてきていると認識している。
志 向 だ け で は な く 、 指 定 管 理 者 の 経 営 モ デ ル ま た 、 制 度 の 運 用 に つ い て も 、 指
の 成 功 事 例 と し て 同 協 会 の 分 析 を 行 い 、 そ れ 定 期 間 の 延 長 や 、 選 定 基 準 の 改 訂 な
を 基 に 誘 因 を 設 定 し 利 用 料 金 制 に よ る 収 益 増 ど 、 具 体 的 な 指 定 管 理 の 実 施 状 況 を
加 メ リ ッ ト を 追 求 し て 、 制 度 運 用 の 有 効 性 を 踏 ま え な が ら 、 絶 え ず 見 直 し を 行 っ
高めるべきと考える。 てきているところである。

同 協 会 の 運 営 方 法 も 参 考 に し な が
ら 、 今 後 と も 、 制 度 の 適 切 な 運 用 に
努 め 、 制 度 導 入 の 目 的 に 沿 っ た 効 果
が得られるよう努めてまいりたい。

７．公益財団法人岡山県環境保全事業団７．公益財団法人岡山県環境保全事業団７．公益財団法人岡山県環境保全事業団７．公益財団法人岡山県環境保全事業団

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 貸倒引当金の計上① 貸倒引当金の計上① 貸倒引当金の計上① 貸倒引当金の計上
産 業 廃 棄 物 処 理 処 分 料 金 等 の 売 掛 金 残 高 の 債 権 の 回 収 に 向 け て は 、 弁 護 士

う ち 、 回 収 懸 念 債 権 が 発 生 し て い る が 、 貸 倒 と 協 議 し 、 法 手 続 き に 訴 え る な ど
引 当 金 が 計 上 さ れ て い な い 債 権 が ８ ， ８ ３ ３ 取 組 を 進 め て い る が 、 ご 指 摘 の と
千円あった。 お り 回 収 懸 念 債 権 も 発 生 し て い る

こ と か ら 、 回 収 の 可 能 性 等 を 勘 案
し 、 平 成 ２ ４ 年 度 決 算 か ら 貸 倒 引
当金を計上した。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① ゴルフ勘定の減損の検討① ゴルフ勘定の減損の検討① ゴルフ勘定の減損の検討① ゴルフ勘定の減損の検討
平 成 ２ ３ 年 度 末 の 貸 借 対 照 表 に 計 上 さ れ て 岡 山 県 及 び ゴ ル フ 場 運 営 委 託 先

い る ゴ ル フ 勘 定 及 び ゴ ル フ 関 連 固 定 資 産 の 合 と 当 事 業 団 と の 土 地 等 の 賃 貸 借 契
計 額 は ４ ５ ３ 百 万 円 で あ る が 、 ゴ ル フ 事 業 は 約 の 期 限 が 近 づ い て き て お り 、 新
固 定 資 産 投 資 額 を 上 回 る 回 収 が 見 込 め る 状 態 た な 契 約 に つ い て の 協 議 が 必 要 と
に な く 、 営 業 活 動 か ら 生 じ る 損 益 が 継 続 し て 考 え て い る が 、 そ の 内 容 に よ っ て
損 失 と な る こ と か ら 減 損 処 理 の 検 討 が 必 要 で は 、 収 益 に 影 響 が 出 る こ と も 考 え
ある。 られる。

こ の た め 、 ゴ ル フ 場 関 連 の 固 定
資 産 の 減 損 処 理 に つ い て は 、 そ の
協 議 内 容 等 も 踏 ま え な が ら 、 顧 問
会 計 士 及 び 会 計 監 査 人 と 協 議 し 、
検討することとしたい。

② 随意契約② 随意契約② 随意契約② 随意契約
現 在 管 轄 内 の ４ カ 所 の 建 設 残 土 セ ン タ ー の 建 設 残 土 セ ン タ ー の 随 意 契 約 に

管 理 運 営 に つ い て 、 特 定 の 民 間 事 業 会 社 と 数 当 た っ て は 、 当 該 年 度 の 搬 入 見 込
年 間 に わ た り 随 意 契 約 を 行 っ て い た 。 随 意 契 量 を 前 提 に 、 見 積 方 式 に よ り 、 契
約 に よ り 締 結 す る 理 由 を 、 新 た に 別 会 社 と 契 約 金 額 を 決 定 し て い る が 、 公 共 工
約 を 締 結 し た 場 合 、 新 規 の 管 理 事 務 所 の 設 営 事 の 状 況 に よ り 搬 入 さ れ る 土 量 が
及 び 重 機 の 搬 入 コ ス ト が 生 じ る た め と し て い 変 動 し て お り 、 実 際 の 契 約 金 額 は
た。 当 初 の 搬 入 見 込 量 を 前 提 と し た 契

し か し な が ら 、 一 般 競 争 入 札 と し た 場 合 に 約 金 額 か ら 変 更 し た も の と な る の
は 予 定 価 格 に 対 す る 落 札 率 の 下 落 の 余 地 も 考 が 実 態 で あ り 、 事 業 者 に 負 担 を 強
え ら れ る た め 、 契 約 を 切 り 替 え た 場 合 に 生 じ いる結果も生じている。
る 費 用 と 落 札 率 の 下 落 に よ る 契 約 額 の 減 少 を ま た 、 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は
検 討 の 上 、 経 済 合 理 性 の 観 点 か ら 一 般 競 争 入 土 砂 の 受 入 管 理 （ 受 付 対 応 、 土 砂
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札 の 導 入 の 可 能 性 に つ い て 検 討 す べ き で あ の 判 別 、 異 物 の 確 認 、 搬 入 量 の 管
る。 理 等 ） 及 び 建 設 残 土 セ ン タ ー 周 辺

住 民 の 信 頼 の 確 保 が 重 要 で あ り 、
相応の熟度も必要である。

こ う し た こ と 等 か ら 、 建 設 残 土
セ ン タ ー の 管 理 運 営 に つ い て は 、
一 般 競 争 入 札 に 適 さ な い も の と 考
え 、 随 意 契 約 と し て き た も の で あ
る。

し か し 、 「 契 約 を 切 り 替 え た 場
合 に 生 じ る 費 用 と 落 札 率 の 下 落 に
よ る 契 約 額 の 減 少 を 検 討 」 と の ご
指 摘 を い た だ い た の で 、 今 後 、 こ
う し た 検 討 も 行 い 、 一 般 競 争 入 札
の 導 入 の 可 能 性 に つ い て 検 討 を 行
っているところである。

８．公益財団法人岡山県郷土文化財団８．公益財団法人岡山県郷土文化財団８．公益財団法人岡山県郷土文化財団８．公益財団法人岡山県郷土文化財団

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 特別分配金の会計処理方法① 特別分配金の会計処理方法① 特別分配金の会計処理方法① 特別分配金の会計処理方法
保 有 す る 有 価 証 券 の う ち 投 資 信 託 ３ 銘 柄 に 資 産 台 帳 に お い て 、 当 該 特 別 分

つ い て 、 平 成 ２ ０ 年 度 よ り 平 成 ２ ３ 年 度 で 総 配金を減額処理することとした。
額 １ ０ ６ 百 万 円 の 特 別 分 配 金 を 受 け 取 っ て い
る が 受 取 利 息 と し て 計 上 し て い る 。 特 別 分 配
金 は 預 貯 金 の 利 息 等 と は 異 な り 、 投 資 資 産 の
純 資 産 か ら 支 払 わ れ る も の で あ る た め 、 元 本
の 払 い 戻 し の 性 格 を 有 す る 。 よ っ て 、 特 別 分
配 金 を 受 領 し た 際 は 、 当 該 金 額 だ け 取 得 原 価
を減額する必要がある。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 固定資産の現物管理① 固定資産の現物管理① 固定資産の現物管理① 固定資産の現物管理
固 定 資 産 を 実 査 す る 要 領 や マ ニ ュ ア ル は 特 平 成 ２ ５ 年 度 当 初 に 実 査 マ ニ ュ

に な く 、 実 査 し た 証 跡 等 も 特 に な か っ た 。 固 ア ル を 策 定 し 、 各 施 設 に お い て 逐
定 資 産 の 実 査 に つ い て マ ニ ュ ア ル 等 を 作 成 し 次 実 査 を 行 い 、 固 定 資 産 の 正 確 な
それに従い実査を行っていく必要がある。 把握に努めることとした。

② アンケート調査方法の見直し② アンケート調査方法の見直し② アンケート調査方法の見直し② アンケート調査方法の見直し
同 財 団 は 、 犬 養 木 堂 記 念 館 及 び 岡 崎 嘉 平 太 ア ン ケ ー ト 調 査 に つ い て は 、 県

記 念 館 の 指 定 管 理 者 と し て 、 毎 年 ア ン ケ ー ト と 協 議 し 内 容 の 充 実 を 図 る と と も
調査を実施している。 に 、 入 館 者 等 へ ア ン ケ ー ト 用 紙 を

平 成 ２ ３ 年 度 に お け る 犬 養 木 堂 記 念 で の ア 手 渡 し し て 記 載 を 呼 び か け る こ と
ン ケ ー ト 調 査 結 果 の 回 答 数 は ２ ４ ８ 名 、 岡 崎 とした。
嘉 平 太 記 念 館 で の ア ン ケ ー ト 調 査 結 果 の 回 答
数 は ５ １ 名 で 、 回 答 者 数 が 比 較 的 少 な く な っ
て い る 。 こ れ は 、 い ず れ の 調 査 も 各 施 設 で 行
わ れ る 企 画 展 の 際 に ア ン ケ ー ト 調 査 用 紙 を 配
布 す る 方 法 で 実 施 し て い る の み で あ る か ら と
推察される。

指 定 管 理 者 制 度 が 導 入 さ れ て い る 「 公 の 施
設 」 に つ い て ア ン ケ ー ト 調 査 を 実 施 す る の は
利 用 者 ニ ー ズ に 柔 軟 な 発 想 で 対 応 す る こ と で
よ り 質 の 高 い サ ー ビ ス の 提 供 が 期 待 さ れ る か
ら で あ る が 、 こ の よ う な 少 な い 回 答 者 数 に 基
づ く 分 析 で は 、 当 該 期 待 の 達 成 は 困 難 と な っ
てしまうものと考える。

ま た 、 各 施 設 の ア ン ケ ー ト 内 容 は 性 別 、 年
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齢 、 住 所 、 来 館 頻 度 、 職 員 対 応 、 施 設 管 理 、
満 足 度 の 項 目 に つ い て で あ る が 、 こ れ ら 項 目
で の 調 査 の み で は 利 用 者 ニ ー ズ を 十 分 に 掴 め
な い 可 能 性 も あ り 、 よ り 具 体 的 な 要 望 を 引 き
出すようなアンケートの工夫が望まれる。

両 施 設 に お け る ア ン ケ ー ト 調 査 の 方 法 及 び
内 容 に つ い て 検 討 を 実 施 す る こ と に よ り 、 利
用 者 ニ ー ズ を 施 設 運 営 に 反 映 で き る 体 制 を 構
築すべきであるものと考える。

９．財団法人岡山シンフォニーホール９．財団法人岡山シンフォニーホール９．財団法人岡山シンフォニーホール９．財団法人岡山シンフォニーホール

（１）意見（１）意見（１）意見（１）意見

① 一般会計と特別会計の人件費の区分① 一般会計と特別会計の人件費の区分① 一般会計と特別会計の人件費の区分① 一般会計と特別会計の人件費の区分
① 芸 術 鑑 賞 や 音 楽 芸 術 振 興 の た め の 公 演 時 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 に 公 益 財 団

会 場 設 営 や チ ケ ッ ト セ ン タ ー に お け る チ ケ ッ 法 人 に 移 行 し 、 こ れ に 伴 い 、 会 計
ト 販 売 業 務 等 の 運 営 事 業 （ 岡 山 シ ン フ ォ ニ ー 区 分 を 公 益 会 計 と 収 益 会 計 、 法 人
ホ ー ル 特 別 会 計 ） と ② 岡 山 フ ィ ル ハ ー モ ニ ッ 会 計 に 改 め た 。 ま た 、 会 計 区 分 ご
ク 管 弦 楽 団 の 事 務 局 運 営 事 業 （ 岡 山 フ ィ ル ハ と の 人 件 費 の 配 賦 に つ い て も 、 職
ー モ ニ ッ ク 管 弦 楽 団 運 営 事 業 特 別 会 計 )が あ 員 の 配 属 に よ り 計 上 す る の で は な
る。 く 公 益 法 人 会 計 基 準 に 基 づ き 、 従

人 件 費 に つ い て は 、 チ ケ ッ ト セ ン タ ー （ 友 事 割 合 等 の 合 理 的 な 基 準 に 基 づ き
の 会 ） に 配 属 さ れ た 者 の 人 件 費 を ① の 特 別 会 配賦することとした。
計 に 、 岡 山 フ ィ ル ハ ー モ ニ ッ ク 管 弦 楽 団 の 事
務 局 に 配 属 さ れ た 者 の 人 件 費 を ② の 特 別 会 計
に 計 上 し 、 そ れ 以 外 の 管 理 業 務 や 自 主 文 化 事
業 の 企 画 業 務 に 係 る 人 件 費 は 一 般 会 計 に 計 上
している。

と こ ろ が 、 ① や ② の 事 業 に お い て も 経 理 業
務 や ホ ー ル の 管 理 運 営 ・ 企 画 業 務 等 に 関 す る
財 団 内 部 の サ ー ビ ス は 受 け て お り 、 こ れ ら の
コ ス ト は 、 同 法 人 の 事 業 部 別 の 執 務 時 間 を 集
計 し 、 こ の 執 務 時 間 に 応 じ て 原 価 配 分 を す る
な ど し て 特 別 会 計 に も 配 賦 さ せ る べ き で あ る
が 、 同 法 人 で は 現 在 ま で の と こ ろ こ の よ う な
原 価 計 算 は 行 わ れ て お ら ず 、 適 正 に 配 賦 す る
方が望ましいものと考える。

② 施設の利用度の向上策② 施設の利用度の向上策② 施設の利用度の向上策② 施設の利用度の向上策
シ ン フ ォ ニ ー ホ ー ル の 貸 出 予 約 は 向 こ う １ 他 の 利 用 度 の 高 い 公 共 施 設 の 取

年 ３ ヶ 月 前 か ら 受 け 付 け て い る が 、 施 設 利 用 組 を 調 査 し 、 シ ン フ ォ ニ ー ホ ー ル
者 の 活 動 実 績 を 分 析 し 、 定 番 催 事 の 企 画 時 期 に お い て も 取 り 入 れ る こ と が で き
を 狙 い ダ イ レ ク ト メ ー ル 発 信 す る こ と や 商 工 る か 検 討 し た 上 で 、 広 報 活 動 を 強
会 議 所 等 を 通 じ た 民 間 事 業 者 へ の 広 報 活 動 な 化することとした。
ど 同 法 人 側 か ら 利 用 を 促 進 す る 提 案 を 行 う な
ど、能動的な営業活動を強化すべきである。

１０．公益財団法人岡山県体育協会１０．公益財団法人岡山県体育協会１０．公益財団法人岡山県体育協会１０．公益財団法人岡山県体育協会

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 中長期経営計画の見直し① 中長期経営計画の見直し① 中長期経営計画の見直し① 中長期経営計画の見直し
同 協 会 は 平 成 １ ８ 年 度 か ら 平 成 ２ ７ 年 度 ま 『 公 益 財 団 法 人 岡 山 県 体 育 協 会

で の １ ０ か 年 間 を 計 画 期 間 と し て 『 財 団 法 人 競 技 力 向 上 計 画 「 Ｇ Ｏ Ｌ Ｄ Ｐ Ｌ
岡 山 県 体 育 協 会 競 技 力 向 上 計 画 「 Ｇ Ｏ Ｌ Ｄ Ａ Ｎ Ｏ Ｋ Ａ Ｙ Ａ Ｍ Ａ 」 』 は 監 査
Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｏ Ｋ Ａ Ｙ Ａ Ｍ Ａ 」 』 を 策 定 し て い で の 指 摘 を 受 け 、 現 状 に 沿 っ た 計
る 。 中 長 期 経 営 計 画 は そ の 状 況 に 応 じ て 随 時 画 と し て 平 成 ２ ４ 年 １ ２ 月 １ ４ 日
見 直 さ れ る べ き も の で あ る が 、 現 状 で は そ の の 競 技 力 向 上 委 員 会 に 諮 り 見 直 し
ま ま と な っ て い る 。 今 後 は 中 長 期 経 営 計 画 の た 。 な お 、 事 業 に 反 映 す る ル ー ル
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も と 予 算 を 作 成 し 、 毎 年 の 事 業 の 執 行 状 況 を に つ い て は 、 平 成 ２ ５ 年 度 に 新 た
対 比 す る こ と に よ り 、 計 画 に 沿 っ た 事 業 展 開 な 「 Ｇ Ｏ Ｌ Ｄ Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｏ Ｋ Ａ
や 予 算 確 保 が で き て い る か ど う か を 検 証 し 、 Ｙ Ａ Ｍ Ａ 」 を 策 定 す る 委 員 会 を 設
そ の 後 の 事 業 に 反 映 す る ル ー ル を 明 確 に す る 立 し そ の 中 で 検 討 し 、 策 定 す る こ
必要があるものと考える。 ととした。

② 中長期経営計画の財務数値化② 中長期経営計画の財務数値化② 中長期経営計画の財務数値化② 中長期経営計画の財務数値化
同 協 会 が 策 定 し て い た 長 期 経 営 計 画 は 行 動 こ れ ま で 財 務 数 値 に 置 き 換 え た

計 画 と し て の 中 長 期 経 営 計 画 で あ り 、 そ れ を 中 長 期 経 営 計 画 は 策 定 し て い な い
財 務 数 値 に 置 き 換 え た 中 長 期 経 営 計 画 は 策 定 た め 財 務 数 値 化 し た 中 長 期 経 営 計
さ れ て い な か っ た 。 そ の た め 、 事 業 と し て の 画 に つ い て 検 討 し て お り 、 平 成 ２
取 組 の 方 向 性 は 分 か る も の の 、 同 協 会 の 事 業 ５ 年 度 中 を 目 途 に 理 事 会 に 諮 り 策
運 営 と し て の 長 期 的 な 損 益 の 予 測 及 び キ ャ ッ 定する予定である。
シ ュ ･ フ ロ ー の 予 測 は 策 定 さ れ て い な か っ
た 。 公 益 性 の 高 い 財 団 で あ る と は い え 、 組 織
と し て 維 持 存 続 、 発 展 す る た め に は 行 動 に 伴
っ た 損 益 と キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー の 状 況 の 把 握
は 必 要 で あ る 。 今 後 は 長 期 の 行 動 計 画 を 策 定
す る と 同 時 に そ れ を 財 務 数 値 に 置 き 換 え て 、
そ れ ら を 両 輪 と し て 事 業 運 営 に 資 す る 計 画 と
する必要がある。

③ 補助金交付申請等の日付③ 補助金交付申請等の日付③ 補助金交付申請等の日付③ 補助金交付申請等の日付
県 へ 補 助 金 の 交 付 申 請 を す る に 際 し て 、 起 補 助 金 の 交 付 申 請 等 の 起 案 日 及

案 日 と 申 請 日 及 び 交 付 決 定 日 が ４ 月 １ 日 付 で び 決 裁 日 に つ い て 、 疑 念 を 持 た れ
あ る が 、 同 協 会 内 に お け る 決 裁 日 が そ れ よ り る こ と の な く 適 正 に 措 置 す る よ う
も 遅 い ４ 月 ４ 日 付 と な っ て お り 、 書 面 上 、 事 職員全員に、周知徹底した。
後 承 認 に な っ て い る 例 が み ら れ た 。 厳 格 な 審
査 の 実 施 に つ い て 疑 念 を 持 た れ な い た め に も
意識を徹底していく必要がある。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 玉野スポーツセンターの料金設定① 玉野スポーツセンターの料金設定① 玉野スポーツセンターの料金設定① 玉野スポーツセンターの料金設定
玉 野 ス ポ ー ツ セ ン タ ー の 宿 泊 施 設 等 に 関 し 本 会 の 設 立 目 的 は 岡 山 県 下 に お

て 、 県 内 利 用 者 と 県 外 利 用 者 と に 料 金 の 差 が け る 体 育 ・ ス ポ ー ツ の 普 及 振 興 を
設 け ら れ て い な い 。 同 協 会 の 設 立 目 的 が 岡 山 行 う こ と で は あ る が 、 玉 野 ス ポ ー
県 下 に お け る 体 育 ・ ス ポ ー ツ の 普 及 振 興 を 行 ツ セ ン タ ー は 当 初 、 日 本 体 育 協 会
う こ と で あ る こ と か ら 、 県 内 利 用 者 と 県 外 利 が 設 置 し て お り 、 西 日 本 の 青 少 年
用 者 の 料 金 設 定 に つ い て は 差 を 設 け る な ど し の た め の ス ポ ー ツ 拠 点 施 設 と い う
て 県 内 利 用 者 に 対 し て 優 遇 し た 措 置 を と る べ 位 置 づ け も 持 っ て お り 、 そ れ を 本
きと考える。 協 会 が 譲 り 受 け 運 営 し て い る た め

今 後 検 討 は す る が 、 当 面 現 状 の 料
金設定で運営していきたい。

② 玉野スポーツセンターの大規模修繕② 玉野スポーツセンターの大規模修繕② 玉野スポーツセンターの大規模修繕② 玉野スポーツセンターの大規模修繕
玉 野 ス ポ ー ツ セ ン タ ー の 建 物 等 の 施 設 は 、 今 年 度 予 定 の 大 規 模 修 繕 は 積 立

か な り 老 朽 化 し て い る た め に 同 協 会 に お い て を 取 り 崩 し て 行 い 終 了 す る が 、 今
も 大 規 模 修 繕 の 必 要 性 を 認 識 し て い る 。 こ れ 後 大 規 模 修 繕 を 予 定 す る 場 合 、 引
ら の 大 規 模 修 繕 が 具 体 化 さ れ 、 か つ 会 計 上 引 当 金 等 の 計 上 要 件 を 満 た す か ど う
当 金 の 計 上 要 件 を 満 た す 場 合 は 、 修 繕 引 当 金 かを検討し適切に措置する。
等の適当な科目により計上する必要がある。 な お 、 当 該 事 業 に つ い て は 、 大

ま た 、 こ の 大 規 模 修 繕 負 担 が 巨 額 の も の に 規 模 修 繕 の 実 施 に よ り 継 続 性 を 確
な る と 推 測 さ れ る こ と か ら 、 当 該 事 業 の 継 続 保 で き る と 考 え て い る が 、 今 後 の
性 そ の も の に つ い て 検 討 す る 必 要 が 生 じ て い 運 営 に つ い て は 、 玉 野 ス ポ ー ツ セ
る 。 今 後 は こ の 状 況 も 踏 ま え て 、 事 業 運 営 に ン タ ー 運 営 委 員 会 に 諮 り 進 め て い
努める必要がある。 く。

③ 固定資産の現物管理③ 固定資産の現物管理③ 固定資産の現物管理③ 固定資産の現物管理
固 定 資 産 に つ い て 、 要 領 や マ ニ ュ ア ル は 特 固 定 資 産 に つ い て の 管 理 や 現 物
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に な く 、 実 査 し た 証 跡 等 が 残 さ れ て い な か っ 照 合 に つ い て は 経 理 規 程 に 定 め て
た 。 管 理 の 客 観 性 を 持 た せ る 観 点 か ら 、 固 定 い る 。 備 品 台 帳 で の 管 理 は し て い
資 産 の 実 査 に つ い て マ ニ ュ ア ル 等 を 作 成 し 、 た が 実 査 し た 証 跡 等 が な い と の 指
それに従い実査を行っていく必要がある。 摘 が あ っ た た め 備 品 ラ ベ ル を 貼 り

確認した。

１１．財団法人児島湖流域水質保全基金１１．財団法人児島湖流域水質保全基金１１．財団法人児島湖流域水質保全基金１１．財団法人児島湖流域水質保全基金

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 理事会の開催時期① 理事会の開催時期① 理事会の開催時期① 理事会の開催時期
同 法 人 の 寄 附 行 為 に よ る と 、 「 こ の 法 人 の 寄 附 行 為 に 基 づ き 、 平 成 ２ ５ 年

事 業 計 画 及 び 予 算 は 、 理 事 長 が 作 成 し 、 そ の 度 事 業 計 画 及 び 予 算 は 平 成 ２ ５ 年
事 業 年 度 開 始 前 に 理 事 会 の 承 認 を 得 な け れ ば ２月開催の理事会で承認を得た。
な ら な い 」 と さ れ て い る が 、 平 成 ２ ３ 年 度 の 今 後 は 、 事 業 年 度 開 始 前 に 理 事
事 業 計 画 及 び 予 算 は 、 事 業 年 度 が 開 始 し た 後 会 を 開 催 し 、 事 業 計 画 及 び 予 算 の
の 平 成 ２ ３ 年 ６ 月 の 理 事 会 で 承 認 さ れ て お り 承認を得ることとする。
寄 附 行 為 に 違 反 し て い る 。 事 業 計 画 及 び 予 算
の 承 認 が 事 業 年 度 開 始 後 に な さ れ て い る の は
大 き な 問 題 で あ り 、 寄 附 行 為 に 定 め ら れ て い
る と お り 、 事 業 年 度 の 開 始 前 に 承 認 を 得 る べ
きである。

② 監事の選任② 監事の選任② 監事の選任② 監事の選任
同 法 人 の 監 事 は 、 設 立 以 来 、 吉 備 中 央 町 長 当 法 人 は 平 成 ２ ５ 年 １ １ 月 に 公

と 児 島 湾 土 地 改 良 区 理 事 長 が 就 任 し て い る 。 益 法 人 に 移 行 し 、 監 事 ２ 名 の 内 １
監 事 の 職 務 は 、 理 事 の 職 務 遂 行 を 監 督 す る こ 名 は 財 務 ・ 会 計 に 関 す る 知 見 を 有
と で あ る か ら 、 理 事 と は 異 な る 知 見 を 求 め ら する者を選任している。
れ る が 、 同 法 人 に お い て は こ の よ う な 見 地 か
ら 人 選 さ れ た 形 跡 が な い 。 制 度 上 本 来 的 に 求
められる人選を行うことが望まれる。

今 後 、 公 益 法 人 に 移 行 す る こ と を 想 定 し て
い る と の こ と で あ る か ら 、 少 な く と も １ 名 は
実 質 的 に 財 務 ・ 会 計 に 関 す る 知 見 を 有 す る 者
を選任すべきである。

③ 補助金③ 補助金③ 補助金③ 補助金
財 団 法 人 岡 山 市 公 園 協 会 が 行 う 「 相 生 川 周 「 相 生 川 周 辺 『 浮 き 花 壇 』 普 及

辺 『 浮 き 花 壇 』 普 及 推 進 実 証 事 業 」 に 、 平 成 推 進 実 証 事 業 」 に つ い て は 、 御 指
２ ３ 年 度 の 水 質 浄 化 実 践 活 動 助 成 金 １ ， ３ ０ 摘 を 踏 ま え 、 平 成 ２ ４ 年 度 の 事 業
０ 千 円 が 支 出 さ れ て い る 。 し か し な が ら 決 裁 報 告 で は 、 今 後 の 実 践 活 動 に 資 す
文 書 に は 水 生 植 物 を 利 用 し た 水 質 浄 化 に 関 す る た め に 必 要 な 水 生 植 物 の 育 成 管
る “ 研 究 ” 報 告 書 が 添 付 さ れ て お り 、 こ の 事 理 手 法 や 浮 き 花 壇 の 設 置 に 関 す る
業 が 水 質 浄 化 “ 実 践 ” 活 動 に 当 た る も の で あ 法 手 続 な ど を 取 り ま と め た 報 告 書
る こ と の 具 体 的 な 説 明 は な さ れ て い な か っ 及 び 水 質 改 善 効 果 に 関 す る 報 告 書
た 。 本 来 、 事 前 の 申 請 段 階 で 研 究 活 動 の み な を提出させた。
ら ず 水 質 浄 化 実 践 活 動 と し て 優 れ て い る か 否 な お 、 今 後 は 、 申 請 段 階 に お い
か を 判 断 す べ き で あ る 。 ま た 、 事 後 的 な 対 応 て 実 践 モ デ ル 事 業 と し て 優 れ て い
と し て は 、 水 質 改 善 効 果 の 有 無 や そ の 程 度 に る か ど う か を 具 体 的 に 把 握 で き る
関する報告を適切に求めるべきである。 よ う 、 適 切 な 資 料 の 提 出 を 求 め る

こととする。

④ 通帳・印鑑の管理④ 通帳・印鑑の管理④ 通帳・印鑑の管理④ 通帳・印鑑の管理
同 法 人 の 通 帳 及 び 銀 行 印 は 、 同 法 人 の 総 務 今 後 、 当 法 人 の 通 帳 に つ い て は

課 長 を 兼 任 す る 県 環 境 管 理 課 副 課 長 が 施 錠 可 県 環 境 管 理 課 副 課 長 が 保 管 し 、 銀
能 な ロ ッ カ ー に 保 管 し て い る 。 少 な く と も 通 行 印 に つ い て は 当 法 人 業 務 課 長 で
帳 と 銀 行 印 は 別 人 物 が 保 管 す る よ う に す べ き あ る 同 課 総 括 参 事 が そ れ ぞ れ 施 錠
である。 可能なロッカー等に保管する。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見
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① 同法人職員に就任している県職員の執務管① 同法人職員に就任している県職員の執務管① 同法人職員に就任している県職員の執務管① 同法人職員に就任している県職員の執務管
理理理理

同 法 人 の 職 員 は 、 「 職 務 に 専 念 す る 義 務 の 今 後 は 基 金 業 務 に 従 事 し た 時 間
特 例 に 関 す る 条 例 」 第 ２ 条 第 ３ 号 及 び 「 職 務 に つ い て 、 総 務 事 務 シ ス テ ム の 職
に 専 念 す る 義 務 の 特 例 に 関 す る 規 則 」 第 ２ 条 務 専 念 義 務 免 除 (団 体 従 事 ） の 実
第 ２ 号 の 規 定 に よ り 、 無 報 酬 で あ る こ と 及 び 績報告欄に入力することとする。
本 務 の 遂 行 に 支 障 を き た さ な い こ と を 条 件 に
県の所管課の職員が従事している。

職 務 専 念 義 務 免 除 の 申 請 を 行 う 際 に は 従 事
予 定 時 間 を 申 告 し て い る が 、 実 際 の 従 事 時 間
が 把 握 ・ 報 告 さ れ て い な い 。 執 務 の 実 態 把 握
の 観 点 か ら も 従 事 実 績 時 間 の 報 告 を す る こ と
が望ましい。

１２．財団法人岡山県福祉事業団１２．財団法人岡山県福祉事業団１２．財団法人岡山県福祉事業団１２．財団法人岡山県福祉事業団

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 賞与支給① 賞与支給① 賞与支給① 賞与支給
賞 与 に つ い て ６ 月 と １ ２ 月 に 支 給 し て お り 平 成 ２ ４ 年 度 決 算 か ら 、 発 生 主

か つ 、 会 計 上 は 現 金 主 義 で 計 上 し て い る 。 発 義 会 計 に 基 づ く 引 当 計 上 を 行 う こ
生 主 義 会 計 に 基 づ き 、 支 給 対 象 期 間 に よ り 期 ととした。
間 帰 属 の 状 況 に 応 じ て 引 当 計 上 が 必 要 で あ
る。

② 退職給付引当金② 退職給付引当金② 退職給付引当金② 退職給付引当金
退 職 給 付 引 当 金 の う ち 、 給 食 事 業 に か か る 平 成 ２ ４ 年 度 決 算 か ら 、 不 足 が

職 員 に 対 す る 部 分 に つ い て ９ ． ６ 百 万 円 の 引 生 じ な い よ う 適 正 に 引 当 計 上 を 行
当 不 足 が 生 じ て い た 。 今 後 十 分 に 注 意 さ れ た っている。
い。

③ 修繕積立預金の計上③ 修繕積立預金の計上③ 修繕積立預金の計上③ 修繕積立預金の計上
平 成 ２ ３ 年 度 に お い て 、 特 定 資 産 と し て 修 平 成 ２ ４ 年 度 決 算 か ら 法 人 運 営

繕 積 立 預 金 が ２ ０ 百 万 円 計 上 さ れ て い る が 、 引 当 預 金 と し て 計 上 し て い る が 、
そ の 算 出 根 拠 と な る 個 別 具 体 的 な 修 繕 内 容 と そ の 引 当 預 金 の 目 的 の 一 つ に 修 繕
金 額 に つ い て は 計 画 さ れ て い な い 。 見 積 計 上 も 含 ま れ て い る た め 、 早 期 に 修 繕
す る た め の 根 拠 資 料 を 十 分 に 整 備 す べ き で あ 計画の策定に努めてまいりたい。
る。

④ 中長期経営計画の財務数値化④ 中長期経営計画の財務数値化④ 中長期経営計画の財務数値化④ 中長期経営計画の財務数値化
行 動 計 画 は あ る が 、 そ れ を 財 務 数 値 に 置 き 中 期 経 営 計 画 の 策 定 時 以 降 、 廃

換 え た 中 長 期 経 営 計 画 が 作 成 さ れ て な い 。 そ 止 し た 事 業 や 新 規 に 開 始 し た 事 業
の た め 、 事 業 と し て の 取 組 の 方 向 性 は 理 解 で が あ る こ と か ら 、 今 後 、 改 め て 行
き る も の の 、 事 業 団 の 事 業 運 営 と し て の 中 長 動 計 画 の 策 定 が 必 要 と 考 え て い る
期 的 な 損 益 の 状 況 及 び キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー の ところである。
状況は不明であった。 そ の 際 、 財 務 数 値 に 置 き 換 え た

中 長 期 的 な 視 野 に 立 っ た 福 祉 事 業 の あ り 方 中 期 的 な 視 野 に 立 っ た 経 営 計 画 に
を 取 り 入 れ た 経 営 計 画 を 構 築 す る 必 要 が あ り つ い て も 策 定 し 、 行 動 計 画 及 び 経
そ の た め に 今 後 は 、 行 動 計 画 を 策 定 す る と 同 営 計 画 を 両 輪 と し て 事 業 運 営 に 資
時 に そ れ を 財 務 数 値 に 置 き 換 え て 、 そ れ ら を する計画としてまいりたい。
両 輪 と し て 事 業 運 営 に 資 す る 計 画 と す る 必 要
がある。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 岡山県総合福祉会館の耐震診断① 岡山県総合福祉会館の耐震診断① 岡山県総合福祉会館の耐震診断① 岡山県総合福祉会館の耐震診断
福 祉 会 館 は 、 昭 和 ５ １ 年 に 建 設 さ れ 現 在 ま 県 な ど の 所 有 者 と 十 分 に 協 議 し

で 外 壁 等 を 補 修 し な が ら 存 立 し て い る 。 し か な が ら 、 耐 震 診 断 に つ い て 検 討 し
し 、 現 在 の 建 築 基 準 法 上 の 耐 震 性 が 確 保 さ れ てまいりたい。



- 12 -

て い る か 確 認 す る た め に 、 県 な ど の 所 有 者 で
協 議 の 上 、 早 急 に 耐 震 診 断 を 実 施 す る 必 要 が
あるものと考える。

② 大規模修繕計画② 大規模修繕計画② 大規模修繕計画② 大規模修繕計画
大 規 模 修 繕 の 工 事 内 容 に つ い て リ ス ト ア ッ 大 規 模 修 繕 に つ い て は 、 財 源 の

プ さ れ て は い る も の の 、 修 繕 工 事 に か か る 金 確 保 が 大 き な 課 題 で は あ る が 、 県
額 及 び 実 施 時 期 等 に つ い て 見 積 も ら れ て い な と も 協 議 の 上 、 資 金 計 画 を 含 め た
か っ た 。 資 金 計 画 を 含 め た 修 繕 計 画 を 立 て る 修 繕 計 画 の 策 定 に 努 め て ま い り た
た め に 修 繕 に つ い て 優 先 順 位 を つ け て 実 施 時 い。
期及び実施金額を把握する必要がある。

③ 福祉会館に入居している団体との負担関係③ 福祉会館に入居している団体との負担関係③ 福祉会館に入居している団体との負担関係③ 福祉会館に入居している団体との負担関係
福 祉 会 館 に 入 居 し 事 業 を 行 っ て い る 団 体 に 消 耗 品 等 や 小 修 繕 に つ い て の 入

対 し て は 、 同 法 人 は 公 益 事 業 を 支 援 す る 目 的 居 者 と の 負 担 区 分 を 次 回 の 契 約 更
で 賃 料 は 無 料 と し 、 共 益 費 だ け を 徴 収 し て い 新 時 か ら 明 確 化 し て ま い り た い 。
る 。 共 益 費 は 、 同 法 人 が 福 祉 会 館 全 体 の 光 熱
費 等 を 積 算 し 、 各 入 居 者 に 対 し て 入 居 面 積 に
応じて負担させ請求している。

し か し 、 入 居 に 関 し て の 賃 貸 借 契 約 上 、 そ
の 負 担 関 係 は 特 に 詳 細 に は な っ て い な い こ と
か ら 、 賃 貸 借 契 約 書 に お い て 入 居 者 と の 負 担
関係を明確にすることが望ましいと考える。

④ 債権区分及び債権管理④ 債権区分及び債権管理④ 債権区分及び債権管理④ 債権区分及び債権管理
滞 留 債 権 が 発 生 し た 場 合 の 債 権 区 分 の 基 準 早 期 に 債 権 区 分 の 基 準 と そ の 区

と そ の 区 分 に 応 じ た 債 権 回 収 管 理 の 方 法 が 規 分 に 応 じ た 債 権 回 収 管 理 に 関 す る
定 さ れ て お ら ず 、 不 測 の 事 態 が 生 じ た 場 合 の 規程の整備を図ってまいりたい。
事 前 準 備 が で き て い な い 。 不 測 の 事 態 に 備 え
た 事 前 準 備 と し て の 規 程 等 の 整 備 が 必 要 と 考
える。

⑤ 貸付事業⑤ 貸付事業⑤ 貸付事業⑤ 貸付事業
貸 付 事 業 に つ い て 、 平 成 ２ １ 年 度 か ら の 新 岡 山 県 福 祉 基 金 の 貸 付 事 業 に つ

規 貸 付 件 数 及 び 新 規 貸 付 額 が 少 数 、 少 額 に 留 い て は 、 こ こ 数 年 、 新 規 貸 付 件 数
ま っ て お り 、 貸 付 事 業 そ の も の の 事 業 価 値 に 及 び 新 規 貸 付 額 が 低 調 で あ り 、 平
つ い て 疑 問 の 余 地 が 残 る と 言 わ ざ る を 得 な 成 ２ ４ 年 度 か ら 貸 付 利 率 を (2 . 5 %
い 。 申 込 件 数 の 状 況 か ら 、 こ の 融 資 形 態 自 体 → 1.5 %)引 き 下 げ た と こ ろ で あ る
の 必 要 性 及 び 有 効 性 に つ い て 十 分 に 議 論 を 行 が 、 今 後 と も 利 下 げ や そ の 他 方 策
う 必 要 性 が あ る の で は な い か と 考 え る 。 例 え に つ い て 、 福 祉 基 金 の 趣 旨 を 踏 ま
ば 、 直 接 融 資 だ け で な く 民 間 金 融 機 関 に 融 資 え た 対 応 を 県 と と も に 十 分 に 協 議
自 体 は 委 ね て 、 利 子 補 給 等 の 支 援 を 行 っ て い し 、 あ ら ゆ る 可 能 性 を 検 討 し て ま
く こ と も 一 法 で あ る も の と 考 え る 。 こ れ ら あ いりたい。
ら ゆ る 選 択 肢 の 検 討 を 含 め て 改 め て 検 討 し 直
す必要があるものと考える。

⑥ 事業団としての事業のあり方⑥ 事業団としての事業のあり方⑥ 事業団としての事業のあり方⑥ 事業団としての事業のあり方
同 法 人 は 、 福 祉 会 館 の 管 理 運 営 を 主 た る 事 今 後 、 県 と 一 体 と な っ て 当 法 人

業 と し て い る が 、 福 祉 事 業 団 で あ る 以 上 、 単 が 県 民 の 福 祉 向 上 の た め に ど の よ
に 施 設 の 管 理 運 営 に 留 ま る べ き で は な い と 考 う に 有 効 な 役 割 を 果 た し て い く こ
え る 。 岡 山 県 に お い て 障 害 者 に 対 す る 支 援 事 と が で き る の か を 前 向 き に 議 論 を
業 等 を は じ め と し た 福 祉 事 業 全 般 に 対 す る 支 進 め な が ら 、 当 法 人 と し て の 事 業
援 事 業 の 拡 充 及 び 事 業 展 開 を 行 っ て い く 必 要 展 開 の 方 向 性 を 見 定 め て ま い り た
が あ る の で は な い か と 考 え る 。 そ の た め に は い。
県 と の 相 互 補 完 的 な 協 力 関 係 の 中 で 、 今 後 の
福 祉 事 業 に つ い て 十 分 議 論 を 重 ね て い く 必 要
が あ り 、 中 長 期 的 な 視 野 に 立 っ た 福 祉 事 業 の
あ り 方 、 強 い て は 同 法 人 の 存 在 意 義 を 明 確 に
していく必要があるものと考える。
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⑦ 助成事業⑦ 助成事業⑦ 助成事業⑦ 助成事業
同 法 人 が 行 っ て い る 助 成 事 業 に つ い て 、 現 事 業 効 果 の 検 証 に つ い て は 、 実

状 助 成 の 申 込 段 階 に お け る 審 査 等 い わ ゆ る 事 績 報 告 書 の 内 容 を よ り 具 体 的 に 成
前 審 査 に つ い て は 、 審 査 会 等 十 分 審 査 が さ れ 果 が 把 握 で き る よ う な 様 式 に 見 直
て い る が 、 助 成 後 の 効 果 の 検 証 等 に つ い て の す と と も に 、 更 に 満 足 度 調 査 等 の
事 後 段 階 に お け る 検 討 が 十 分 行 わ れ て い な か ア ン ケ ー ト 実 施 に よ り 、 効 果 的 な
った。 助成方法を模索してまいりたい。

現 状 で は 実 績 報 告 を 助 成 先 よ り 提 出 さ せ て
い る が 、 今 後 は そ れ に 加 え て 当 初 目 的 と の 適
合 性 や 満 足 度 調 査 の ア ン ケ ー ト 等 の 収 集 等 に
よ り 、 そ の 助 成 の 目 的 の 達 成 度 に つ い て 、 一
定 の 資 料 を 提 出 さ せ 、 そ れ ら を も と に 審 査 検
討を行う必要があるものと考えられる。

⑧ 施設貸与事業（会議室等）⑧ 施設貸与事業（会議室等）⑧ 施設貸与事業（会議室等）⑧ 施設貸与事業（会議室等）
同 法 人 で は 福 祉 会 館 内 の 大 ホ ー ル 及 び 会 議 館 内 の 大 ホ ー ル 及 び 会 議 室 の 貸

室 に つ い て 一 般 利 用 者 に 貸 与 を 行 い 、 収 入 を 与 に つ い て は 、 福 祉 関 係 団 体 を は
得 る 収 益 事 業 を 行 っ て い る が 、 収 支 は 支 出 超 じ め 、 他 分 野 の 公 益 的 団 体 に チ ラ
過 と な っ て い る 。 本 来 、 当 該 収 益 事 業 に よ っ シ 等 で の 利 用 を 呼 び か け る と と も
て 収 益 獲 得 す る こ と に よ り 事 業 団 の 人 件 費 、 に 、 ホ ー ム ペ ー ジ な ど の 活 用 に よ
事 務 費 等 の 固 定 費 を 賄 う こ と や 、 余 剰 資 金 を り 一 般 向 け 広 報 に も 努 め 、 施 設 の
福 祉 事 業 に 活 か す こ と で 、 事 業 団 の 財 政 的 基 利用促進につなげてまいりたい。
盤 と す べ き と こ ろ 現 状 で は 厳 し い 状 況 に あ ま た 、 会 議 室 等 使 用 料 に つ い て
る。 は 、 近 隣 の 貸 ホ ー ル や 貸 会 議 室 の

今 後 大 ホ ー ル の 稼 働 率 の 向 上 に 積 極 的 に 取 利 用 料 金 の 実 態 を 調 査 し 、 検 証 の
り 組 む 必 要 が あ り 、 ホ ー ル を 利 用 す る 見 込 み 上 、 適 切 に 対 応 し て ま い り た い 。
の あ る 団 体 に 定 期 的 な 利 用 を ア プ ロ ー チ す る
な ど の 利 用 促 進 の た め の 新 た な 取 組 が 必 要 で
ある。

ま た 、 利 用 料 金 に つ い て も そ の 金 額 は 昭 和
５ １ 年 に 設 定 さ れ た も の を 基 準 と し て 消 費 税
の 導 入 、 税 率 の 変 更 に よ る 調 整 が さ れ て い た
だ け で あ り 、 実 質 的 に は 長 年 見 直 し は 行 わ れ
て い な い 。 事 業 存 続 の た め に 適 切 な 利 用 料 金
の設定について検討されたい。

⑨ 財産の運用規程の策定⑨ 財産の運用規程の策定⑨ 財産の運用規程の策定⑨ 財産の運用規程の策定
財 産 の 運 用 に つ い て 安 全 資 産 に よ り 運 用 す 新 た に 、 リ ス ク 管 理 等 の 財 産 運

る 方 針 で あ り 、 定 期 預 金 及 び 国 債 に よ る も の 用 規 程 の 策 定 を 行 っ た と こ ろ で あ
の み で 構 成 さ れ て い る が 運 用 規 程 と し て 定 め る。
ら れ て お ら ず 、 資 産 の 運 用 リ ス ク に つ い て の
検 討 ､ 承 認 と 責 任 の ル ー ル 化 が さ れ て い な
い。

リ ス ク 管 理 と ガ バ ナ ン ス の 観 点 か ら 運 用 規
程を策定する必要があるものと考える。

１３．財団法人岡山県健康づくり財団１３．財団法人岡山県健康づくり財団１３．財団法人岡山県健康づくり財団１３．財団法人岡山県健康づくり財団

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 図書の管理① 図書の管理① 図書の管理① 図書の管理
同 財 団 で は 、 管 理 し て い る 図 書 は 約 ５ ， ３ 棚 卸 等 の 管 理 の 徹 底 と 廃 棄 基 準

０ ０ 冊 で あ る が 、 台 帳 管 理 を し て い な い た め に つ い て は 、 平 成 ２ ４ 年 度 に は 、
正 確 な 冊 数 や 図 書 名 は 把 握 で き て い な い 。 図 時 代 と と も に 古 く な っ た と 判 断 さ
書 の 台 帳 管 理 、 連 番 管 理 を 実 施 し 、 年 度 末 に れ た 書 籍 は 廃 棄 処 分 す る な ど 、 整
棚 卸 を す る な ど 管 理 を 徹 底 さ れ た い 。 ま た 、 理 を 行 っ た 。 平 成 ２ ５ 度 以 降 は 、
廃 棄 基 準 も 設 け ら れ て お ら ず 、 か な り 古 い 図 年 に 一 度 棚 卸 を 行 い 、 不 要 と 思 わ
書も棚に並んでいる状態である。 れ る 書 籍 は 廃 棄 処 分 を 行 う 予 定 で

そ も そ も 、 県 民 に 広 く 健 康 に 関 す る 知 識 を あ る 。 台 帳 整 理 に つ い て は 、 古 い
深 め て も ら う こ と が 目 的 と な っ て い る こ と か 台 帳 が 更 新 で き て い な い 状 態 な の
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ら 、 日 々 医 学 が 進 歩 す る 中 、 古 く な っ た 図 書 で 、 棚 卸 の 際 に 台 帳 整 理 を 行 い 、
を 置 い て お く こ と は 、 か え っ て 県 民 に 誤 っ た よ り 有 用 な 情 報 提 供 の 場 と な る よ
知 識 を 与 え る こ と に な る 恐 れ も あ る 。 よ っ て う努めて参りたい。
一定の廃棄基準を設けるべきである。 新 し い 図 書 の 購 入 に つ い て は 、

現 状 で は 新 し い 図 書 の 購 入 は 医 師 や ス タ ッ 利 用 者 ニ ー ズ 等 も 踏 ま え 必 要 に 応
フ か ら の 希 望 が あ れ ば 購 入 し て い る と の こ と じて新書を追加する予定である。
で あ り 、 専 門 書 に 偏 っ て い る 。 定 期 的 に 新 書 利 用 促 進 ・ 案 内 掲 示 に つ い て
購 入 検 討 を 実 施 し 、 必 要 に 応 じ て 新 書 を 追 加 は 、 現 在 の 図 書 資 料 室 は セ ン タ ー
すべきである。 利 用 者 （ 運 動 ・ ド ッ ク ） の 動 線 か

ま た 、 図 書 資 料 室 は セ ン タ ー 利 用 者 の 動 線 ら や や 外 れ た 配 置 と な っ て い る こ
か ら 外 れ て お り 、 存 在 が ほ と ん ど 知 ら れ て い と か ら 、 図 書 資 料 室 の 存 在 の 周 知
な い 。 図 書 資 料 室 の 存 在 を 利 用 者 に わ か り や と 図 書 資 料 室 へ の 誘 導 を 図 る た
すく伝え、利用を促進すべきである。 め 、 １ 階 の 受 付 、 待 合 室 、 更 衣

室 、 喫 茶 室 に 大 型 案 内 図 を 掲 示 し
たところである。

② スポーツ医学部門の受診者数② スポーツ医学部門の受診者数② スポーツ医学部門の受診者数② スポーツ医学部門の受診者数
同 財 団 で は 特 殊 な 機 器 を 用 い て 筋 力 測 定 及 岡 山 市 内 の 高 等 学 校 等 に Ｐ Ｒ の

び 運 動 負 荷 試 験 を 受 け る こ と が で き る 。 し か た め の 案 内 Ｄ Ｍ を 送 付 す る な ど 、
し 高 額 機 器 に も か か わ ら ず 利 用 者 が 少 な く 、 特 殊 運 動 機 器 を 備 え た 南 部 健 康 づ
有 効 に 利 用 さ れ て い る と は 言 い 難 い 。 こ の よ く り セ ン タ ー の 認 知 度 を 高 め る 対
う な 特 殊 な 機 器 の 需 要 が 少 な い こ と も あ る が 策 を 取 り 、 高 額 機 器 の 有 効 利 用 が
こ れ ら の 機 器 が 健 康 づ く り セ ン タ ー に あ り 、 図られるよう努めてまいりたい。
ど の よ う な 検 査 が で き る の か と い う こ と が 十
分に認知されていないと考える。

広報活動の一層の努力が求められる。

③ 委託費③ 委託費③ 委託費③ 委託費
建 物 維 持 管 理 業 務 委 託 に つ い て 、 委 託 費 が 平 成 ２ ５ 年 度 の 契 約 時 に は 、 簡

継 続 的 に 引 き 下 げ ら れ て い る こ と か ら 、 決 裁 略 な 仕 様 書 を 作 成 し 、 ３ 者 に よ る
書 で は 、 同 財 団 の 随 意 契 約 の 要 件 の 一 つ で あ 見積合わせを実施した。
る 「 時 価 に 比 し て 有 利 な 価 格 で 契 約 す る こ と 更 な る 公 正 ・ 適 正 な 契 約 事 務 の
が で き る 見 込 が あ る と き 」 に 該 当 す る も の と た め に 、 平 成 ２ ５ 年 度 中 に 詳 細 な
し 、 随 意 契 約 と し て い る が 、 そ も そ も 他 社 と 仕 様 書 を 作 成 し 、 平 成 ２ ６ 年 度 契
の 比 較 が で き て い な い た め 、 「 時 価 に 比 し て 約 分 か ら 入 札 を 実 施 す る 予 定 で あ
有 利 な 価 格 」 で 契 約 す る こ と が で き る か 否 か る。
を 判 断 で き な い 。 目 標 の 年 限 を 定 め て 仕 様 書
を 作 成 し 、 可 能 な 限 り 速 や か に 入 札 を 実 施 す
べきである。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 食鳥検査事業の補助金① 食鳥検査事業の補助金① 食鳥検査事業の補助金① 食鳥検査事業の補助金
食 鳥 検 査 事 業 の 補 助 金 は 、 食 肉 業 者 の コ ス １ 円 ／ 羽 で は な く 、 食 鳥 検 査 事

ト 負 担 能 力 が 低 減 し た 際 に 、 条 例 で 検 査 料 を 業 の 収 支 不 足 を 補 う た め 、 補 助 を
１ 円 ／ 羽 値 下 げ し た こ と に よ る 財 団 の 収 入 減 予算の範囲内で行っている。
少 を 補 う た め に 導 入 さ れ た と の こ と で あ る 。 食 鳥 検 査 の 実 施 に 当 た っ て は 、
そ う で あ る な ら 、 定 額 補 助 で は な く 、 例 え ば 法 律 に 基 づ き 処 理 施 設 の 規 模 等 に
検 査 羽 数 に 応 じ て 支 給 す る 等 、 補 助 形 態 を 検 応 じ た 適 正 な 数 の 検 査 員 を 配 置 す
討すべきである。 る 必 要 が あ り 、 処 理 羽 数 の 特 に 多

い ２ 施 設 に つ い て は ２ 名 ず つ 、 そ
れ 以 外 の ３ 施 設 に は １ 名 ず つ を 派
遣し１日計７名で対応している。

検 査 羽 数 が 多 少 減 少 し た 場 合
（ 例 え ば 年 間 ８ ０ ０ 万 羽 処 理 し て
い る 施 設 が 年 間 ５ ０ ０ 万 羽 に 減 少
す れ ば 、 検 査 手 数 料 収 入 が 約 ９ ０
０ 万 円 減 少 す る ） で も 、 現 体 制 の
検 査 員 数 は 必 要 で あ り 、 羽 数 に 合
わ せ て 補 助 金 を 減 額 さ せ る と 、 さ
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ら に 収 入 が 減 少 し 、 委 任 し て い る
検 査 業 務 に 支 障 を 来 す 恐 れ が あ
る。

な お 、 県 と し て は 引 き 続 き 適 正
な予算執行に努めてまいりたい。

② 給与体系のあり方② 給与体系のあり方② 給与体系のあり方② 給与体系のあり方
給 与 規 程 に お い て 、 地 域 手 当 が 給 料 及 び 扶 地 域 手 当 は 、 都 市 部 と 周 辺 部 の

養 手 当 の 月 額 合 計 額 の ３ ％ （ 医 師 は ８ ％ ） 支 物 価 格 差 を 調 整 す る 目 的 の 手 当 で
給 さ れ る こ と と さ れ て い る が 、 県 内 に し か 事 あ り 、 本 財 団 に お い て は 、 本 部
業 拠 点 が な く 、 県 内 の 地 域 性 に 配 慮 し た 手 当 (岡 山 市 )の 職 員 に の み 支 給 し 、 北
と し て は 、 寒 冷 地 手 当 （ 該 当 者 が い な い た め 部 支 所 (美 作 市 )の 職 員 に は 支 給 し
現 在 は 支 給 実 績 が な い ） が 設 け ら れ て い る 。 ていない。
地 域 性 を 反 映 さ せ る た め の 手 当 と し て は 、 地 一 方 、 寒 冷 地 手 当 は 、 寒 冷 地 域
域 手 当 を 設 け て お く 必 要 性 が 乏 し い 。 地 域 手 の 暖 房 や 積 雪 対 応 の た め の 負 担 増
当 に つ い て は 廃 止 の 検 討 を す る こ と が 望 ま し を調整する目的の手当である。
い。 こ の よ う に 、 地 域 手 当 は 、 寒 冷

地 手 当 と は 趣 旨 を 異 に す る と と も
に 、 本 部 と 北 部 支 所 と の 間 に お け
る 物 価 格 差 を 調 整 す る 必 要 が あ る
た め 、 手 当 を 設 け る 必 要 は あ る と
考えている。

③ 岡山県難病相談・支援センター事業委託③ 岡山県難病相談・支援センター事業委託③ 岡山県難病相談・支援センター事業委託③ 岡山県難病相談・支援センター事業委託
県 か ら 受 託 し て い る 、 岡 山 県 難 病 相 談 ・ 支 受 託 す る 岡 山 県 健 康 づ く り 財 団

援 セ ン タ ー 事 業 の 仕 様 書 に お い て 、 職 員 を 配 に お い て は 、 平 成 ２ ５ 年 度 に は 難
置 す る に あ た っ て 、 「 あ ら か じ め 管 理 責 任 者 病 相 談 ・ 支 援 員 ２ 名 全 員 に 対 し て
を 定 め て お く と と も に 、 患 者 等 に 対 す る 必 要 研 修 を 受 講 さ せ た 。 次 年 度 以 降 も
な 知 識 ・ 経 験 等 を 有 し て お り 、 特 定 疾 患 医 療 継 続 し て 受 講 さ せ る こ と に よ り 、
従 事 者 研 修 を 修 了 し た 保 健 師 等 又 は こ れ に 相 専門的知識の維持・向上を図る。
当 す る と 岡 山 県 知 事 が 認 め る 専 任 の 難 病 相 談 ま た 、 県 が 定 め る 仕 様 書 に お い
･支 援 員 を ２ 名 以 上 配 置 す る ｣と さ れ て い る 。 て は 、 従 来 の 要 件 に 加 え 、 特 記 事
同財団において配置されている２名のうち、 項 と し て 「 職 員 の 研 鑽 」 と い う 項
１ 名 は 平 成 ２ ３ 年 度 の 、 １ 名 は 平 成 ２ ２ 年 度 目 を 設 け 、 「 年 間 を 通 じ た 職 員 研
の 研 修 受 講 者 で あ っ た 。 仕 様 書 に お い て 研 修 修 の 計 画 を 立 て 、 積 極 的 な 研 修 を
受 講 時 期 の 定 め は な い も の の 、 必 要 な 専 門 的 実 施 す る こ と に よ り 、 職 員 の 一 層
知 識 を 有 す る も の を 配 置 す る こ と を 担 保 す る の 資 質 向 上 を 図 る 」 こ と を 求 め る
た め の 条 項 で あ る こ と か ら 、 毎 年 度 受 講 を さ 旨、明記することとした。
せ、知識を更新しておくことが望ましい。

ま た 、 県 担 当 部 局 に お い て は 、 仕 様 書 で 受
講時期や頻度を明示することが望ましい。

④ 会議室の利用状況④ 会議室の利用状況④ 会議室の利用状況④ 会議室の利用状況
同 財 団 で は 会 議 室 の 貸 出 し を 行 っ て い る 。 監 査 時 に は 、 有 料 貸 出 分 の み 報

し か し 利 用 回 数 が 少 な く 、 有 効 に 利 用 さ れ て 告 し て い た も の で あ る が 、 有 料 貸
い る と は 言 い 難 い 。 会 議 室 の 利 用 促 進 及 び 、 出 分 の 他 に 当 南 部 健 康 づ く り セ ン
利 用 が な い 時 の 会 議 室 を 有 効 に 利 用 す る 方 法 タ ー が 主 催 す る 健 康 講 座 や セ ミ ナ
を検討されたい。 ー 等 に も 使 用 し て お り 、 年 間 を 通

じ て の 利 用 回 数 は 有 料 貸 出 分 の
１ ． ５ 倍 以 上 で あ り 、 今 後 も 継 続
し て 有 効 利 用 に 努 め て ま い り た
い。

有 料 貸 出 分 に つ い て は 、 ご 指 摘
の と お り 、 更 に 利 用 率 を 高 め る 必
要 が あ る と 考 え て お り 、 平 成 ２ ５
年 度 に は 、 従 前 か ら 実 施 し て い る
財 団 広 報 紙 、 新 聞 折 込 チ ラ シ に 加
え 、 市 町 村 の 公 用 封 筒 へ の 広 告 掲
載 を 行 う 等 、 認 知 度 を 高 め 利 用 促
進を図る取組を行った。
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１４．公益財団法人岡山県生活衛生営業指導センター１４．公益財団法人岡山県生活衛生営業指導センター１４．公益財団法人岡山県生活衛生営業指導センター１４．公益財団法人岡山県生活衛生営業指導センター

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 専務理事に対する報酬① 専務理事に対する報酬① 専務理事に対する報酬① 専務理事に対する報酬
常 勤 役 員 で あ る 専 務 理 事 に 対 し て 扶 養 手 今 後 、 経 営 指 導 員 の 使 用 人 兼 務

当 、 調 整 手 当 、 時 間 外 手 当 が 支 給 さ れ て い 役 員 と し て の あ り 方 、 専 務 理 事 の
る。 必 要 性 及 び 人 選 の 仕 方 並 び に 報 酬

公 益 認 定 を 受 け る 際 に 常 勤 理 事 が 必 要 と の の あ り 方 に つ い て 検 討 し て ま い り
観 点 か ら 経 営 指 導 員 を 専 務 理 事 に 選 任 し た 経 たい。
緯 が あ り 、 経 営 指 導 員 と し て の 立 場 で は あ る
が 、 法 人 の 役 員 で も あ る 専 務 理 事 に 時 間 外 手
当 を 支 給 す る の は 不 適 切 で あ る と 言 わ ざ る を
得 な い 。 自 主 財 源 を 確 保 す る た め の 方 策 等 も
検 討 の 上 、 専 務 理 事 に 対 す る 報 酬 の あ り 方 を
改善すべきである。

② 規程の改定② 規程の改定② 規程の改定② 規程の改定
職 員 給 与 規 程 に よ る と 、 扶 養 手 当 は 扶 養 親 職 員 給 与 規 程 を 一 部 改 正 し 、

族 の あ る 職 員 に 対 し て 月 額 １ ３ ， ５ ０ ０ 円 を １３，０００円とした。
支 給 す る こ と と さ れ て い る が 、 監 査 対 象 期 間 今 後 も 規 程 の 適 否 を 定 期 的 に 見
に お け る 実 際 支 給 額 は 月 額 １ ３ ， ０ ０ ０ 円 で 直してまいりたい。
あり、規程と実態とが乖離している。

今 後 は 規 程 改 定 の 要 否 を 定 期 的 に 見 直 し 、
適時に改定することが必要である。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 試験研修センター業務協力事業特別会計の① 試験研修センター業務協力事業特別会計の① 試験研修センター業務協力事業特別会計の① 試験研修センター業務協力事業特別会計の
事業費事業費事業費事業費

試 験 研 修 セ ン タ ー 業 務 協 力 事 業 特 別 会 計 の 当 該 事 業 に つ い て は 、 平 成 ２ ３
消 耗 品 費 の 中 に 山 陽 新 聞 の 購 読 代 ３ ６ 千 円 が 年 度 で 終 了 し て い る が 、 ご 指 摘 の
含 ま れ て い る 。 購 読 代 を 特 別 会 計 で 処 理 し て と お り 山 陽 新 聞 の 購 読 代 は 平 成 ２
い る 理 由 は 、 山 陽 新 聞 を 購 読 す る こ と に よ っ ４ 年 度 か ら は 一 般 会 計 で 処 理 し て
て 当 該 事 業 に か か る 情 報 収 集 を 実 施 し て い る いる。
ためとのことである。しかし山陽新聞は一般
紙であり、山陽新聞を購読することが必ずし
も管理理容師・管理美容師資格認定講習会の
実施業務に係る情報収集と直結するものでは
ない。山陽新聞の購読代に関しては特別会計
ではなく一般会計で処理すべきであったと考
える。

② 経営特別相談員にかかる謝金の支払基準② 経営特別相談員にかかる謝金の支払基準② 経営特別相談員にかかる謝金の支払基準② 経営特別相談員にかかる謝金の支払基準
同 法 人 は 経 営 特 別 相 談 員 に 対 し て 、 取 扱 い 生 活 衛 生 営 業 経 営 特 別 相 談 員 へ

１ 件 当 た り １ ， ０ ０ ０ 円 の 謝 金 を 支 払 う 。 １ の 旅 費 の 支 払 い に 関 す る 内 規 を 定
件 当 た り の 謝 金 額 は 、 全 国 生 活 衛 生 指 導 セ ン め 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 、 こ
タ ー が 作 成 し て い る 「 特 別 相 談 員 研 修 会 経 費 の 内 規 に 基 づ き 旅 費 を 支 払 う こ と
の 単 価 表 」 に お け る 受 講 者 、 セ ン タ ー 職 員 の としている。
旅 費 １ ， ０ ０ ０ 円 ／ 人 （ 一 律 支 給 の 場 合 ） を
参考に決定しているとのことである。

し か し な が ら 、 謝 金 額 決 定 に 関 す る 基 準 は
作 成 さ れ て い な い 。 恣 意 性 が 介 入 す る こ と の
な い よ う 謝 金 額 決 定 に 対 す る 考 え 方 や １ 人 当
た り の 上 限 額 等 に つ い て 基 準 を 設 け る 必 要 が
あるものと考える。

③ 賛助会費の徴収③ 賛助会費の徴収③ 賛助会費の徴収③ 賛助会費の徴収
生 活 衛 生 営 業 事 業 者 で 構 成 さ れ る １ ３ の 組 会 費 の 徴 収 に つ い て は 、 納 付 期
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合 か ら 同 法 人 へ の 賛 助 会 費 を 徴 収 し て い る 。 日 を 付 し て 文 書 で 各 組 合 に 請 求 す
従 来 、 会 費 は 慣 例 と し て （ ４ ０ ， ０ ０ ０ 円 ＋ ることとした。
５ ０ 円 × 組 合 員 数 ） と し て 計 算 さ れ て い た ま た 、 期 日 内 納 付 に つ い て も 併
が 、 明 文 の 規 定 は 定 め ら れ て い な か っ た 。 支 せてお願いすることとした。
払 時 期 に つ い て も 同 法 人 に 保 管 さ れ て い る 賛
助 会 費 の 計 算 資 料 に は 入 金 は 年 ４ 回 で あ る 旨
が 記 載 さ れ て い る も の の 、 そ の 通 り に 納 入 し
て い る 組 合 は 皆 無 で あ っ た 。 公 益 認 定 に 伴 い
会 費 の 計 算 根 拠 は 規 定 化 さ れ た が 、 納 付 時 期
に つ い て は 「 指 導 セ ン タ ー 所 定 の 方 法 に よ り
納 入 し な け れ ば な ら な い 」 と さ れ て い る の み
で あ る 。 納 付 時 期 に つ い て も 組 合 と の 合 意 に
より具体的に定めることが望ましい。

④ 自主財源の確保④ 自主財源の確保④ 自主財源の確保④ 自主財源の確保
同 法 人 は 、 平 成 ２ ３ 年 度 決 算 で 収 入 の ７ 標 準 営 業 約 款 制 度 は 、 消 費 者 、

９ ． ６ ％ が 補 助 金 で あ り 、 補 助 金 に 対 す る 依 営 業 者 に と っ て 安 全 ・ 安 心 を 感 じ
存 度 が 高 い 。 今 後 、 主 体 的 に 事 業 を 継 続 す る て も ら う 重 要 な 制 度 で あ り 、 営 業
た め に は 自 主 財 源 を 増 加 さ せ る こ と が 必 要 で 者 の 登 録 を 促 進 す る た め 、 関 係 組
あ り 、 そ の た め に は 標 準 営 業 約 款 の 普 及 啓 発 合 を 通 じ て 組 合 員 に 登 録 の メ リ ッ
を 消 費 者 ・ 事 業 者 の 双 方 に よ り 一 層 進 め 、 主 ト に つ い て ご 指 摘 の 事 項 も 踏 ま え
た る 事 業 収 益 源 で あ る 営 業 者 の 登 録 を 促 進 す て情報提供してまいりたい。
ることが望まれる。

ま た 、 標 準 営 業 約 款 登 録 業 者 に つ い て は 、
振 興 事 業 貸 付 資 金 （ 生 活 衛 生 資 金 貸 付 ） で 運
転 資 金 を 借 入 す る 場 合 、 基 準 金 利 に 比 べ て
０ ． ４ ％ 低 い 利 率 が 適 用 さ れ る が 、 パ ン フ レ
ットではこの点が明示されていない。

事 業 者 向 け に は 、 標 準 営 業 約 款 登 録 す る こ
と に よ る 金 利 低 減 メ リ ッ ト を 定 量 化 し て 説 明
し 、 登 録 に 伴 う コ ス ト （ 登 録 料 、 保 険 料 等 ）
と 比 較 し や す く す る こ と に よ り 、 加 入 促 進 を
図れるよう検討されたい。

１５．財団法人岡山県動物愛護財団１５．財団法人岡山県動物愛護財団１５．財団法人岡山県動物愛護財団１５．財団法人岡山県動物愛護財団

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 小口現金の管理① 小口現金の管理① 小口現金の管理① 小口現金の管理
小 口 現 金 出 納 手 続 に つ い て 、 日 々 の 現 金 残 毎 日 、 現 金 残 額 の 確 認 を 行 い 、

高 の 検 証 が 行 わ れ て い な い が 徹 底 す べ き で あ 出 納 帳 に 収 支 を 記 録 す る 。 ま た 、
る 。 ま た 、 収 支 を 記 録 す る 出 納 帳 も 作 成 さ れ 会 計 処 理 規 程 を 改 正 し 、 手 許 現 金
ていないが作成すべきである。 をおくことができることとした。

② 販売物品の管理② 販売物品の管理② 販売物品の管理② 販売物品の管理
同 財 団 で は 、 首 輪 や リ ー ド な ど の 物 品 を 販 販 売 品 管 理 簿 に よ り 管 理 し 、 年

売 し て い る 。 し か し 、 一 部 の 商 品 を 除 き 物 品 度 末 に は 、 棚 卸 を 実 施 し 、 販 売 品
台 帳 は な く 、 さ ら に 棚 卸 も 実 施 し て い な い 。 棚 卸 簿 に 記 入 す る 。 ま た 、 会 計 処
よ っ て 、 販 売 代 金 の 紛 失 や 着 服 が 存 在 し て も 理 規 程 の 改 正 に あ わ せ て 、 販 売 物
発 見 で き る 体 制 に な っ て お ら ず 、 ま た 物 品 の 品の管理に係る条項を追加した。
盗 難 等 も 発 見 し に く い 体 制 と な っ て い る 。 物
品 毎 の 台 帳 を 作 成 し 、 払 出 し と 受 入 れ を 管 理
す る と 共 に 、 年 度 末 に は 棚 卸 も 実 施 す べ き で
ある。

③ 図書管理③ 図書管理③ 図書管理③ 図書管理
同 財 団 で は 、 愛 護 館 に お い て １ ， ５ ０ ０ 冊 年 度 末 に 図 書 の 棚 卸 を 実 施 し 、

を 超 え る 図 書 を 管 理 し て い る 。 こ れ ら の 図 書 図書の管理を行うこととした。
は 自 由 に 閲 覧 で き る と 共 に 、 動 物 愛 護 組 織 の
会 員 に 対 し て は 貸 出 し も 行 っ て い る 。 貸 付 図
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書 に つ い て は 台 帳 管 理 を 行 い 、 返 却 が 遅 れ て
い る も の に つ い て は 督 促 を 行 う こ と で 紛 失 を
防 い で い る 。 し か し な が ら 、 自 由 に 閲 覧 で き
る 状 況 か ら 図 書 が 紛 失 又 は 盗 難 に あ う 可 能 性
は 否 め な い 。 同 財 団 で は 図 書 を す べ て 図 書 台
帳 に 記 入 し て お り 、 図 書 に 番 号 を つ け て 管 理
し て い る こ と か ら 棚 卸 も 実 施 可 能 と 考 え る 。
少 な く と も 年 に １ 度 は 図 書 の 棚 卸 を 実 施 し 、
図書の管理を徹底すべきである。

④ 水道光熱費等④ 水道光熱費等④ 水道光熱費等④ 水道光熱費等
同 財 団 は 、 岡 山 県 動 物 愛 護 セ ン タ ー 内 の 数 財 団 で は 水 道 光 熱 費 等 の 使 用 料

か 所 の 施 設 を 使 用 し て 業 務 を 実 施 し て い る 。 が わ か ら な い の で 、 動 物 愛 護 セ ン
岡 山 県 動 物 愛 護 セ ン タ ー の 施 設 は 県 が 保 有 し タ ー と 協 議 し 、 按 分 に つ い て 実 質
て お り 、 施 設 で 発 生 す る 水 道 光 熱 費 は 岡 山 県 ど の 程 度 に な っ て い る か 確 認 し 、
が 全 額 負 担 し て い る 。 し か し 、 同 財 団 が 施 設 今 後 と も 適 正 な 損 益 管 理 の た め 、
を 使 用 し て 業 務 を 実 施 し て い る こ と か ら 、 適 認識してまいりたい。
正 な 損 益 管 理 の た め に は 費 用 を 按 分 し て 認 識
すべきである。

⑤ 事業報告書の報告事項⑤ 事業報告書の報告事項⑤ 事業報告書の報告事項⑤ 事業報告書の報告事項
公 益 事 業 の 動 物 愛 護 推 進 事 業 と し て 同 財 団 財 団 事 業 に 係 る 分 だ け を 計 上 す

が 取 り 組 ん で い る 事 業 の 内 、 犬 ・ ね こ の 譲 渡 ることとした。
会 と し て 収 容 さ れ た 犬 ・ ね こ の 中 か ら 、 人 に
順 応 で き る 犬 ・ ね こ に つ い て 希 望 者 に 譲 渡 し
た 頭 数 を 記 載 し て い る が 、 記 載 に 誤 り が あ っ
た。

誤 り の 原 因 は 、 動 物 愛 護 セ ン タ ー 施 設 内 に
あ る 県 の 出 先 機 関 で あ る 所 管 課 が 、 直 接 県 内
の ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 等 に 譲 渡 し た 数 も 含 め て
同 財 団 の 譲 渡 数 と し て 報 告 し て い た こ と に よ
る。

多 様 な 経 路 に よ り 動 物 の 命 が 救 わ れ る こ と
は 動 物 愛 護 の た め に も 好 ま し い が 、 同 財 団 の
事 業 報 告 に は 同 財 団 の 事 業 に か か る 分 だ け を
報告すべきである。

⑥ 譲渡犬・ねこの追跡調査⑥ 譲渡犬・ねこの追跡調査⑥ 譲渡犬・ねこの追跡調査⑥ 譲渡犬・ねこの追跡調査
譲 渡 し よ う と す る 犬 ・ ね こ に つ い て は 、 譲 長 期 に わ た る 未 報 告 者 に つ い て

渡 の 前 提 条 件 と し て 共 に 譲 受 後 の 不 妊 措 置 が は 、 個 別 案 件 ご と に 経 過 を 記 録 し
前 提 と な っ て い る 。 ま た 、 犬 に お い て は 狂 犬 て 、 セ ン タ ー へ 報 告 す る こ と と し
病 予 防 法 に 基 づ く 予 防 注 射 も 義 務 化 さ れ て い た。
る 。 そ し て 、 譲 渡 後 一 定 の 期 限 を 設 け て 譲 受
人から実施報告を受けている。

平 成 ２ ３ 年 度 ま で は 、 こ の 実 施 報 告 に つ い
て の 管 理 を 動 物 愛 護 セ ン タ ー 内 に あ る 県 の 出
先 機 関 が 管 理 し て い た が 、 平 成 ２ ４ 年 度 よ り
同 財 団 が 引 き 継 い で 管 理 し て い く こ と に な っ
た。

平 成 ２ ３ 年 度 の 実 施 報 告 の 確 認 状 況 を 平 成
２ ４ 年 度 に お い て も 引 き 続 き 行 っ た 結 果 、 報
告 が 来 て い な い 件 数 が 少 な い と は い え な い 状
況 に あ る 。 こ れ ら の 未 報 告 対 象 者 に 対 し て は
早急に対応を求める必要がある。

長 期 間 に わ た り 未 報 告 と い う 事 象 が 生 じ た
場 合 に は 、 個 別 案 件 ご と に 経 過 報 告 書 を 作 成
し 時 系 列 に て 対 応 が 整 理 さ れ て い る 資 料 の 作
成をしていく必要があるものと考える。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見
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① ドッグラン施設の運営① ドッグラン施設の運営① ドッグラン施設の運営① ドッグラン施設の運営
動 物 愛 護 セ ン タ ー 内 に あ る ド ッ グ ラ ン 施 設 県 の 施 設 な の で 財 団 独 自 の 判 断

に つ い て 、 現 状 で は 無 料 で 利 用 者 に 開 放 さ れ で 県 外 利 用 者 の 有 料 化 を 行 う こ と
て い る 。 利 用 者 は 、 概 ね 県 内 利 用 者 が 大 半 で は で き な い が 、 有 効 活 用 方 策 に つ
あ る が 、 県 外 か ら の 利 用 者 も 一 部 あ る 。 こ の いては検討したい。
施 設 は 、 県 が 所 有 し 、 維 持 管 理 を 同 財 団 が 受
け 持 っ て い る こ と か ら 、 そ の 利 用 料 金 に つ い
て は 料 金 設 定 を 県 が 実 施 し て い る 。 し か し 、
県 所 有 施 設 を 利 用 さ せ て い る 以 上 、 県 外 利 用
者 の 利 用 料 金 に つ い て も 無 料 で 良 い の か と い
う 点 に つ い て は 検 討 が 必 要 で は な い か と 考 え
ら れ 、 同 財 団 と し て も 、 県 に 提 案 す る よ う な
姿勢も必要であるものと考える。

② 財団の自主財源確保② 財団の自主財源確保② 財団の自主財源確保② 財団の自主財源確保
現 状 で は 、 同 財 団 は 収 益 の ほ と ん ど が 県 か 友 の 会 会 員 増 や 、 来 客 数 の 増 加

ら の 委 託 料 で 賄 わ れ て お り 、 同 財 団 独 自 の 自 に よ る 、 物 品 販 売 の 増 を は か る こ
主 財 源 は ほ と ん ど な い 。 県 の 行 政 改 革 に お い と に よ り 、 自 主 財 源 確 保 に 努 め て
て 今 後 も 相 当 の 支 出 削 減 が 予 想 さ れ 、 同 財 団 まいりたい。
が こ の ま ま 県 に 対 す る 依 存 度 が 高 い ま ま 事 業
運 営 を 継 続 し て い く こ と は 、 将 来 困 難 を 伴 う
も の と 考 え ら れ る 。 こ の た め 、 同 財 団 と し て
維 持 存 続 、 発 展 し て い く た め に は 、 自 主 財 源
の 確 保 を 急 ぐ 必 要 が あ る 。 し つ け 教 室 等 の 各
種 講 習 会 や 上 述 の ド ッ グ ラ ン 施 設 の 有 料 化 等
現 状 で は 無 料 で 行 っ て い る 事 業 に 対 し て 自 主
財 源 確 保 の 観 点 か ら 有 料 化 を 検 討 し て い く 必
要があるものと考える。

③ 動物ふれあい活動③ 動物ふれあい活動③ 動物ふれあい活動③ 動物ふれあい活動
津 山 市 内 の 動 物 病 院 と 協 力 し て 、 病 院 で 動 平 成 ２ ４ 年 度 、 新 た に 、 エ ス ポ

物 ふ れ あ い 活 動 を 独 自 事 業 と し て 実 施 し て い ア ー ル や か も が わ 荘 等 病 院 以 外 の
る 。 し か し 、 同 財 団 の 設 立 目 的 が 県 民 に 対 し 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 等 を 対 象 に 実
て 動 物 愛 護 の 精 神 を 広 く 普 及 し 、 地 域 社 会 に 施した。
寄 与 す る た め に 存 在 し て い る こ と に 鑑 み れ ば 今 後 も 、 岡 山 市 ・ 倉 敷 市 と 連 携
津 山 市 内 だ け で な く 県 全 域 に お い て 同 様 の 活 し 、 県 下 全 域 で 実 施 し て ま い り た
動 を 行 っ て い く 必 要 が あ る も の と 考 え る 。 そ い。
の た め 、 今 後 は 県 と の 連 携 の も と 、 年 間 ス ケ
ジ ュ ー ル 等 の 作 成 ・ 実 施 を 検 討 し て い く べ き
であるものと考える。

④ 事業活動別管理④ 事業活動別管理④ 事業活動別管理④ 事業活動別管理
同 財 団 が 行 う 事 業 活 動 に つ い て 、 費 用 面 に 平 成 ２ ４ 年 度 予 算 及 び 決 算 か

お い て は 事 業 別 に 分 類 し て い る も の の 、 収 益 ら 、 事 業 別 損 益 ベ ー ス で 管 理 を 行
面 に お い て は 事 業 別 に 分 類 さ れ て い な い た め っている。
に 、 事 業 ご と の 損 益 の 状 況 が 分 か る 資 料 が な
い 。 自 主 財 源 の 確 保 も 含 め て 同 財 団 が 今 後 存
続 し て い く た め に は 、 各 種 事 業 の 損 益 状 況 を
勘 案 し て 、 事 業 運 営 の た め の 意 思 決 定 を 実 施
し て い く 必 要 が あ る と 考 え ら れ 、 そ の た め に
も 同 財 団 の 事 業 運 営 に 資 す る 管 理 会 計 の 観 点
か ら の 事 業 別 損 益 管 理 を 行 っ て い く べ き で あ
るものと考える。

⑤ 同財団の啓蒙事業⑤ 同財団の啓蒙事業⑤ 同財団の啓蒙事業⑤ 同財団の啓蒙事業
同 財 団 の 設 立 目 的 の 中 に は 、 「 動 物 を 愛 護 し つ け 方 教 室 や 譲 渡 会 、 動 物 ふ

す る 精 神 を 広 く 社 会 に 普 及 し 、 生 命 尊 重 の 意 れ あ い 教 室 に お い て も 、 無 責 任 に
義 の 高 揚 を 図 る 」 こ と が 含 ま れ て い る 。 同 財 動 物 を 飼 う こ と の な い よ う に 普 及
団 の 現 状 の 活 動 は 動 物 の し つ け や 動 物 と の ふ 啓発を行っている。
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れ あ い 、 動 物 の 譲 渡 会 等 で あ る が 、 同 財 団 に
お い て 、 そ も そ も 処 分 さ れ る 動 物 が 発 生 し な
い よ う 、 生 命 尊 重 を 広 く 啓 蒙 し て い く こ と も
望 ま れ る も の と 考 え る 。 小 学 生 等 に 対 し 、 動
物 と の ふ れ あ い の 機 会 を 提 供 し て い る が 、 そ
の 際 に 無 責 任 に 動 物 を 飼 う こ と が な い よ う な
啓蒙活動を実施されることも期待される。

⑥ 譲渡会のための飼育及び譲渡会のあり方⑥ 譲渡会のための飼育及び譲渡会のあり方⑥ 譲渡会のための飼育及び譲渡会のあり方⑥ 譲渡会のための飼育及び譲渡会のあり方
保 護 さ れ た 犬 ・ ね こ の う ち 、 性 格 や 年 齢 、 県 民 以 外 の 譲 渡 に つ い て は 、 県

健 康 状 態 等 を 加 味 し 、 条 件 を 満 た し た も の は の 委 託 事 業 な の で 財 団 と し て 独 自
譲 渡 の た め に 飼 育 さ れ て い る 。 し か し 、 飼 育 の 判 断 で 実 施 す る こ と は で き な い
で き る 頭 数 は 、 設 備 の 関 係 上 限 ら れ て お り 、 が 、 色 々 な 方 策 に つ い て 検 討 し て
飼 育 場 所 が 満 杯 の 場 合 に は 譲 渡 条 件 を 満 た し まいりたい。
て い る 犬 ・ ね こ も 処 分 さ れ て い る の が 現 状 で 今 後 、 多 く の 人 に 来 場 し て も ら
あ る 。 譲 渡 数 を 増 や し 、 助 け ら れ る 命 を 増 や え る よ う い ろ い ろ な イ ベ ン ト を 検
す こ と が 必 要 で あ る 。 同 財 団 で は 譲 渡 会 を 開 討してまいりたい。
い て い る が 、 譲 渡 会 で 犬 ・ ね こ の 譲 渡 を 受 け
られるのは県民に限られている。

県 民 以 外 で も 譲 渡 を 受 け ら れ る こ と と す れ
ば 譲 渡 さ れ る 犬 ・ ね こ は 増 加 し 飼 育 施 設 か ら
短 期 間 で 犬 ・ ね こ が 譲 渡 さ れ て い く こ と に よ
り 、 飼 育 場 所 の 問 題 に よ り 処 分 さ れ る 犬 ・ ね
こ の 命 を 救 う 可 能 性 が 増 え る も の と 考 え る 。
近 隣 の 県 の 同 様 の 施 設 と 連 携 を と り 、 お 互 い
に 協 力 す る こ と に よ り 適 合 件 数 を 増 や す 努 力
をすることが望まれる。

こ う い っ た 県 単 位 で の 活 動 は 、 県 の 所 管 課
の 業 務 と な っ て お り 、 動 物 愛 護 の 普 及 等 の 活
動 の た め の 十 分 な 発 言 権 が 同 財 団 に は 与 え ら
れ て い な い の で は な い か と 思 わ れ る 。 今 後 に
つ い て は 、 県 に 対 し 同 財 団 か ら も 提 案 を 実 施
し て 、 本 来 の 動 物 愛 護 の 普 及 等 の 活 動 の 幅 を
広 げ る べ き で あ る 。 現 状 の 施 設 も 、 環 境 を 十
分 に 生 か し 切 れ て い な い の で は な い か と 考 え
ら れ る 点 も あ り 、 改 め て ア イ デ ア を 募 り 、 施
設 を 有 効 に 利 用 し 啓 蒙 活 動 に 励 む こ と が 期 待
される。

１６．社会福祉法人健康の森学園１６．社会福祉法人健康の森学園１６．社会福祉法人健康の森学園１６．社会福祉法人健康の森学園

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 市町村に対する訓練等給付費請求事務① 市町村に対する訓練等給付費請求事務① 市町村に対する訓練等給付費請求事務① 市町村に対する訓練等給付費請求事務
適 切 な 訓 練 等 給 付 費 請 求 を 行 う た め に は 、

日 々 の 障 害 者 等 の 施 設 の 利 用 者 を 正 確 に 把 握
・ 報 告 す る こ と が 重 要 で あ る が 、 こ れ に 関 連
す る 内 部 統 制 に つ い て 以 下 の 点 で 不 備 が み ら
れる。

（ ⅰ ） 施 設 利 用 者 は 、 タ イ ム カ ー ド に 施 設 の 入 （ ⅰ ） サ － ビ ス 提 供 記 録 表 を 作 成
退 出 時 間 記 録 を 打 刻 し 、 利 用 者 名 簿 （ サ ー ビ し て 、 利 用 者 が 日 時 の 確 認 後 押 印
ス 提 供 記 録 表 ） に 施 設 を 利 用 し た 旨 の 確 認 の することとした。
押 印 あ る い は サ イ ン を す る こ と に な っ て い
る 。 施 設 利 用 者 が 印 鑑 を 紛 失 し な い た め と し
て 、 職 員 が 利 用 者 全 員 の 印 鑑 を 預 か っ て い
る 。 し か し な が ら 、 訓 練 等 給 付 費 の 不 正 請 求
を 防 止 す る た め に は 、 適 切 な 方 法 と は い え な
い 。 施 設 利 用 者 が 各 自 保 管 す る な ど 改 善 す べ
きである。

（ ⅱ ） 訓 練 等 給 付 費 請 求 事 務 を 適 正 に 遂 行 す る （ ⅱ ） タ イ ム カ － ド 入 退 出 時 間 記
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た め に は 、 上 記 タ イ ム カ ー ド の 入 退 出 時 間 記 録 と 利 用 者 名 簿 （ サ － ビ ス 提 供 記
録 と 利 用 者 名 簿 （ サ ー ビ ス 提 供 記 録 表 ） 並 び 録 表 ） 並 び に 市 町 村 へ の デ － タ 送
に 市 町 村 へ の デ ー タ 送 信 結 果 の 一 致 を 当 然 確 信 結 果 の 一 覧 表 を 作 成 し て 管 理 者
認 す べ き で あ る が 、 こ れ ら の 記 録 の 確 認 が な が確認することとした。
されていない。

（ ⅲ ） 施 設 利 用 の 当 日 連 絡 に よ る キ ャ ン セ ル の （ ⅲ ） 欠 席 時 対 応 加 算 の 根 拠 資 料
場 合 、 利 用 者 本 人 や 家 族 等 へ の 連 絡 調 整 そ の と な る よ う に 、 連 絡 を 受 け た 日
他 の 相 談 援 助 と 記 録 が 請 求 要 件 と さ れ て い 時 ・ 内 容 を ケ － ス 記 録 に 明 記 す る
る。 こととした。

し か し な が ら 、 帳 簿 （ ケ ー ス 記 録 票 ） 上 欠
席 事 由 は 記 載 さ れ て い る が 、 い つ 欠 席 連 絡 が
来 た の か の 記 録 が 十 分 で は な く 、 欠 席 時 対 応
加 算 の 判 断 の 根 拠 と な る 記 録 と し て は 不 備 で
ある。記録の徹底が望まれる。

② 退職金規程の改定② 退職金規程の改定② 退職金規程の改定② 退職金規程の改定
同 法 人 は 、 職 員 の 退 職 金 制 度 と し て 独 立 行 退 職 金 規 程 の 改 定 を 平 成 ２ ５ 年

政 法 人 福 祉 医 療 機 構 の 社 会 福 祉 施 設 職 員 等 退 １ ２ 月 の 理 事 ・ 評 議 員 会 で 行 っ
職 手 当 共 済 及 び 社 会 福 祉 法 人 岡 山 県 社 会 福 祉 た。今後も適時行っていく。
協 議 会 の 岡 山 県 民 間 社 会 福 祉 事 業 者 共 済 の 二
つの共済に加入している。

各 共 済 に お け る 規 約 の 改 定 が あ る も の の 、
同 法 人 の 退 職 金 規 程 の 改 定 は な さ れ な い ま ま
と な っ て お り 、 共 済 規 約 と の 不 整 合 が み ら れ
た。規程の改定を適時に行うべきである。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 就労継続支援事業における生産物の個数管① 就労継続支援事業における生産物の個数管① 就労継続支援事業における生産物の個数管① 就労継続支援事業における生産物の個数管
理の必要性理の必要性理の必要性理の必要性

就 労 継 続 支 援 事 業 の 一 環 と し て 、 知 的 障 害 生 産 物 販 売 記 録 簿 を 作 成 し て 記
者 の 方 々 は ､ 物 品 の 生 産 活 動 に 従 事 し て い 録することとした。
る 。 こ れ ら の 生 産 物 は 、 地 元 の 農 協 、 施 設 へ
の 来 園 者 や 職 員 、 施 設 内 イ ベ ン ト に お い て 販
売 さ れ 、 障 害 者 自 立 支 援 法 等 に 基 づ き 、 販 売
収 益 は 必 要 経 費 を 控 除 し た 上 で 従 事 者 に 工 賃
や賞与のかたちで全て配分される。

し か し な が ら 、 年 間 販 売 収 益 は 千 数 百 万 円
に の ぼ る 一 方 で 、 生 産 分 の 個 数 管 理 は 行 わ れ
ていない。

ま ず 、 農 協 等 へ の 販 売 委 託 の 際 、 生 産 物 を
い く つ 引 渡 し た の か 払 出 個 数 が 記 録 さ れ て い
な い 。 こ の た め 委 託 販 売 先 か ら の 入 金 額 や 販
売実績報告数との差数は在庫として残ってい
るのか、廃棄されたか顛末が検証されていな
い。このため仮に販売数の過少申告や代金の
横領が発生しても発見できないのが現状であ
る。

ま た 、 日 々 の 生 産 数 も 把 握 さ れ て い な い 。
園 内 販 売 に お い て 代 金 収 受 し た 職 員 は 収 益 計
上 伺 い を 作 成 し 、 現 金 と 併 せ 事 務 局 に 自 己 申
告 し て い る の み で あ る 。 生 産 物 や 販 売 代 金 の
横 領 の リ ス ク を 防 止 す る 内 部 統 制 と し て は 十
分 で は な い 。 特 に 金 額 的 に 重 要 な 生 産 物 に つ
いては数量管理を行うべきである。

１７．水島港国際物流センター株式会社１７．水島港国際物流センター株式会社１７．水島港国際物流センター株式会社１７．水島港国際物流センター株式会社

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容
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① 中長期経営計画の財務数値化① 中長期経営計画の財務数値化① 中長期経営計画の財務数値化① 中長期経営計画の財務数値化
同 会 社 は 、 現 状 で は 中 長 期 経 営 計 画 を 立 て 平 成 ２ ５ 年 １ ０ 月 、 港 湾 法 に 基

て い な い 。 し か し 、 昨 今 の 景 気 の 低 迷 及 び 日 づ く 「 港 湾 運 営 会 社 」 の 指 定 申 請
中 及 び 日 韓 関 係 の 悪 化 等 に よ る 貿 易 関 係 へ の を 行 っ て お り 、 そ の 際 中 長 期 の 経
影 響 を 考 え た 場 合 、 今 後 水 島 港 の 取 扱 物 量 が 営計画及び収支計画を策定した。
減 少 す る 恐 れ も あ り 、 そ の 場 合 同 会 社 の 業 績
に 多 大 な 影 響 を 及 ぼ す こ と を 考 え れ ば 、 中 長
期 経 営 計 画 が な い こ と は 事 業 展 開 を 図 る 上 で
は問題である。

企 業 が 責 任 あ る 事 業 運 営 を 行 う 上 で 、 中 長
期 経 営 計 画 の 策 定 は 必 須 の も の で あ る 。 一 連
の 事 業 管 理 、 予 算 管 理 構 造 が 同 会 社 と し て 構
築されていない。

ま た 、 県 の 貿 易 や 国 内 船 舶 輸 送 量 を 増 や し
水 島 港 を 活 性 化 さ せ る こ と は 、 県 と し て も 重
要 課 題 で あ り 、 物 量 を い か に 増 や す の か は 同
時 に 同 会 社 の 維 持 存 続 、 発 展 の た め に は 不 可
欠 の も の で あ る 。 同 会 社 は こ の 点 を 十 分 認 識
し て 、 県 と の 連 携 を さ ら に 密 に 取 り な が ら 中
長 期 経 営 計 画 を 立 て 、 会 社 と し て 一 連 の 予 算
管 理 の 徹 底 及 び そ の ス キ ー ム の 構 築 を 行 っ て
いく必要がある。

② 施設賃貸部門売上原価の計上② 施設賃貸部門売上原価の計上② 施設賃貸部門売上原価の計上② 施設賃貸部門売上原価の計上
施 設 賃 貸 部 門 収 入 と い う 売 上 に 対 応 す る 売 Ｈ ２ ４ 年 度 分 の 決 算 処 理 か ら 、

上 原 価 が 損 益 計 算 書 上 計 上 さ れ て お ら ず 、 現 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 に 計 上 さ れ
状 で は 全 て 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 に 計 上 さ れ て い た も の を 売 上 原 価 に 計 上 変 更
ている。 した。

科 目 の 中 身 を 精 査 し 、 売 上 原 価 と し て 会 計
処 理 す べ き も の を 把 握 し 、 し か る べ き 振 替 を
行う必要があるものと考える。

③ 固定資産の管理③ 固定資産の管理③ 固定資産の管理③ 固定資産の管理
有 形 固 定 資 産 に つ い て 、 現 状 で は 管 理 規 程 有形固定資産の管理については

は 定 め ら れ て お ら ず 、 現 有 資 産 に つ い て 実 査 早 急 に 管 理 台 帳 を 作 成 す る と と も
が実施されていない。 に 、 管 理 規 程 を 定 め 、 実 査 を 実 施

残 高 の 実 在 性 を 担 保 す る 観 点 か ら 定 期 的 に していく予定である。
実 査 す る 必 要 が あ る 。 今 後 は 、 固 定 資 産 の 実
査 に つ い て マ ニ ュ ア ル 等 を 作 成 し 、 そ れ に 従
い 実 査 を 行 っ て い く 必 要 が あ る も の と 考 え
る。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 取締役員数① 取締役員数① 取締役員数① 取締役員数
組 織 上 取 締 役 員 の 数 が １ ２ 人 と 規 模 の 割 に 組 織 運 営 に お い て 、 こ れ ま で 意

多 い の で は な い か と 考 え る 。 こ れ は 、 形 式 的 思 決 定 に 時 間 を 要 し 支 障 が 出 る よ
な 役 職 の 付 与 は 組 織 運 営 上 好 ま し く な く 、 迅 う な こ と は な く 、 ま た 、 形 式 的 な
速 な 意 思 決 定 に 疑 問 の 余 地 が 残 る 。 規 模 に 合 役 職 付 与 も 行 わ れ て い な い と 考 え
っ た 取 締 役 員 数 で 事 業 運 営 に 取 り 組 む 必 要 が て い る 。 来 年 度 か ら は 港 湾 法 に 基
あるものと考える。 づ く 港 湾 運 営 会 社 の 運 営 が 始 ま る

こ と に 伴 い 、 業 務 は 大 幅 に 増 え 、
組 織 や 人 員 も 拡 大 す る が 、 役 員 数
は現行のままの予定である。

現 状 に お い て 現 行 の 役 員 体 制 を
縮 小 し な け れ ば な ら な い 特 段 の 事
情はないと考えている。

② 県有財産の管理② 県有財産の管理② 県有財産の管理② 県有財産の管理
同 会 社 で は 事 業 の 重 要 資 産 で あ る ガ ン ト リ 現 在 、 同 社 に 貸 し 付 け て い る タ
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ー ク レ ー ン を は じ め 、 多 く の 県 有 財 産 を 使 用 ー ミ ナ ル の 県 有 財 産 に つ い て は 、
し て い る が 、 同 会 社 に よ る 資 産 管 理 が 行 わ れ 同 社 に お い て 、 日 常 及 び 定 期 的 な
て い な い 。 本 来 、 県 有 財 産 は 県 に 管 理 責 任 が 点 検 管 理 等 の 実 査 が 行 な わ れ た う
あ り 、 固 定 資 産 の 現 物 確 認 、 管 理 は 県 が 行 う え で 、 業 務 報 告 の 提 出 を 受 け て い
べ き で あ る が 、 長 期 に わ た り 貸 与 さ れ て い る る。
同 会 社 に お い て も 借 受 財 産 を 適 正 に 管 理 す る 今 後 、 年 に １ ~２ 回 程 度 、 県 と
義 務 が あ る も の と 考 え る 。 同 会 社 は 二 次 責 任 同 社 に よ る 合 同 で の 定 期 的 な 点 検
を 負 い 、 使 用 者 と し て の 管 理 責 任 と 報 告 を 行 の実施を検討したい。
う 必 要 が あ る 。 そ の た め に 同 会 社 は 、 県 有 財
産 に つ い て も 台 帳 管 理 を 行 い 、 定 期 的 な 実 査
に よ り 資 産 の 現 状 を 把 握 す る こ と が 望 ま し い
ものと考える。

③ 修繕計画及び投資計画③ 修繕計画及び投資計画③ 修繕計画及び投資計画③ 修繕計画及び投資計画
中 長 期 経 営 計 画 が 作 成 さ れ て い な い た め 、 ① に 記 載 し た 港 湾 運 営 会 社 の 指

中 長 期 的 な 視 点 に 立 っ た 修 繕 計 画 も 投 資 計 画 定 申 請 に あ た り 、 修 繕 計 画 及 び 投
も 策 定 さ れ て い な か っ た 。 両 計 画 と も 、 同 会 資 計 画 を 含 め た 中 長 期 経 営 計 画 を
社 の 維 持 存 続 、 発 展 の た め に は 必 要 で あ り 、 策定した。
ま た 資 金 的 手 当 て を 見 積 も る た め に も 必 要 不
可 欠 な も の で あ る 。 ま た 、 同 会 社 が 今 後 も 同
程 度 以 上 の サ ー ビ ス の 提 供 を 継 続 し て い く の
で あ る な ら ば 、 施 設 の 維 持 管 理 の た め の 修 繕
計 画 は 必 要 で あ り 、 ま た 、 中 長 期 経 営 計 画 を
達 成 す る た め に 新 規 設 備 の 導 入 等 を 行 う 必 要
性 が 生 じ て く る の で あ る な ら ば 、 投 資 計 画 も
必 要 と な る も の と 考 え る 。 そ し て 、 修 繕 計 画
を 策 定 す る 中 で 会 計 上 の 引 当 金 の 計 上 要 件 が
揃 う の で あ れ ば 、 修 繕 引 当 金 等 の 科 目 に よ り
引 当 計 上 を す る 必 要 が あ る 点 に 留 意 す る 必 要
があるものと考える。

１８．岡山セラミックス技術振興財団１８．岡山セラミックス技術振興財団１８．岡山セラミックス技術振興財団１８．岡山セラミックス技術振興財団

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 引当金計上① 引当金計上① 引当金計上① 引当金計上
平 成 ２ ３ 年 度 末 時 点 に お い て 、 研 究 開 発 等 平 成 ２ ４ 年 度 決 算 に お い て 、 研

引 当 金 が ３ ８ ， ０ ０ ０ 千 円 、 機 器 修 繕 等 引 当 究 開 発 等 引 当 金 及 び 機 器 修 繕 等 引
金 が ７ ２ ， ０ ０ ０ 千 円 計 上 さ れ て い る が 、 こ 当 金 の 計 上 を 廃 止 し 、 積 立 金 と し
れ ら は 発 生 が 当 期 以 前 の 事 象 に 起 因 す る も の て計上した。
で は な く 、 ま た そ の 計 上 金 額 に つ い て も 合 理
的 に 見 積 ら れ た も の で は な い な ど 、 引 当 金 の
計上要件を満たしていない。

今 後 は 引 当 金 の 要 件 に 当 て は め て 計 上 の 要
否 に つ い て 検 討 す る 必 要 が あ り 、 研 究 開 発 等
引 当 金 に つ い て は 積 立 金 と し て 計 上 す べ き で
あるものと考える。

② 同財団の保有資産の管理台帳への記載② 同財団の保有資産の管理台帳への記載② 同財団の保有資産の管理台帳への記載② 同財団の保有資産の管理台帳への記載
３ ０ 万 円 未 満 の 資 産 が 固 定 資 産 管 理 台 帳 へ 固 定 資 産 台 帳 （ 財 団 ） の 記 載 内

記 載 さ れ て い た り 、 ３ ０ 万 円 以 上 の 資 産 で あ 容 を 固 定 資 産 管 理 規 程 に 合 わ せ て
る 放 電 プ ラ ズ マ 焼 結 装 置 （ 取 得 価 額 ： ５ ２ 整理した。
２ ， ７ １ １ 千 円 ） が 固 定 資 産 管 理 台 帳 に 記 載
されていない等、ばらつきがみられた。

同 財 団 保 有 の 資 産 に 関 し て 、 固 定 資 産 管 理
規程に合致した管理を行う必要がある。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 投資の状況① 投資の状況① 投資の状況① 投資の状況
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同 財 団 の 資 産 の う ち １ ５ ０ ， ０ ０ ０ 千 円 が リ ス ク の 高 い 商 品 は 、 新 規 に は
金 利 変 動 リ ス ク 、 流 動 性 リ ス ク の 高 い 仕 組 債 取 得 し な い こ と と し て い る 。
で 運 用 さ れ て い る 。 こ の う ち 、 ５ ０ ， ０ ０ ０ （「資産運用に関する規程」）
千 円 に 関 し て は 、 時 価 情 報 の 入 手 が 困 難 と し ま た 、 時 価 情 報 を 適 宜 入 手 し リ
て 、 毎 決 算 期 に 時 価 情 報 の 入 手 が 行 わ れ て い スク管理を十分行うこととした。
なかった。

平 成 ２ ４ 年 ３ 月 末 に お け る 参 考 時 価 情 報 に
よ れ ば 、 １ ５ ０ ， ０ ０ ０ 千 円 の 投 資 有 価 証 券
に ４ ３ ， ５ ６ ６ 千 円 の 含 み 損 が 生 じ て お り 、
こ の 金 額 だ け 資 産 が 逸 失 し て い る こ と に な
る。

金 利 変 動 リ ス ク 等 が 高 い 資 産 に 関 し て は 、
時 価 情 報 の 入 手 を 適 時 に 実 施 し 、 含 み 損 益 の
発 生 を 確 認 す る と と も に 、 今 後 は よ り 安 全 性
の 高 い 資 産 で の 運 用 が 求 め ら れ る も の と 考 え
る。

② 県有資産の管理② 県有資産の管理② 県有資産の管理② 県有資産の管理
岡 山 セ ラ ミ ッ ク ス セ ン タ ー の 施 設 内 に あ る 県 有 資 産 の 管 理 に つ い て は 、 台

測 定 等 の た め の 機 器 等 は 、 そ の ほ と ん ど が 県 帳と現物を確認済みである。
有 資 産 で あ る 。 精 密 な 測 定 や 試 験 を 行 う た め 今後、年１回実施する。
に 利 用 さ れ る 機 器 で あ る た め に そ の 取 得 価 額
も 高 額 に な る も の が 多 い 。 現 状 、 こ れ ら の 資
産 に つ い て 定 期 的 な 現 物 実 査 を 実 施 し て い な
かった。

多 額 の 県 有 資 産 が 施 設 内 に あ る 以 上 、 同 財
団 保 有 の 資 産 の 把 握 だ け で は な く 、 県 有 資 産
の 把 握 に つ い て も 積 極 的 に 取 り 組 む べ き で あ
る。

同 財 団 に お い て は 、 早 急 に 定 期 的 な 現 物 実
査 の ル ー ル 及 び 実 施 マ ニ ュ ア ル 等 を 策 定 し 、
県 所 管 部 局 と の 協 力 の も と 県 有 資 産 の 実 在 性
及 び 陳 腐 化 の 程 度 等 の 把 握 に 努 め る 必 要 が あ
る。

③ 長期修繕計画の策定③ 長期修繕計画の策定③ 長期修繕計画の策定③ 長期修繕計画の策定
同 財 団 に お い て 、 建 物 等 の 長 期 修 繕 計 画 が 建 物 の 大 規 模 修 繕 計 画 の 策 定 に

策定されていなかった。 つ い て は 、 役 割 分 担 を 含 め 財 団 と
岡 山 セ ラ ミ ッ ク ス セ ン タ ー は 県 有 資 産 で あ 県担当課で引き続き協議を行う。

る が 、 開 所 時 期 か ら ２ ０ 年 以 上 も 経 過 し て お
り 、 近 い う ち に 大 規 模 修 繕 が 行 わ れ る こ と は
避けて通れないものと考える。

こ れ に 対 し て 、 同 財 団 は 大 規 模 修 繕 の 程
度 、 実 施 時 期 及 び 金 額 等 を 見 積 も っ て お ら
ず 、 県 所 管 部 局 に 対 し て 報 告 し て い な い 。 修
繕 の 必 要 性 に 基 づ い た 年 次 計 画 を 提 示 報 告 す
る必要があるものと考える。

１９．倉敷ファッションセンター株式会社１９．倉敷ファッションセンター株式会社１９．倉敷ファッションセンター株式会社１９．倉敷ファッションセンター株式会社

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 現金管理① 現金管理① 現金管理① 現金管理
同 会 社 で は 、 経 理 記 帳 担 当 が 、 現 金 実 査 も 実 査 の 方 法 を 見 直 し 、 鉛 筆 で の

行 っ て い た 。 記 帳 と 資 金 管 理 担 当 は 内 部 牽 制 記 載 を 不 可 と し 、 ま た 、 上 席 者 の
の 観 点 か ら 別 の 担 当 者 と す べ き で あ る 。 ま 確認を行うこととした。
た 、 実 査 結 果 が 鉛 筆 で 記 入 さ れ て お り 、 後 か
ら 書 き か え る こ と が 可 能 な 状 態 で あ る 。 不 正
防 止 の 観 点 か ら ボ ー ル ペ ン 等 で 記 入 す る こ と
が 望 ま れ る 。 さ ら に 、 実 査 結 果 に つ い て 上 席



- 25 -

者 の 確 認 も な さ れ て い な い 。 今 後 は 、 こ れ ら
の内部牽制手続を構築すべきである。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 施設の稼働率① 施設の稼働率① 施設の稼働率① 施設の稼働率
同 会 社 に お け る 賃 貸 施 設 の 稼 働 率 は 高 い と 引 き 続 き ギ ャ ラ リ ー 等 の 稼 働 率

は 言 い 難 い 。 同 会 社 所 有 の 建 物 部 分 で あ る 向 上 に 向 け て 広 報 活 動 を 行 っ て い
が 、 累 積 損 失 を 抱 え て お り 、 少 し で も 収 益 を く。
上 げ る よ う に 努 力 す べ き で あ る 。 賃 貸 施 設 の
稼 働 率 を 上 げ る べ く 、 さ ら な る 広 報 活 動 を 実
施すべきである。

２０．株式会社オービス２０．株式会社オービス２０．株式会社オービス２０．株式会社オービス

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 取締役報酬の決定① 取締役報酬の決定① 取締役報酬の決定① 取締役報酬の決定
取 締 役 報 酬 は 、 株 主 総 会 決 議 に よ る 限 度 額 役 員 報 酬 総 額 の 上 限 額 が 株 主 総

の 範 囲 内 で 支 給 さ れ て い る が 、 個 々 の 取 締 役 会 に お い て 議 決 さ れ た 上 で 、 個 別
に 対 す る 報 酬 額 は 株 主 総 会 で も 、 取 締 役 会 で 役 員 の 報 酬 額 は 取 締 役 会 に お い て
も決議されていない。 代 表 取 締 役 に 一 任 さ れ る が 、 類 似

個 々 の 取 締 役 の 報 酬 に つ い て は 、 株 主 総 会 の 第 ３ セ ク タ ー の 役 員 報 酬 や 本 人
で 決 議 す る か 、 あ る い は 、 取 締 役 会 で 決 議 す の 経 歴 、 業 績 に 応 じ て 算 定 し て い
る必要がある。 る と こ ろ で あ る 。 な お 、 役 員 報 酬

額 は 不 適 切 な 額 と な ら な い よ う 引
き続き努めてまいりたい。

② 譲渡性預金の表示方法② 譲渡性預金の表示方法② 譲渡性預金の表示方法② 譲渡性預金の表示方法
平 成 ２ ４ 年 ３ 月 末 時 点 で 譲 渡 性 預 金 を ３ ６ 今 後 は 公 認 会 計 士 と 相 談 の 上 、

２ ， ５ ８ ０ 千 円 保 有 し て お り 、 計 算 書 類 上 、 その表記について検討する。
「 譲 渡 性 預 金 」 勘 定 で 表 示 さ れ て い る 。 金 融
商 品 に 関 す る 会 計 基 準 に 従 い 、 「 有 価 証 券 」
勘定に含めるべきである。

③ 職務分掌規程の更新③ 職務分掌規程の更新③ 職務分掌規程の更新③ 職務分掌規程の更新
職 務 分 掌 規 程 と 実 際 の 組 織 体 制 に 乖 離 が 生 見直し済みである。

じている。 今 後 も 体 制 見 直 し の 都 度 、 職 務 分
職 務 分 掌 規 程 は 組 織 体 制 の 基 礎 と な る も の 掌規程も見直す予定である。

で あ る た め 、 組 織 体 制 の 見 直 し が 行 わ れ た 都
度 、 職 務 分 掌 規 程 の 見 直 し も 随 時 行 う べ き で
ある。

④ 引当金計上④ 引当金計上④ 引当金計上④ 引当金計上
平 成 ２ ３ 年 度 末 時 点 に お い て 、 シ ス テ ム 保 シ ス テ ム 保 証 金 に つ い て は 、 情

証 引 当 金 ７ ３ ， ０ ５ ４ 千 円 、 貸 倒 引 当 金 １ ， 報 業 界 の 実 績 と し て 、 シ ス テ ム の
７７９千円計上されている。 不 具 合 発 生 の リ ス ク は 常 に あ る た

シ ス テ ム 保 証 引 当 金 は 、 過 去 の 保 証 実 績 に め 、 過 去 の 実 績 は 、 当 社 の み で は
基 づ い て 計 上 す る 会 計 方 針 が 採 用 さ れ て い る な く 、 業 界 で の 過 去 の 実 績 を 元 に
が 、 計 算 に は 過 去 の 保 証 実 績 等 に 基 づ か な い 計 算 し 、 シ ス テ ム 保 証 金 と し て 計
数 値 が 用 い ら れ て い た 。 さ ら に 、 不 具 合 を 保 上している。
証した実績はないとのことである。 貸 倒 引 当 金 に つ い て は 、 企 業 会

過 去 の 保 証 実 績 に 基 づ い て 計 上 す る と い う 計 原 則 注 解 に あ る 要 件 を 再 度 精 査
同 会 社 の 会 計 方 針 に 従 う と 、 シ ス テ ム 保 証 引 し 、 公 認 会 計 士 と も 相 談 の 上 、 そ
当金を計上することはできない。 の計上について検討する。

ま た 、 貸 倒 引 当 金 は 、 貸 倒 実 績 に 基 づ い て
計 上 す る 会 計 方 針 が 採 用 さ れ て い る が 、 実 際
に は 法 人 税 法 上 の 法 定 繰 入 率 に 基 づ い て 計 上
さ れ て お り 、 過 去 の 貸 倒 実 績 等 に 基 づ か な い
計上方法になっていた。
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今 後 に つ い て は 、 引 当 金 の 要 件 に 当 て は め
て 、 計 上 の 要 否 及 び 計 上 金 額 の 妥 当 性 に つ い
て検討する必要がある。

⑤ 県の委託事業⑤ 県の委託事業⑤ 県の委託事業⑤ 県の委託事業
県 か ら の 委 託 業 務 の 一 つ で あ る テ レ ポ ー ト 平 成 ２ ５ 年 度 の 委 託 契 約 か ら 、

岡 山 ビ ル 管 理 業 務 に お け る 管 理 人 業 務 に は 、 管 理 人 業 務 の 勤 務 時 間 に つ い て 、
同 会 社 の 職 員 が 従 事 し て い る 。 県 と の 委 託 契 業 務 に 必 要 な 時 間 を 再 度 精 査 し 、
約 の 仕 様 書 に お い て は 、 管 理 人 の 「 業 務 時 間 「 原 則 と し て 平 日 の 午 前 ９ 時 か ら
は 原 則 と し て 平 日 の 午 前 ８ 時 か ら 午 後 ５ 時 ３ 午 後 ５ 時 ４ ５ 分 ま で （ １ 時 間 の 休
０ 分 ま で と す る 。 」 と さ れ て い る が 、 同 会 社 憩 を 含 む ） 」 に 見 直 し た と こ ろ で
の 就 業 規 則 で は 定 時 が 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ある。
４５分までと定められている。

管 理 人 は 、 テ ナ ン ト 各 社 の 業 務 に 支 障 が 生
じ な い よ う に 就 業 規 則 の 定 時 よ り も 自 主 的 に
早 く 出 勤 し て い る と の こ と で あ る が 、 こ の よ
う な 就 業 状 況 で は 、 同 会 社 の 就 業 規 則 に 照 ら
し て 定 常 的 に 定 時 外 勤 務 が 発 生 す る 一 方 で 、
仕 様 書 の 規 定 を 遵 守 す る こ と が 担 保 さ れ て い
るとは言い難い。

同 会 社 は 、 管 理 人 と し て の 業 務 時 間 を 規 定
上 明 確 に 定 め る と と も に 、 業 務 時 間 に 則 し た
給与体系を立案すべきである。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 固定資産管理規程の策定① 固定資産管理規程の策定① 固定資産管理規程の策定① 固定資産管理規程の策定
平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 現 在 、 同 会 社 は ５ 規程の策定を検討する。

４ ， ９ ４ １ 千 円 の 固 定 資 産 を 有 し て い る が 、
こ れ に 対 す る 現 物 実 査 の 頻 度 ・ 方 法 等 を 定 め
た 管 理 方 針 を 明 文 化 し て い な い 。 ま た 、 経 理
方 針 に 関 し て も 実 務 上 の 慣 行 と し て 引 き 継 が
れ て い る だ け で あ り ､明 文 化 さ れ た も の は な
い。

固 定 資 産 に 係 る 経 理 処 理 方 法 を 明 確 化 す る
と と も に 、 固 定 資 産 管 理 を 適 切 に 行 う た め に
も 固 定 資 産 管 理 規 程 の 策 定 を 検 討 す べ き で あ
る。

② 取締役報酬規程の策定② 取締役報酬規程の策定② 取締役報酬規程の策定② 取締役報酬規程の策定
取 締 役 報 酬 規 程 が 作 成 さ れ て い な い 。 個 々 取 締 役 報 酬 は 、 こ れ ま で も 株 主

の 取 締 役 に 対 す る 報 酬 を 、 取 締 役 会 で 決 議 す 総 会 決 議 に よ る 限 度 額 の 範 囲 内 で
る こ と に し た 場 合 に は 、 取 締 役 相 互 間 の い わ 支 給 し て い る と こ ろ で あ り 、 引 き
ゆ る お 手 盛 り の 弊 害 を 排 除 す る た め に 、 役 職 続 き 経 営 状 況 等 を 踏 ま え な が ら 適
別 の 標 準 的 な 報 酬 や 、 取 締 役 賞 与 を 支 給 す る 切に支給することとしたい。
際の基準等を明文化しておくのが望ましい。

③ 事業計画及び中長期経営計画の策定③ 事業計画及び中長期経営計画の策定③ 事業計画及び中長期経営計画の策定③ 事業計画及び中長期経営計画の策定
現 在 、 ３ 月 に 開 催 さ れ る 取 締 役 会 で 翌 期 の 経 常 利 益 に つ い て 、 目 標 の 策 定

事 業 計 画 が 報 告 さ れ て い る が 、 数 値 目 標 と し を検討する。
て 売 上 目 標 が 掲 げ ら れ て い る も の の 、 利 益 目 計 画 書 の 策 定 労 力 と 効 果 を 比 較
標 は 策 定 さ れ て い な い 。 費 用 を 管 理 す る 意 味 す れ ば 、 現 在 の と こ ろ 必 要 性 を 認
か ら も 、 少 な く と も 翌 年 度 の 利 益 目 標 は 策 定 めていない。
することが望ましい。

ま た 、 中 期 的 な 経 営 ビ ジ ョ ン に つ い て は 、
検 討 し て い る も の の 現 在 は 計 画 書 と し て は 書
面 化 さ れ て い な い 。 計 画 書 と し て 策 定 す る こ
とが望ましい。

④ 県の関与の必要性④ 県の関与の必要性④ 県の関与の必要性④ 県の関与の必要性
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同 会 社 の 設 立 目 的 は 、 中 小 企 業 の 情 報 化 を 同 会 社 は 、 自 治 体 の み な ら ず 民
支 援 す る と と も に 、 県 民 生 活 全 般 に わ た る 情 間 事 業 者 に 対 し 岡 山 情 報 ハ イ ウ ェ
報 化 の 推 進 を 図 る こ と で あ る が 、 前 段 の 「 中 イ （ 地 域 情 報 化 の ラ イ フ ラ イ ン ）
小 企 業 の 情 報 化 を 支 援 す る 」 こ と を 達 成 す る へ の 接 続 等 の 業 務 支 援 を 行 っ て い
た め に 手 掛 け ら れ た 直 接 的 な 事 業 で あ る 「 受 る と こ ろ で あ る が 、 ラ イ フ ラ イ ン
発 注 調 整 シ ス テ ム の 構 築 」 は 他 社 へ 譲 渡 し た は 、 公 平 で 中 立 か つ 相 応 の 技 術 を
と の こ と で あ る 。 一 方 、 「 県 民 生 活 全 般 に 亘 有 す る 団 体 に よ る 管 理 運 用 を す る
る 情 報 化 の 推 進 」 は 、 岡 山 情 報 ハ イ ウ ェ イ 基 必 要 が あ る 。 ま た 採 算 性 が 悪 い 県
幹 回 線 が 整 備 さ れ た こ と に よ り 、 あ る 程 度 達 北 の Ｉ Ｃ Ｔ 高 度 化 に お い て も そ の
成できたものと考える。 要 素 は 不 可 欠 で あ る こ と か ら 、 第

ま た 、 県 の 入 札 案 件 で は 他 の 民 間 事 業 体 と ３ セ ク タ ー が 主 体 的 に 取 り 組 む べ
競 合 し つ つ も 、 契 約 を 獲 得 し 黒 字 基 調 と な っ きと考えている。
て い る こ と か ら 、 営 利 団 体 と し て 自 立 し て い 県 Ｏ Ｂ で あ る 社 長 に つ い て 、 就
る と も 評 価 で き る 。 県 Ｏ Ｂ で あ る 社 長 に つ い 任 後 、 ２ 年 間 の 営 業 の 制 約 が あ る
て は 、 県 に 対 し て 社 長 就 任 後 ２ 年 間 は 県 向 け が 、 県 は 、 一 般 競 争 入 札 や 総 合 評
の 営 業 活 動 を 行 わ な い 旨 の 誓 約 書 を 提 出 し て 価 に よ る 発 注 形 態 で あ り 、 会 社 の
い る と の 説 明 を 受 け た が 、 こ の 状 況 は 、 県 が 行動を制約するものではない。
関 与 す る こ と で か え っ て 営 利 団 体 と し て の 行 ま た 、 県 が 引 き 続 き 出 資 者 と し
動を制約されていると見受けられた。 て 関 与 す る こ と に つ い て は 、 前 述

県 が 主 導 し て 同 会 社 を 設 立 し た 経 緯 は あ る の と お り こ の よ う な 特 異 性 の あ る
も の の 、 現 在 の 同 会 社 の 状 況 か ら 考 え る と 県 第 三 セ ク タ ー は 岡 山 県 の 地 域 情 報
が 引 き 続 き 出 資 者 と し て 関 与 し 続 け る こ と が 化 推 進 に 不 可 欠 で あ る た め 、 出 資
妥 当 で あ る か 否 か に つ い て 検 討 が 必 要 で あ 者 と し て 引 き 続 き 関 与 を 行 っ て い
る。 く。

２１．岡山県信用保証協会２１．岡山県信用保証協会２１．岡山県信用保証協会２１．岡山県信用保証協会

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 現金回収時に発行する領収証の管理① 現金回収時に発行する領収証の管理① 現金回収時に発行する領収証の管理① 現金回収時に発行する領収証の管理
求 償 権 の 回 収 業 務 に 使 用 す る 手 書 き 領 収 証 平 成 ２ ５ 年 度 か ら 領 収 証 管 理 簿

に つ い て 、 領 収 証 管 理 簿 を 作 成 し 領 収 証 の 持 に 領 収 証 の 持 帰 り 日 欄 を 追 加 し 、
出 者 が 明 確 に さ れ て い る 。 し か し な が ら 、 領 領 収 証 管 理 担 当 者 が 領 収 証 の 適 切
収 証 管 理 簿 に 記 入 す る 日 付 は 持 出 日 の み の 記 な 使 用 を 確 認 し た 後 に 検 印 す る よ
載 で 持 帰 り 日 の 記 載 が な く 、 領 収 証 が 適 切 に う 変 更 し た 。 ま た 、 個 々 の 領 収 証
使 用 さ れ た か 確 認 す る 手 続 と し て は 十 分 で は 管 理 に つ い て は 、 常 勤 監 事 と 検 査
な い 。 ま た 、 個 々 の 領 収 証 管 理 に つ い て は 、 室 長 が 逐 次 監 査 を 行 う な ど 厳 正 な
領 収 証 綴 り の 束 ご と の 管 理 番 号 を 記 載 す る に 管理に努めている。
と ど ま っ て お り 、 一 目 で 確 認 で き る よ う 個 別
の 領 収 証 の 管 理 番 号 に つ い て も 管 理 簿 に 記 載
すべきである。

② 固定資産の会計計上時期② 固定資産の会計計上時期② 固定資産の会計計上時期② 固定資産の会計計上時期
固 定 資 産 の 取 得 に 際 し 、 会 計 シ ス テ ム や 固 信 用 保 証 協 会 の 経 理 処 理 は 信 用

定 資 産 シ ス テ ム へ の 登 録 は 、 資 産 の 検 収 時 と 保 証 協 会 法 施 行 規 則 に 定 め ら れ て
す べ き と こ ろ 、 固 定 資 産 対 価 の 支 払 時 と な っ お り 、 勘 定 科 目 に 未 払 金 と い う 勘
ている。 定 科 目 が な い こ と か ら 、 全 国 の 信

会 計 シ ス テ ム と 固 定 資 産 シ ス テ ム に 資 産 登 用 保 証 協 会 で 対 価 支 払 時 に 固 定 資
録 を す る 時 期 が 支 払 時 点 の 場 合 、 代 金 を 支 払 産 の 取 得 を 計 上 す る こ と と し て い
っ て い な い が 検 収 済 で あ る 資 産 が 簿 外 と な っ る。
た り 、 固 定 資 産 の 現 物 実 査 の 際 に も 不 整 合 が
生 じ る 。 適 時 適 切 な 資 産 の 把 握 の た め に 、 検
収 時 点 で 固 定 資 産 シ ス テ ム へ の 登 録 を 行 う 手
続が必要である。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 条件緩和保証債務残高のリスク管理の徹底① 条件緩和保証債務残高のリスク管理の徹底① 条件緩和保証債務残高のリスク管理の徹底① 条件緩和保証債務残高のリスク管理の徹底
平 成 ２ １ 年 １ ２ 月 に 時 限 立 法 で 成 立 し た 中 信 用 保 証 協 会 の 経 理 処 理 は 信 用

小 企 業 金 融 円 滑 化 法 （ 以 下 、 「 円 滑 化 法 」 と 保 証 協 会 法 施 行 規 則 に 定 め ら れ て
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い う 。 ） は 、 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 末 に 最 終 延 長 期 お り 、 責 任 準 備 金 勘 定 ・ 求 償 権 償
限 を 迎 え る こ と に な る が 、 円 滑 化 法 の 期 限 終 却 準 備 金 勘 定 に つ い て 規 定 を 独 自
了 は 、 信 用 保 証 協 会 に と っ て 大 き な 影 響 が で に変更することはできない。
る こ と が 懸 念 さ れ る 。 ま た 、 円 滑 化 法 に よ っ て 条 件 緩

実 際 に 同 協 会 の 円 滑 化 法 の 施 行 前 の 条 件 緩 和 を 受 け た 債 権 に 対 す る 保 証 債 務
和 債 務 の 保 証 債 務 残 高 全 体 に 占 め る 割 合 は 、 と 他 の 一 般 条 件 緩 和 債 権 に 対 す る
施 行 前 の 平 成 ２ １ 年 ３ 月 期 と 比 較 し て 大 幅 に 保 証 債 務 は 同 様 に 厳 し く 期 中 管 理
上 昇 し 、 平 成 ２ ４ 年 度 で は ２ ０ ％ 近 い 状 況 と を行うよう努めている。

なっている。 担 保 価 値 の 算 定 に つ い て は 、 市
一 方 で 、 信 用 保 証 協 会 が 適 用 す る 会 計 基 準 町 村 の 固 定 資 産 税 評 価 額 の 見 直 し

に よ れ ば 、 企 業 会 計 に お け る 債 務 保 証 損 失 引 が ３ 年 ご と に 行 わ れ て い る こ と か
当 金 ・ 貸 倒 引 当 金 に 相 当 す る 勘 定 科 目 は 、 そ ら 、 中 小 企 業 者 の 費 用 負 担 も 考 慮
れ ぞ れ 責 任 準 備 金 勘 定 ・ 求 償 権 償 却 準 備 金 勘 の 上 、 最 終 評 価 日 よ り ２ 年 を 経 過
定 で あ る が 、 い ず れ も 残 高 に 一 定 率 を 乗 じ た し た も の に つ い て 再 評 価 を 行 う こ
額 に す ぎ ず 財 政 状 況 の 実 態 が 適 切 に 把 握 で き と と し て い る も の で あ る 。 現 状 の
るものではない。 ２ 年 ご と の 見 直 し に よ り 適 正 な 担

円 滑 化 法 に よ っ て 条 件 緩 和 を 受 け た 債 権 に 保価値の把握に努めたい。
対 す る 保 証 債 務 は 、 円 滑 化 法 終 了 直 後 に お い
て 代 位 弁 済 に よ る 損 失 が 発 現 す る リ ス ク の 程
度 は 、 他 の 一 般 条 件 緩 和 債 権 に 対 す る 保 証 債
務 と は 当 然 異 な る は ず で あ る が 、 同 協 会 に お
い て こ の よ う な 保 証 債 務 の 区 分 管 理 が で き て
い な い 。 分 離 把 握 し て 債 権 リ ス ク 管 理 を 十 分
に行うべきであるものと考える。

有 担 保 保 証 債 務 に つ い て の 担 保 価 値 の 算 定
に つ い て は 、 保 証 承 諾 時 あ る い は 保 証 期 間 延
長 申 請 時 に 時 価 把 握 を し て い る の み で 、 固 定
資 産 税 評 価 額 等 に よ る 時 価 の 定 期 的 把 握 が 行
わ れ て い な い 。 少 な く と も 年 に １ 度 は 定 期 的
に 担 保 価 値 の 評 価 を 行 う こ と が 必 要 で あ る も
のと考える。

２２．公益財団法人岡山県産業振興財団２２．公益財団法人岡山県産業振興財団２２．公益財団法人岡山県産業振興財団２２．公益財団法人岡山県産業振興財団

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 中長期経営計画の財務数値化① 中長期経営計画の財務数値化① 中長期経営計画の財務数値化① 中長期経営計画の財務数値化
現 状 で は 、 中 長 期 経 営 計 画 が 策 定 さ れ て い 当財産は公益目的事業 100 ％で

な い 。 同 財 団 に お い て も 、 維 持 存 続 、 発 展 す 公 益 法 人 の 認 可 を 受 け て お り 、 そ
る た め に は 行 動 に 伴 っ た 損 益 と キ ャ ッ シ ュ ・ の 業 務 は 県 及 び 国 か ら の 補 助 ・ 委
フ ロ ー の 状 況 の 把 握 は 必 要 で あ る 。 今 後 は 長 託 事 業 が 大 部 分 を 占 め て い る 。 県
期 の 行 動 計 画 を 策 定 す る と 同 時 に そ れ を 財 務 及 び 国 の 産 業 施 策 に 関 す る 予 算 に
数 値 に 置 き 換 え て 、 そ れ ら を 両 輪 と し て 事 業 よ り 大 き な 影 響 を 受 け る た め 、 長
運営に資する計画を策定する必要がある。 期 の 行 動 計 画 を 策 定 す る こ と 自 体

が 困 難 で あ り 、 そ れ に 基 づ く 財 務
上 の 目 標 数 値 の 設 定 も 不 可 能 で あ
る。

こ の た め 、 県 の 総 合 計 画 及 び そ
れ を 補 完 す る 県 作 成 の 中 小 企 業 振
興 計 画 を 踏 ま え な が ら 、 年 度 ご と
の 県 及 び 国 の 予 算 に 適 切 に 対 応 し
つ つ 、 事 業 運 営 及 び 財 務 処 理 を 行
う。

② アンケートの集計結果② アンケートの集計結果② アンケートの集計結果② アンケートの集計結果
同 財 団 で は 、 ア ン ケ ー ト を 随 時 行 っ て い る 景 況 調 査 等 、 特 に 情 報 公 開 が 必

が 、 そ の 集 計 結 果 に つ い て 特 に 情 報 公 開 し て 要 と 思 わ れ る ア ン ケ ー ト に つ い て
いない。 は 、 プ レ ス 発 表 や 財 団 ホ ー ム ペ ー

同 財 団 は 、 県 が 一 部 出 資 し て い る 外 郭 団 体 ジ へ の 掲 載 な ど 、 こ れ ま で も 積 極
で あ り 、 県 か ら の 委 託 等 県 支 出 金 に よ り 事 業 的な情報公開を行っている。
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を 行 っ て い る 以 上 、 県 民 か ら の 要 望 等 を 取 り セ ミ ナ ー や 商 談 会 等 で 実 施 し た
入 れ た ア ン ケ ー ト の 集 計 結 果 に つ い て 、 ホ ー ア ン ケ ー ト に つ い て は 、 事 後 の セ
ム ペ ー ジ 等 を 通 じ て 県 民 に 公 表 し 、 情 報 公 開 ミ ナ ー や 商 談 会 に 活 か す こ と と し
に積極的に努める必要があるものと考える。 て い る が 、 現 状 で は 、 特 に 情 報 公

開を行っていない。
今 後 は 、 ア ン ケ ー ト 結 果 を 勘 案

し 、 幅 広 く 情 報 公 開 が 必 要 と 判 断
し た も の に つ い て は 、 財 団 ホ ー ム
ペ ー ジ に 結 果 を 公 開 す る な ど 情 報
公開を行うこととする。

③ きらめきファンド事業費補助金の実績集計③ きらめきファンド事業費補助金の実績集計③ きらめきファンド事業費補助金の実績集計③ きらめきファンド事業費補助金の実績集計
誤り誤り誤り誤り

同 財 団 は 、 県 が 創 設 し た 「 き ら め き 岡 山 創 日 誌 作 成 者 に よ る 再 チ ェ ッ ク に
成 フ ァ ン ド 」 を 管 理 し て お り 、 当 該 資 金 を 運 加 え 、 副 担 当 者 に よ る チ ェ ッ ク を
用 す る こ と に よ り 中 小 企 業 へ 助 成 を 行 っ て い 行 っ た 上 で 決 裁 者 の 承 認 を 受 け る
る 。 県 は 、 同 財 団 に 対 し 、 助 成 事 業 の 事 務 費 よ う に し 、 作 業 内 容 の 確 認 と 集 計
について一部補助金を拠出している。 作業のチェック体制を強化した。

事 務 費 の う ち 人 件 費 に 対 す る も の に つ い て
は 、 従 事 し た 者 の 年 間 給 与 か ら 算 出 し た 単 価
に 、 実 際 か か っ た 作 業 日 数 を 乗 じ て 算 出 し 、
報 告 し て い る が 、 実 際 作 業 時 間 と 集 計 時 間 に
差 異 が 生 じ て い た 。 事 業 ご と の 作 業 時 間 を 管
理 す る 日 誌 に つ い て は 上 長 に よ る 承 認 印 が 必
要 で あ る が 、 承 認 と と も に 、 作 業 内 容 の 確 認
と 集 計 に つ い て 再 実 施 を 行 い 、 適 切 な 実 績 報
告をする必要がある。

④ 業務システムと会計システムの債権残高の④ 業務システムと会計システムの債権残高の④ 業務システムと会計システムの債権残高の④ 業務システムと会計システムの債権残高の
不整合不整合不整合不整合

現 在 、 会 計 シ ス テ ム 上 の 債 権 残 高 と 、 債 権 調 査 の 結 果 、 業 務 シ ス テ ム に お
管 理 シ ス テ ム 上 の 債 権 残 高 に 差 異 が 生 じ て お い て 契 約 解 除 を 行 っ た 企 業 に 対 す
り 、 会 計 監 査 に お い て も そ の 旨 が 指 摘 さ れ て る 損 害 賠 償 金 の 計 上 漏 れ や 、 損 害
い る 。 差 異 額 は ５ ， ６ ７ ０ 千 円 で あ り 、 早 急 賠 償 金 残 高 に つ い て 会 計 シ ス テ ム
に原因の調査と修正をする必要がある。 と の 計 上 金 額 の 相 違 が 判 明 し た た

め 、 業 務 シ ス テ ム の 金 額 を 会 計 シ
ス テ ム に 合 わ せ る よ う に 修 正 を 行
った。

な お 、 両 シ ス テ ム の 不 整 合 が 他
に 及 ぼ す 影 響 は 認 め ら れ な か っ
た。

⑤ 附属明細書の誤り⑤ 附属明細書の誤り⑤ 附属明細書の誤り⑤ 附属明細書の誤り
平 成 ２ ３ 年 度 決 算 報 告 書 の 附 属 明 細 書 に お 経 理 班 及 び 総 務 班 で の ダ ブ ル チ

い て 、 引 当 金 の 明 細 の 内 容 に 誤 り が 生 じ て い ェ ッ ク を 行 い 、 体 制 を 強 化 す る こ
た。 とで再発を防止するようにした。

今後、正確な情報を開示する必要がある。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 委託業務にかかる実績報告の資料の作成① 委託業務にかかる実績報告の資料の作成① 委託業務にかかる実績報告の資料の作成① 委託業務にかかる実績報告の資料の作成
委 託 業 務 に お い て 、 年 間 の 各 費 用 項 目 の 実 見 積 と 実 績 の 差 額 を 表 形 式 に す

績 が 委 託 前 に 同 財 団 が 作 成 し た 見 積 書 に お け る な ど 客 観 的 に 分 か り や す い 資 料
る 見 積 額 と 同 額 で 所 管 課 へ 報 告 さ れ て い た 。 を作成して報告することとした。
こ れ は 、 実 際 に は 支 出 が 見 積 よ り 多 く 発 生 し
て い る も の の 、 費 用 超 額 分 を 同 財 団 負 担 と し
所 管 課 へ の 報 告 は 見 積 と 一 致 さ せ る よ う に 報
告 し て い た た め で あ り 、 実 績 の 過 少 報 告 で あ
る 。 実 績 報 告 は 、 実 際 の 支 出 発 生 額 で 記 載 し
た 上 で 当 初 の 見 積 額 と の 差 額 を 示 し 、 委 託 料
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に よ り ど の 程 度 賄 わ れ た の か 、 及 び 同 財 団 が
い く ら 負 担 す る こ と と な っ た か を 明 示 す べ き
と考える。

② テクノサポート岡山内ライブラリーの運営② テクノサポート岡山内ライブラリーの運営② テクノサポート岡山内ライブラリーの運営② テクノサポート岡山内ライブラリーの運営
の見直しの見直しの見直しの見直し

現 在 同 財 団 は 、 テ ク ノ サ ポ ー ト 岡 山 内 に あ 財 団 で 配 信 し て い る メ ー ル マ ガ
る ラ イ ブ ラ リ ー （ 図 書 館 ） の 管 理 に つ い て 県 ジ ン や 情 報 誌 に 新 着 図 書 な ど の 情
か ら 業 務 委 託 を 受 け て い る 。 主 な 業 務 内 容 は 報 を 掲 載 し 、 利 用 率 向 上 に 努 め る
ラ イ ブ ラ リ ー 及 び 蔵 書 の 管 理 、 図 書 、 ビ デ オ こ と と す る 。 ま た 、 財 団 が 指 定 管
等 の 貸 出 し ､ 図 書 管 理 シ ス テ ム の 管 理 で あ 理 者 と な っ て い る 貸 会 議 室 の 一 角
る。 を 活 用 し て 最 新 号 に つ な が る 過 去

平 成 ２ ３ 年 度 の ラ イ ブ ラ リ ー は 、 １ 日 の 一 の 週 刊 誌 ・ 専 門 誌 等 を 陳 列 し て 図
般 利 用 者 数 が ２ . ４ 人 と 利 用 率 は 極 め て 低 書 の 有 効 活 用 を 図 る と と も に 、 ラ
い。 イ ブ ラ リ ー へ の 誘 導 を 行 い 、 利 用

同 財 団 は 技 術 情 報 ラ イ ブ ラ リ ー 運 営 費 と し 率 及 び 貸 出 数 の 向 上 に 努 め て い
て ４ ． ５ 百 万 円 を 計 上 し て い る が 、 そ の ほ と る。
ん ど を 図 書 整 備 等 消 耗 品 に 拠 出 し て い る 。 そ 貸 出 対 象 の 拡 大 に つ い て は 、 現
の な か で も 新 聞 ９ 紙 、 週 刊 誌 の 定 期 購 読 に 約 在検討中である。
１ 百 万 円 を 支 出 し て お り 、 １ 日 あ た り の 一 般
利 用 者 を 考 え る と 有 効 な 図 書 整 備 に 活 用 し て
いるとは言い難いものと考える。

図 書 及 び ビ デ オ の 貸 し 出 し 業 務 に つ い て も
貸 出 対 象 を 同 財 団 の 賛 助 会 員 ま た は イ ン タ ー
ネ ッ ト 利 用 研 究 会 会 員 と し て お り 、 技 術 情 報
の 提 供 を 受 け よ う と す る 者 の ニ ー ズ に 十 分 に
対応できていない。

今 後 は 、 ラ イ ブ ラ リ ー の 利 用 状 況 の 改 善 、
図 書 整 備 、 利 用 対 象 の 見 直 し を 含 め 、 ラ イ ブ
ラ リ ー の あ り 方 に つ い て 再 検 討 す る 必 要 が あ
るものと考える。

③ 資産の運用規程③ 資産の運用規程③ 資産の運用規程③ 資産の運用規程
同 財 団 で は 財 産 の 運 用 規 程 及 び 内 規 に よ 財 産 運 用 規 程 を 改 正 し て 「 リ ス

り 、 運 用 財 産 は 安 全 性 、 確 実 性 を 勘 案 し た 方 ク 管 理 及 び ロ ス カ ッ ト ル ー ル 」 を
法 で 運 用 す る と 定 め ら れ て お り ､預 金 の 他 、 設 け 、 格 付 け が Ａ 格 以 下 と な っ た
国 債 、 公 債 、 普 通 社 債 で 運 用 で き る 状 況 に あ 場 合 及 び 時 価 が 購 入 時 と 比 較 し 一
る 。 債 券 に つ い て は 格 付 機 関 の 格 付 が １ 社 以 定 以 上 下 落 し た 場 合 は 、 財 産 運 用
上 Ａ 格 以 上 の も の を 対 象 と す る と さ れ て い る 委 員 会 に 諮 り 判 断 す る 旨 の 規 定 を
が 、 運 用 開 始 後 に 当 該 格 付 が 下 落 し た 場 合 に 追加した。
つ い て の 運 用 方 法 及 び 方 針 が 定 め ら れ て い な
い 。 時 価 が 大 幅 に 下 落 し た 場 合 に は 今 後 の 処
理 に つ い て の 判 断 を 必 要 と す る 。 そ の た め 、
運 用 開 始 後 の 方 針 と 、 時 価 の 著 し い 下 落 が 見
ら れ る 場 合 の 意 思 決 定 方 法 に つ い て 新 た に 定
めるよう検討されたい。

④ リース設備台帳の整備④ リース設備台帳の整備④ リース設備台帳の整備④ リース設備台帳の整備
同 財 団 で は 、 小 規 模 企 業 に 対 し 設 備 の リ ー 業 務 シ ス テ ム を 修 正 し 、 一 元 管

ス を 行 っ て お り 、 リ ー ス 対 象 資 産 に つ い て は 理できるように作業中である。
リ ー ス 設 備 台 帳 を 作 成 し て い る 。 し か し な が
ら 当 該 台 帳 上 で の リ ー ス 原 価 の 金 額 は 「 リ ー
ス 取 引 に 関 す る 会 計 基 準 」 に 則 し た も の で は
な い 。 会 計 上 の リ ー ス 原 価 に つ い て は 別 途 電
子 フ ァ イ ル を 作 成 し 管 理 し て い る 。 本 来 台 帳
に よ り 一 元 管 理 す べ き 情 報 が 管 理 さ れ て お ら
ず 、 誤 謬 に 繋 が る 可 能 性 も あ り 、 台 帳 を 正 し
い金額に修正し、管理すべきである。

２３．社団法人岡山県観光連盟２３．社団法人岡山県観光連盟２３．社団法人岡山県観光連盟２３．社団法人岡山県観光連盟
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（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 会員退会届受領前の期間における年会費の① 会員退会届受領前の期間における年会費の① 会員退会届受領前の期間における年会費の① 会員退会届受領前の期間における年会費の
徴収徴収徴収徴収

同 法 人 の 主 な 収 入 財 源 の １ つ に 宿 泊 施 設 、 平 成 ２ ４ 年 度 末 に お け る 未 収 会
運 輸 ・ 旅 行 業 、 観 光 ・ 文 化 施 設 関 係 な ど の 民 費 に つ い て 、 直 接 赴 く 等 に よ り 回
間 事 業 者 か ら の 出 資 口 数 に 応 じ た 受 取 年 会 費 収 に 努 め て お り 、 ま た そ の 経 過 を
がある。 記録、保存している。

退 会 し た 民 間 事 業 者 に 対 す る 退 会 届 が 提 出
さ れ る 前 の 期 間 に お け る 年 会 費 に つ い て 、 当
該 民 間 事 業 者 の 支 払 能 力 は 十 分 に あ る と 思 わ
れ る に も か か わ ら ず ､平 成 ２ ３ 年 度 に 回 収 不
能 額 と し て 処 理 さ れ て い る も の が 散 見 さ れ
た。

退 会 届 け を 提 出 す る 前 の 期 間 に か か る 年 会
費 に つ い て は 、 当 然 徴 収 す べ き で あ っ た が 、
十 分 な 回 収 努 力 が な さ れ た か ど う か 確 認 で き
な か っ た 。 今 後 は ､ 十 分 な 回 収 努 力 を 実 施
し 、 回 収 不 能 額 を で き る だ け 少 な く す る と 共
に 、 い つ 、 誰 に 連 絡 を し て 、 ど の 様 な 回 答 で
あった等の記録を残しておく必要がある。

② 現金管理② 現金管理② 現金管理② 現金管理
現 金 管 理 に つ い て 、 経 理 記 帳 担 当 が 、 現 金 平 成 ２ ５ 年 度 か ら 現 金 有 高 表 に

実 査 も 行 っ て い た 。 記 帳 と 資 金 管 理 担 当 は 内 基 づ き 上 司 が 現 金 実 査 を 行 い 、 記
部 牽 制 の 観 点 か ら 別 の 担 当 者 と す べ き で あ 録に残すこととしている。
る。

ま た 、 現 金 有 高 表 な ど 現 金 実 査 記 録 が 作 成
さ れ て お ら ず 、 上 席 者 の 確 認 も な さ れ て い な
い 。 今 後 は 、 こ れ ら の 内 部 牽 制 手 続 を 構 築 す
べきである。

③ 領収証管理③ 領収証管理③ 領収証管理③ 領収証管理
民 間 会 員 が 年 会 費 を 現 金 で 窓 口 納 付 す る 場 平 成 ２ ５ 年 度 か ら 連 番 管 理 を 行

合 が あ る 。 こ の 現 金 受 領 し た 際 の 領 収 証 の 管 っている。
理 に つ い て 、 経 理 記 帳 担 当 者 が 市 販 の 領 収 証
に 社 団 印 を 押 印 し 領 収 証 を 作 成 し て お り 、 領
収 証 に は 連 番 管 理 も な さ れ て い な か っ た 。 こ
の 手 続 で は 、 架 空 の 領 収 証 が 発 行 さ れ て い な
い こ と 及 び 窓 口 納 付 さ れ た 会 費 が す べ て 回 収
さ れ て い る か ど う か に つ い て 十 分 に 確 認 す る
こ と は で き な い 。 よ っ て 、 こ れ ら の 内 部 牽 制
手続を構築すべきである。

④ 賞与引当金の設定④ 賞与引当金の設定④ 賞与引当金の設定④ 賞与引当金の設定
同 法 人 で は 、 ６ 月 と １ ２ 月 に 期 末 手 当 を 支 平 成 ２ ４ 年 度 決 算 か ら 実 施 し て

給 し て い る 。 ６ 月 支 給 の 期 末 手 当 の 計 算 期 間 いる。
は 、 １ ２ 月 か ら ５ 月 で あ る こ と か ら 、 年 度 末
に お い て は 、 １ ２ 月 か ら ３ 月 の ４ ヶ 月 分 に 相
当 す る 金 額 に つ い て 、 賞 与 引 当 金 を 計 上 す べ
きである。

⑤ 貸倒引当金の設定⑤ 貸倒引当金の設定⑤ 貸倒引当金の設定⑤ 貸倒引当金の設定
同 法 人 で は 一 部 収 益 事 業 を 実 施 し て い る 。 貸 倒 引 当 金 と い う 勘 定 科 目 を 計 上

主 な 収 益 事 業 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の バ ナ ー 広 す る こ と は 、 当 連 盟 の 全 て の 事 業 が
告 等 の 広 告 掲 載 で あ る 。 平 成 ２ ３ 年 度 に は 未 あ た か も 利 益 を 目 的 と し た も の と の
収 金 の う ち １ 件 が 貸 倒 れ し て い る が 、 今 ま で 印 象 を 与 え る こ と に も な り か ね ず 、
貸 倒 引 当 金 は 設 定 さ れ て い な い 。 ま ず は 債 権 ま た 、 そ の 額 を 法 定 繰 入 率 に て 推 計
区 分 を 設 け 、 区 分 ご と の 貸 倒 引 当 金 計 上 の 要 し た 場 合 ３ 万 円 に 満 た な い も の で あ
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否 を 判 定 す る 必 要 が あ る も の と 考 え る 。 今 後 る こ と な ど 現 時 点 で は 一 部 収 益 事 業
は 、 債 権 区 分 及 び 貸 倒 引 当 金 計 上 ル ー ル を 策 に と ど ま っ て い る た め 、 現 段 階 で 引
定 し 、 ル ー ル に 基 づ い て 適 切 に 処 理 す べ き で 当 金 計 上 す る こ と に は 慎 重 で あ る べ
ある。 き と 考 え て い る 。 な お 、 今 後 「 収 益

事 業 」 の 内 容 が 大 き く 変 わ る 場 合 は
改めて検討することとしたい。

⑥ 退職給付引当金の計上⑥ 退職給付引当金の計上⑥ 退職給付引当金の計上⑥ 退職給付引当金の計上
同 法 人 で は 、 期 末 の 自 己 都 合 要 支 給 額 に 基 平 成 ２ ５ 年 度 か ら 行 っ て い る 。

づ い て 退 職 給 付 引 当 金 を 設 定 し て い る 。 し か
し 、 平 成 ２ ２ 年 度 か ら は 、 予 算 の 都 合 上 、 期
末 自 己 都 合 要 支 給 額 の 引 当 て が で き て い な か
っ た 。 今 後 は 、 期 末 自 己 都 合 要 支 給 額 を 退 職
給付引当金として設定する必要がある。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 収入財源の確保① 収入財源の確保① 収入財源の確保① 収入財源の確保
県 や 市 町 村 か ら の 負 担 金 等 が 削 減 す る な か 財 源 の 確 保 に つ い て は 、 収 益 事

で 収 入 財 源 の 確 保 を 民 間 会 員 の 出 資 口 数 を 伸 業 へ の 取 組 や 、 会 員 と の タ イ ア ッ
ば す こ と で 賄 う こ と の 困 難 性 が み ら れ る 。 こ プ 事 業 の 推 進 な ど 、 積 極 的 に 取 り
の よ う な 状 況 下 で あ れ ば こ そ 、 同 法 人 は 公 益 組んでいるところである。
法 人 制 度 の 本 来 の 姿 で あ る 不 特 定 多 数 の 者 か ご 指 摘 の 不 特 定 多 数 の 者 か ら の
ら の 事 業 協 賛 金 や 寄 付 金 等 に よ る 収 入 確 保 を 事 業 協 賛 金 や 寄 付 金 に つ い て は 、
目 指 さ な け れ ば な ら な い 。 事 業 協 賛 金 を 受 け 今 後 、 キ ャ ン ペ ー ン 事 業 な ど を 実
た 実 績 は 、 大 手 民 間 事 業 者 に よ る １ 件 に と ど 施 す る 際 に は 取 り 組 ん で ま い り た
ま り 、 今 後 不 特 定 多 数 の 者 か ら の 寄 付 や 事 業 い。
協 賛 金 を 伸 ば す よ う に Ｐ Ｒ 活 動 を よ り 積 極 的
に行うべきものと考える。

② 産業貿易振興協会との協力体制② 産業貿易振興協会との協力体制② 産業貿易振興協会との協力体制② 産業貿易振興協会との協力体制
同 法 人 は 観 光 名 所 や ご 当 地 グ ル メ の 紹 介 等 地 域 特 産 品 の 重 要 性 は 十 分 認 識

を 実 施 し て い る が 、 土 産 物 （ 物 産 ） に つ い て し て お り 、 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ で も
は 、 産 業 貿 易 振 興 協 会 が 紹 介 す る も の と し て 民 ・ 工 芸 品 、 銘 菓 、 果 物 、 地 酒 等
積 極 的 な 紹 介 を 実 施 し て い な い 。 岡 山 県 へ の の 紹 介 ペ ー ジ に よ り 情 報 提 供 に 努
県 外 か ら の 誘 客 と い う 目 的 に 鑑 み れ ば 、 旅 行 めているところである。
客 の 情 報 収 集 の 利 便 性 を 上 げ る 努 力 を す べ き ま た 、 フ ェ イ ス ブ ッ ク の 公 式 ホ
で あ る も の と 考 え る 。 よ っ て 、 今 後 は 産 業 貿 ー ム ペ ー ジ に お い て も 、 岡 山 県 産
易 振 興 協 会 と の 協 力 を さ ら に 密 に し 、 情 報 の 業 貿 易 振 興 協 会 の 販 売 拠 点 で あ る
集 約 化 に 注 力 し て い く 必 要 が あ る も の と 考 え 「 晴 れ の 国 お か や ま 館 」 と 連 携 し
る。 旬 を 迎 え る お 土 産 や 岡 山 ら し い お

土 産 を 取 り 上 げ る な ど 、 話 題 性 の
高 い お 土 産 情 報 を 発 信 す る こ と と
している。

２４．岡山県農林漁業担い手育成財団２４．岡山県農林漁業担い手育成財団２４．岡山県農林漁業担い手育成財団２４．岡山県農林漁業担い手育成財団

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 固定資産実査① 固定資産実査① 固定資産実査① 固定資産実査
同 財 団 に お い て 、 固 定 資 産 台 帳 上 は 記 載 さ 改 め て 現 物 確 認 を 行 い 、 資 産 現

れ て い る が 、 現 物 が 確 認 で き て い な い 資 産 が 物 に 管 理 シ ー ル を 貼 付 し た と こ ろ
散 見 さ れ た 。 資 産 現 物 に 管 理 シ ー ル 等 を 添 付 で あ る 。 今 後 と も 定 期 的 な 実 査 に
す る こ と に よ っ て 現 物 管 理 し 、 定 期 的 に 固 定 努める。
資産の実査も行うべきである。

② 三徳園・体験学習農園における生産物の個② 三徳園・体験学習農園における生産物の個② 三徳園・体験学習農園における生産物の個② 三徳園・体験学習農園における生産物の個
数管理の必要性数管理の必要性数管理の必要性数管理の必要性

三 徳 園 で は 、 販 売 可 能 な 収 穫 物 は 園 内 や イ 平 成 ２ ５ 年 度 か ら 新 た な 生 産 物
ベ ン ト 即 売 会 で 販 売 し て い る 。 ま た 体 験 学 習 販 売 管 理 表 を 作 成 し 、 日 々 の 生 産
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農 園 で は 農 業 体 験 用 に 作 物 を 育 成 し て お り 、 数 や 販 売 数 、 在 庫 数 の 把 握 を は じ
生 産 物 は 農 協 等 へ の 委 託 、 青 空 市 場 等 で 販 売 め 、 販 売 額 と 入 金 額 の 確 認 が で き
している。 る よ う 改 善 し た と こ ろ で あ る 。 今

同 財 団 で は 、 こ れ ら の 作 物 の 最 終 的 な 販 売 後 と も 適 切 な 数 量 管 理 に 努 め る 。
数 に つ い て は 把 握 し て い る が 、 生 産 数 、 販 売
委 託 先 へ の 払 出 数 や 破 棄 数 が 把 握 さ れ て お ら
ず、数量管理が不十分である。

ま ず 、 三 徳 園 で 、 日 々 の 生 産 数 が 把 握 さ れ
て い な い 。 園 内 販 売 に お い て 代 金 収 受 し た 職
員 が 、 日 々 実 績 を 記 録 し 、 現 金 と 併 せ 事 務 局
に 申 告 し て い る の み で あ る 。 生 産 数 と 販 売 数
と の 差 数 が 、 在 庫 と し て 残 っ て い る の か 、 廃
棄 さ れ た の か 、 顛 末 を 確 認 す る こ と が で き な
い。

ま た 、 体 験 学 習 農 園 で も 、 生 産 数 が 把 握 さ
れ て い な い 。 更 に 、 販 売 委 託 の 際 に 、 生 産 物
を い く つ 委 託 先 に 引 渡 し た か の 払 出 数 も 記 録
さ れ て い な い 。 こ の た め 、 生 産 数 と 委 託 販 売
先 へ の 払 出 数 と の 差 数 や 、 委 託 販 売 先 へ の 払
出 数 と 委 託 販 売 先 か ら の 入 金 額 や 販 売 実 績 報
告 数 と の 差 数 が 、 在 庫 と し て 残 っ て い る の か
廃 棄 さ れ た の か 、 顛 末 を 確 認 す る こ と が で き
ない。

こ の よ う な 管 理 体 制 で は 、 仮 に 生 産 物 や 代
金 の 横 領 が 行 わ れ て い て も 発 見 で き ず 、 生 産
物 や 販 売 代 金 の 横 領 の リ ス ク を 防 止 す る た め
の 管 理 体 制 が 十 分 で は な い 。 作 物 の 販 売 収 入
は 自 主 財 源 と し て 重 要 で あ り 、 作 物 作 付 計 画
を 立 案 す る に も 実 績 を 把 握 す る こ と が 肝 要 で
あ る 。 特 に 金 額 的 に 重 要 な 生 産 物 に つ い て は
数量管理を行うべきである。

③ 貸付金の回収③ 貸付金の回収③ 貸付金の回収③ 貸付金の回収
平 成 ２ ３ 年 度 末 で １ ３ 件 、 １ ２ ， ３ ２ ７ 千 延 滞 者 へ の 面 談 等 の 回 収 努 力 を

円 が 回 収 期 限 基 準 で 滞 納 債 権 と な っ て い る 。 行 っ た こ と に よ り 、 平 成 ２ ４ 年 度
中 に は ８ 年 間 滞 納 分 （ １ ， １ ２ ０ 千 円 ） も 存 末で滞 納債権が 10 件 、 10,519 千
在 す る 。 実 質 的 に 回 収 可 能 性 が な い も の に つ 円である。
い て は 損 失 処 理 す る ル ー ル が 必 要 で あ る 。 債 ま た 損 失 処 理 の ル ー ル や 債 権 回
権 回 収 要 綱 を 県 と 相 談 し な が ら 作 成 し て い る 収 事 務 取 扱 要 領 を 作 成 し て い る 。
と の 説 明 を 受 け た が 、 債 権 回 収 要 綱 を も と に 今 後 と も 作 成 し た 要 領 に 基 づ い て
回 収 努 力 を し 、 実 質 的 に 回 収 不 能 な 債 権 に つ 適正に対応する。
い て は 、 損 失 処 理 す る た め の 自 主 ル ー ル の 作
成が必要となる。

④ 貸倒引当金の設定④ 貸倒引当金の設定④ 貸倒引当金の設定④ 貸倒引当金の設定
滞 納 債 権 が 多 く 、 実 質 的 に 回 収 不 能 な 債 権 延 滞 者 へ の 面 談 を 実 施 し て い

を 抱 え て い る に も 関 わ ら ず 、 貸 倒 引 当 金 が 設 る 。 作 成 し た 債 権 回 収 事 務 取 扱 要
定 さ れ て い な い 。 平 成 １ ８ 年 に 、 貸 倒 引 当 資 領 に 基 づ き 、 営 農 状 況 や 生 活 状 況
産 を ５ ８ ５ ， ８ ２ ３ 円 計 上 し て い る が 、 こ の を ふ ま え た 上 で 、 債 権 を 個 別 に 分
時も貸倒引当金は計上されていない。 類 し 、 財 団 に お い て 平 成 ２ ５ 年 度

ま ず は 債 権 を 分 類 し 、 債 権 の 分 類 に 応 じ て か ら 貸 倒 引 当 金 を 計 上 す る こ と と
貸倒引当金を設定する必要がある。 している。

⑤ 有価証券運用規程等の策定⑤ 有価証券運用規程等の策定⑤ 有価証券運用規程等の策定⑤ 有価証券運用規程等の策定
平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 現 在 で 保 有 し て い る 財 団 に お い て 平 成 ２ ５ 年 ３ 月

有 価 証 券 の う ち 、 仕 組 債 １ 銘 柄 （ 取 得 価 額 ６ に 、 運 用 方 針 や 債 券 等 の 保 有 割 合
０ ， ０ ０ ０ 千 円 ） に 含 み 損 失 が ４ １ ， ８ ９ ２ 制 限 等 を 定 め た 資 金 運 用 規 則 を 策
千 円 発 生 し て い る 。 確 た る 資 金 運 用 方 針 を も 定 し た と こ ろ で あ る 。 今 後 と も 、
た ず 、 当 面 の 高 金 利 を 受 け 取 る こ と が 可 能 な 本規則に基づいた運用に努める。
仕組債を購入したことは問題である。
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今 後 、 こ の よ う な 投 機 性 の 高 い 金 融 商 品 を
購 入 す る こ と が な い よ う 、 資 金 の 運 用 形 態 を
安 全 性 の 高 い 銘 柄 に 限 定 す る 旨 を 定 め た 有 価
証 券 運 用 規 程 等 の 明 確 な 方 針 を 策 定 す べ き で
ある。

⑥ 矢野館の使用料⑥ 矢野館の使用料⑥ 矢野館の使用料⑥ 矢野館の使用料
三 徳 園 内 に あ る 矢 野 館 が 同 窓 会 で 使 用 さ れ 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 に 、 財 団 に お い

る場合、使用料が収受されていない。 て 減 免 基 準 を 定 め た と こ ろ で あ る
県 か ら の 指 定 管 理 業 務 で あ る 「 岡 山 県 青 少 （ 知 事 承 認 ） 。 今 後 と も 減 免 が 必

年 農 林 文 化 セ ン タ ー 三 徳 園 指 定 管 理 業 務 仕 様 要 な 場 合 は 、 減 免 基 準 に 基 づ き 、
書 」 の 第 ６ 条 ３ 項 に お い て は 、 「 利 用 料 金 を 適正な処理を行う。
減 免 し よ う と す る 場 合 は 、 知 事 の 承 認 を 受 け
て 減 免 基 準 を 定 め る こ と 」 と さ れ て い る が 、
同 窓 会 が 使 用 す る 場 合 に 使 用 料 を 免 除 し て い
る 点 に つ い て は 知 事 の 承 認 を 受 け て い な い 。
減 免 す る の で あ れ ば 、 承 認 を 受 け る べ き で あ
る。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 同財団の自主財源確保① 同財団の自主財源確保① 同財団の自主財源確保① 同財団の自主財源確保
同 財 団 で は 、 現 状 に お い て 収 益 の ほ と ん ど 経 営 改 善 の た め の 中 ・ 長 期 計 画

が 県 か ら の 支 出 金 で 賄 わ れ て お り 、 同 財 団 独 を 作 成 し 、 県 と 協 議 を す る こ と と
自 の 自 主 財 源 は ほ と ん ど な い 。 県 の 行 政 改 革 し て い る こ と か ら 、 自 主 財 源 の 確
に お い て 今 後 も 相 当 の 支 出 削 減 が 予 想 さ れ る 保 に つ い て も 、 今 後 は 検 討 し て ま
こ と を 考 え る と 、 同 財 団 が こ の ま ま 県 の 依 存 いりたい。
度 の 高 い ま ま 事 業 運 営 し て い く こ と は 困 難 な
も の と 予 測 さ れ る 。 こ の た め 、 同 財 団 と し て
維 持 存 続 、 発 展 し て い く た め に は 自 主 財 源 の
確 保 に 早 急 に 努 め て い く 必 要 が あ る 。 体 験 学
習 農 園 は 現 在 無 料 と な っ て い る が 、 県 外 か ら
の 来 客 者 か ら は 入 場 料 を 徴 収 す る 等 の 方 法 も
検討していく必要があるものと考える。

② 宿泊施設のアピール方法② 宿泊施設のアピール方法② 宿泊施設のアピール方法② 宿泊施設のアピール方法
三 徳 園 及 び 体 験 学 習 農 園 に は 宿 泊 施 設 が あ 平 成 ２ ５ 年 度 か ら ホ ー ム ペ ー ジ

る が 、 利 用 を 増 加 さ せ る 余 地 が あ る 。 現 状 農 に お い て 、 財 団 が 桜 の 開 花 情 報 を
林 業 関 係 の 団 体 に 対 し て 誘 致 を 実 施 し た り し 掲 載 し 、 新 た な Ｐ Ｒ を 始 め た と こ
て い る が 、 広 告 宣 伝 の 方 法 を 工 夫 す れ ば 宿 泊 ろ で あ る が 、 こ れ 以 外 に も 過 去 の
客 が 増 加 す る 可 能 性 が あ る も の と 考 え る 。 宿 利 用 者 へ の 積 極 的 な 案 内 を 始 め 、
泊 代 金 は 同 財 団 に と っ て 貴 重 な 自 主 財 源 で あ パ ン フ レ ッ ト 配 布 な ど あ ら ゆ る 機
り 、 増 加 す る た め の 方 策 を 講 じ る 必 要 が あ る 会 を 通 じ て 、 利 用 率 向 上 を 図 っ て
ものと考える。 まいりたい。

③ 農地保有合理化事業における賃貸料③ 農地保有合理化事業における賃貸料③ 農地保有合理化事業における賃貸料③ 農地保有合理化事業における賃貸料
農 地 保 有 合 理 化 事 業 に お い て 、 同 財 団 は 、 農 地 の 賃 貸 借 に お け る 手 数 料 を

小 規 模 農 地 を 集 約 し て 大 規 模 化 を 図 る こ と を 徴 収 し て い な い と こ ろ で あ る が 、
目 的 と し て 、 農 地 の 取 得 ・ 売 却 と 転 貸 借 を 行 自 主 財 源 を 確 保 す る 観 点 か ら 、 今
っ て い る 。 農 地 を 取 得 ・ 売 却 す る 場 合 は 、 売 後手数料徴収について検討する。
主 ・ 買 主 の 双 方 か ら 手 数 料 を 収 受 し て い る
が 、 転 貸 借 の 場 合 は 、 賃 借 料 と 賃 貸 料 が 同 額
である。

賃 貸 借 の 場 合 で あ っ て も 取 得 ・ 売 却 の 時 と
同 様 に 同 財 団 の 事 務 費 用 を か け て 農 家 に 役 務
を 提 供 し て い る の で 、 取 得 ･ 売 却 と の 均 衡
上 、 及 び 同 財 団 の 自 主 財 源 を 確 保 す る 観 点 か
ら 、 借 地 料 に 一 定 の 手 数 料 を 加 算 し た 額 で 賃
貸することを検討するのが望ましい。
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④ 建物等の修繕計画の策定④ 建物等の修繕計画の策定④ 建物等の修繕計画の策定④ 建物等の修繕計画の策定
体 験 学 習 農 園 に は 、 農 村 の 伝 統 や 生 活 文 化 財 団 運 営 に つ い て 、 長 期 的 な 視

を 保 存 展 示 す る た め 、 県 内 各 地 の 代 表 的 な 民 点 に 立 っ た 経 営 改 善 が 重 要 だ と 考
家 を 移 築 も し く は 再 現 し て お り 、 ４ 棟 の か や え 、 財 団 に お い て 中 ・ 長 期 計 画 を
ぶ き 屋 根 の 建 物 が 存 在 す る 。 こ れ ら は い ず れ 作 成 し 、 県 と 協 議 す る こ と と し て
も 移 築 ・ 新 築 か ら 既 に 約 ３ ０ 年 が 経 過 し て い お り 、 修 繕 計 画 も 含 め て 検 討 し て
る 。 い ず れ は 老 朽 化 に 抜 本 的 に 対 応 す る 大 規 まいりたい。
模 修 繕 が 必 要 に な る も の と 思 わ れ る が 、 か や
ぶ き 屋 根 の 葺 き 替 え 等 の 大 規 模 修 繕 に 関 す る
計 画 が 策 定 さ れ て お ら ず 、 必 要 な 資 金 の 手 当
ても着手されていない。

か や ぶ き 屋 根 を 葺 き 替 え る 場 合 に は 多 額 の
資 金 が 必 要 に な る と 推 測 さ れ る こ と か ら 、 そ
れ ぞ れ の 建 物 に つ い て 実 施 予 定 時 期 の 年 次 計
画 、 必 要 な 費 用 の 見 積 り 及 び 必 要 資 金 の 調 達
方 法 を 網 羅 し た 修 繕 計 画 の 立 案 を 検 討 す る の
が望ましい。

２５．財団法人中国四国酪農大学校２５．財団法人中国四国酪農大学校２５．財団法人中国四国酪農大学校２５．財団法人中国四国酪農大学校

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 岡山県の出捐比率の誤り① 岡山県の出捐比率の誤り① 岡山県の出捐比率の誤り① 岡山県の出捐比率の誤り
設 立 当 初 か ら の 出 捐 台 帳 や 開 示 資 料 等 を 確 今 後 、 関 係 部 局 と も 協 議 ・ 調 整

認 し た と こ ろ 不 整 合 が み ら れ 、 岡 山 県 の 出 捐 し た 上 、 資 料 間 の 不 整 合 を 解 消 し
比 率 が ８ ５ ． ２ ％ で あ る の か ４ １ ． ４ ％ で あ ていくこととしている。
る の か 不 明 確 に な っ て い る 。 当 時 の 理 事 会 議
案 書 に よ れ ば ､ 当 該 資 産 総 額 を 現 物 出 捐 と
し 、 そ の う ち 基 本 財 産 が ６ ， ３ ５ １ 千 円 、 残
余 を 運 用 財 産 と 認 識 し て い る と 考 え る 。 こ れ
を 前 提 と す れ ば 、 県 の 出 捐 割 合 は 、 現 物 出 捐
５ １ ， ６ ０ ７ 千 円 に 基 づ き ８ ５ ． ２ ％ と 推 定
さ れ る 。 資 料 間 の 不 整 合 を 解 消 す べ き も の と
考える。

② 固定資産の計上区分誤り② 固定資産の計上区分誤り② 固定資産の計上区分誤り② 固定資産の計上区分誤り
現 在 同 法 人 で は 固 定 資 産 の 勘 定 科 目 に つ い 備 品 の 中 に 車 両 運 搬 具 と し て 計

て 建 物 、 工 作 物 、 備 品 の み 計 上 さ れ て い る 上 す べ き も の が あ っ た の で 、 平 成
が ､固 定 資 産 台 帳 を 通 査 し た と こ ろ 、 他 の 勘 ２ ５ 年 度 か ら 会 計 シ ス テ ム の 勘 定
定科目で計上すべきものが検出された。 科 目 に 車 両 運 搬 具 を 追 加 し 、 適 切

固 定 資 産 の 勘 定 科 目 を 改 め 適 切 な 原 価 計 算 に処理している。
を 行 う こ と で 、 経 営 管 理 に 資 す る と こ ろ か ら
適切に処理されたい。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 受益と負担の関係からみた不均衡の是正① 受益と負担の関係からみた不均衡の是正① 受益と負担の関係からみた不均衡の是正① 受益と負担の関係からみた不均衡の是正
出 捐 者 で あ る 構 成 他 県 へ 従 事 し た 卒 業 生 は 構 成 他 県 に 対 す る 財 政 的 支 援 の

約 半 数 を 占 め る が 、 出 捐 者 で あ る 他 県 か ら の 要 請 は 、 各 種 の 会 議 な ど 、 あ ら ゆ
補 助 金 支 出 が 全 く な い の は 、 受 益 と 負 担 の 関 る 機 会 を 捉 え て 要 請 し て い る と こ
係 か ら み て 明 ら か に 不 均 衡 で あ る 。 県 及 び 同 ろである。
法 人 は 他 の 構 成 県 に 対 し 、 負 担 を 積 極 的 に 求 な お 、 農 林 水 産 省 か ら は 、 新 規
め る べ き で は な い か と 考 え る 。 ま た 、 全 国 で 就 農 支 援 の 事 業 と し て 支 援 を 受 け
類 似 し た 農 業 学 校 と し て 日 本 農 業 実 践 学 園 ているところである。
（ 茨 城 県 ） 、 八 ヶ 岳 中 央 農 業 実 践 大 学 校 （ 長
野 県 ） が あ る が 、 一 部 国 か ら の 補 助 金 を 受 け
て い る と の こ と で あ る 。 国 か ら の 支 援 に つ い
て も 他 の 構 成 県 と と も に 積 極 的 に 働 き か け る
べきではないかと考える。
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② 固定資産実査の実施② 固定資産実査の実施② 固定資産実査の実施② 固定資産実査の実施
同 法 人 で は 固 定 資 産 を 管 理 す る 手 段 と し て 固 定 資 産 の 実 査 に 向 け 、 現 在 マ

固 定 資 産 台 帳 を 作 成 し て い る が 、 実 査 が 行 わ ニュアルを作成中である。
れ て い な い 。 今 後 は 、 固 定 資 産 の 実 査 に つ い
て マ ニ ュ ア ル 等 を 作 成 し 、 そ れ に 従 い 実 査 を
行っていく必要があるものと考える。

ま た 実 査 に よ っ て 現 物 の 老 朽 状 況 を 確 認 す
る こ と に よ り 、 修 繕 計 画 の 策 定 に も 役 立 つ 。
ま た 、 同 時 に 遊 休 資 産 の 有 無 を 確 認 し 、 資 産
の 有 効 活 用 、 除 売 却 の 必 要 性 を 検 討 す る 判 断
材 料 と も な る こ と か ら 積 極 的 に 取 り 組 ま れ た
い。

③ 県有資産の管理③ 県有資産の管理③ 県有資産の管理③ 県有資産の管理
同 法 人 で は 、 一 部 県 有 の 固 定 資 産 を 使 用 し 県 有 財 産 に つ い て も 、 財 産 管 理

て い る が 、 日 常 業 務 に お け る 担 当 者 レ ベ ル で 運 用 規 則 及 び 財 産 管 理 台 帳 に 基 づ
の 点 検 等 に 留 ま り 組 織 的 な 資 産 管 理 が な さ れ き 、 実 査 も 含 め た 適 切 な 管 理 に 努
て い な い 。 本 来 、 県 有 財 産 は 県 に 管 理 責 任 が めてまいりたい。
あ り 、 固 定 資 産 の 現 物 確 認 、 管 理 は 県 が 行 う
べ き で あ る が 、 長 期 に わ た り 貸 与 さ れ て い る
同 法 人 に お い て も 現 状 を 報 告 す る 義 務 が あ る
も の と 考 え る 。 す な わ ち 、 県 は 一 次 責 任 を 負
い 、 同 法 人 に 管 理 、 報 告 さ せ る 必 要 が あ り 、
ま た そ れ を 検 証 す べ き で あ る 。 同 法 人 は 二 次
責 任 を 負 い 、 使 用 者 と し て の 管 理 責 任 と 報 告
を行う必要がある。

そ の た め に 同 法 人 は 、 県 有 財 産 に つ い て も
管 理 規 程 を 定 め 、 台 帳 管 理 を 行 い 、 定 期 的 な
実 査 に よ り 資 産 の 現 状 を 把 握 す る こ と が 望 ま
しい。

④ 修繕計画の策定④ 修繕計画の策定④ 修繕計画の策定④ 修繕計画の策定
同 法 人 で は 、 旧 県 営 時 に 保 有 し て い た 固 定 中 長 期 的 な 視 点 に 立 っ た 修 繕 計

資 産 に つ い て 引 き 継 い で 使 用 し て い る が 、 耐 画 は 必 要 と 考 え て お り 、 平 成 ２ ９
用 年 数 を 超 え て 使 用 し て い る も の も あ り 、 今 年 度 を 目 途 と す る 中 期 運 営 計 画 の
後 現 有 資 産 の 使 用 に つ い て 中 長 期 的 な 視 点 に 中にもこの旨を盛り込んでいる。
立った修繕計画、投資計画が必要となる。 今 後 と も 、 計 画 的 な 設 備 更 新 に

両 計 画 と も 、 同 法 人 の 維 持 存 続 の た め に は 努めてまいりたい。
必 要 で あ り 、 ま た 資 金 的 手 当 て を 見 積 も る た
め に も 必 要 不 可 欠 の も の で あ る 。 加 え て 、 修
繕 計 画 を 策 定 す る 中 で 会 計 上 の 引 当 金 の 要 件
が 揃 う 状 況 が 生 じ る な ら ば 、 修 繕 引 当 金 等 の
科 目 に よ り 引 当 計 上 を す る 必 要 が あ る 点 に 留
意が必要である。

２６．株式会社岡山県食肉センター２６．株式会社岡山県食肉センター２６．株式会社岡山県食肉センター２６．株式会社岡山県食肉センター

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 投資有価証券の評価益の計上① 投資有価証券の評価益の計上① 投資有価証券の評価益の計上① 投資有価証券の評価益の計上
投 資 有 価 証 券 に 区 分 さ れ る Ｎ 株 式 に つ い て Ｎ 株 式 に つ い て は 、 平 成 ２ ５ 年

平 成 １ ７ 年 度 に お い て ９ ， ９ ４ ６ 千 円 の 評 価 ４ 月 に 所 有 株 の ほ ぼ ９ 割 を 売 却
益 が 計 上 さ れ て お り 、 以 降 当 該 評 価 益 を 含 ん し 、 売 却 益 を 営 業 外 収 益 に 計 上 し
だ 金 額 を 帳 簿 価 額 と し て 引 き 継 い で い る 。 売 ている。
却 等 に よ り 実 現 し て い な い 利 益 の 計 上 は 会 計
上認められておらず是正すべきである。

② 保険積立金の過大計上② 保険積立金の過大計上② 保険積立金の過大計上② 保険積立金の過大計上
同 会 社 が 受 取 人 と な っ て い る 従 業 員 生 命 保 是 正 に 向 け 顧 問 税 理 士 と 検 討 し

険 に つ い て 、 各 月 の 保 険 料 支 払 額 が 全 額 資 産 ているところである。
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計 上 さ れ て い た が 、 受 取 人 が 会 社 で あ る 従 業
員 生 命 保 険 は 、 資 産 計 上 す べ き 額 と 費 用 処 理
す べ き 額 に 適 正 に 分 け て 計 上 す る 必 要 が あ
る ｡一 部 費 用 計 上 す べ き 額 が 資 産 計 上 さ れ て
い た た め 、 資 産 が 過 大 計 上 と な っ て お り 、 是
正すべきものと考える。

③ 貸借対照表の表示③ 貸借対照表の表示③ 貸借対照表の表示③ 貸借対照表の表示
取 引 先 で あ る （ 株 ） Ｋ 社 は 、 平 成 １ ４ 年 度 是 正 に 向 け 顧 問 税 理 士 と 検 討 し

中 に 民 事 再 生 法 適 用 を 申 し 立 て 、 以 降 民 事 再 ているところである。
生 計 画 ど お り 同 会 社 の 保 有 す る 滞 留 債 権 は 順
次 回 収 さ れ て い る 。 し か し な が ら 、 （ 株 ） Ｋ
社 に 対 す る 債 権 は 回 収 ま で に ５ 年 超 を 要 す る
が 、 流 動 資 産 の 売 掛 金 と し て 表 示 さ れ た ま ま
貸 倒 引 当 金 も 計 上 さ れ て い な い 。 貸 借 対 照 表
の 表 示 上 、 破 産 更 生 等 債 権 と し て 表 示 し 、 同
額 貸 倒 引 当 金 の 計 上 が 必 要 で あ る も の と 考 え
る。

④ 長期滞留債権④ 長期滞留債権④ 長期滞留債権④ 長期滞留債権
同 会 社 に は 長 期 滞 留 し て い る 債 権 が あ り 、 現 時 点 で は 未 処 理 で あ る が 、 将

貸 倒 引 当 金 を ５ ０ ％ 引 き 当 て て い る 。 内 容 は 来 的 に 財 務 状 況 が 好 転 す れ ば 、 債
以下の通りである。 権 を 償 却 し 損 失 処 理 を す る 予 定 と

Ａ社： している。
売掛金残高 ７，６４１千円
資金化未決済小切手 ２，１００千円
不渡り小切手 １，２００千円

Ａ 社 は 平 成 １ ４ 年 度 か ら 支 払 い が 遅 延 し 始
め 平 成 １ ７ 年 ６ 月 に は 取 引 を 停 止 し て い る 。
平 成 １ ８ 年 度 ま で 交 渉 を 続 け て き た が 、 現 在
は 連 絡 手 段 が な い 状 態 で あ る 。 ま た 、 民 間 の
調 査 機 関 の 報 告 で は 銀 行 取 引 が 停 止 し て い る
ことが確認されている。

Ｂ社：
売掛金残高 ３，０６５千円
受取手形 ９１４千円
特別会員出資金 １００千円

同 会 社 で は 平 成 ２ ０ 年 ５ 月 ７ 日 に 、 Ｂ 社 の
自 己 破 産 に 関 す る 資 料 を 岡 山 地 方 裁 判 所 よ り
入 手 し て お り 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ ５ 日 付 で 破
産確定していることを確認している。

上 記 ２ 社 に 対 す る 債 権 に つ い て は 、 実 質 的
に 回 収 不 能 の 状 態 で あ り 、 債 権 の 資 産 性 が 認
め ら れ な い こ と か ら 、 損 失 処 理 す べ き で あ
る ｡

⑤ 退職給付引当金⑤ 退職給付引当金⑤ 退職給付引当金⑤ 退職給付引当金
同 会 社 に は 従 業 員 が ５ １ 名 在 籍 し て い る 平 成 ２ ６ 年 度 か ら の 積 立 て に 向

が ､退 職 給 付 引 当 金 を 計 上 し て い な い 。 今 後 け て 、 詳 細 を 税 理 士 と 検 討 す る こ
は 毎 期 末 に 期 末 要 支 給 額 に 基 づ い て 退 職 給 付 ととしている。
引当金を計上すべきである。

⑥ 減価償却費の計上⑥ 減価償却費の計上⑥ 減価償却費の計上⑥ 減価償却費の計上
有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 は 、 取 得 価 額 の 適 正 な 処 理 に 向 け て 、 税 理 士 に

５ ％ ま で 償 却 し た 時 点 で 償 却 を 終 了 し て い る 相談しているところである。
が ､ 法 人 税 法 上 、 残 存 簿 価 （ ９ ， ３ １ ０ 千
円 ） を ５ 年 で 均 等 償 却 す る こ と が 認 め ら れ て
い る 。 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 め ら れ る 会 計 処 理
と し て も 、 残 存 簿 価 を 法 人 税 法 の 規 定 に 基 づ
き ５ 年 で 均 等 償 却 す べ き と 解 さ れ て い る 。 よ
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っ て 前 年 度 ま で の ５ 年 間 各 年 度 で １ ． ８ 百 万
円程度費用が過少になっている。

⑦ 取締役会の開催⑦ 取締役会の開催⑦ 取締役会の開催⑦ 取締役会の開催
取 締 役 会 は ３ 箇 月 に １ 回 以 上 開 催 さ れ る 必 平 成 ２ ５ 年 度 は 、 既 に ３ 回 開 催

要 が あ る 。 同 会 社 で は 定 期 取 締 役 会 は 会 社 法 し て い る 。 年 度 中 に 合 計 ４ 回 開 催
で 定 め ら れ て い る 取 締 役 会 の 頻 度 及 び 回 数 を する予定としている。
満 た し て い な い 。 今 後 は 適 時 の 情 報 共 有 の た
め に も 、 ３ 箇 月 に １ 回 以 上 取 締 役 会 を 開 催 す
る必要がある。

⑧ 各種規程⑧ 各種規程⑧ 各種規程⑧ 各種規程
経 理 規 程 ・ 固 定 資 産 管 理 規 程 ・ 職 務 分 掌 規 随時整備する予定としている。

程 が 定 め ら れ て い な い 。 こ れ ら の 規 程 は 会 社
運 営 に あ た り 重 要 で あ る こ と か ら 早 急 に 制 定
す べ き で あ る 。 さ ら に 、 現 在 存 在 す る そ の 他
の 規 程 に つ い て も 、 定 期 的 な 見 直 し が 実 施 さ
れ て お ら ず 、 現 状 と 整 合 し な い 規 程 も 存 在 す
る こ と か ら 、 全 体 的 に 規 程 の 見 直 し を 図 る べ
きである。

⑨ 現金実査⑨ 現金実査⑨ 現金実査⑨ 現金実査
１ 階 の 金 庫 及 び ２ 階 の 金 庫 で 現 金 を 管 理 し 鉛 筆 書 き か ら ボ ー ル ペ ン 等 に 変

て い る 。 １ 階 の 金 庫 と ２ 階 の 金 庫 の そ れ ぞ れ 更 す る な ど 、 指 摘 事 項 に つ い て は
を 別 の 担 当 者 が 毎 日 実 査 し て い る も の の 、 そ 既に是正済みである。
の 結 果 は 鉛 筆 で 記 入 さ れ て お り 、 書 き か え る
こ と が 可 能 な 状 態 で あ る 。 さ ら に 、 担 当 者 の
押 印 が な く 責 任 の 所 在 が 不 明 確 で あ る と 共
に ､他 の 担 当 者 に よ る 二 重 検 証 も 実 施 さ れ て
い な い 。 今 後 は 、 実 査 の 結 果 は ボ ー ル ペ ン 等
書 き 換 え 不 能 な も の で 記 入 し 、 担 当 者 が わ か
る よ う に 押 印 を す る と 共 に 、 定 期 的 に 他 者
（ 可 能 で あ れ ば 上 席 者 が 望 ま し い ） に よ る 二
重検証を実施すべきである。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 金融機関からの借入金に対する代表取締役① 金融機関からの借入金に対する代表取締役① 金融機関からの借入金に対する代表取締役① 金融機関からの借入金に対する代表取締役
個人からの債務保証受入個人からの債務保証受入個人からの債務保証受入個人からの債務保証受入

同 会 社 の 金 融 機 関 借 入 金 （ 平 成 ２ ４ 年 ３ 月 同 会 社 は 、 県 営 食 肉 市 場 の 一 端
末 残 高 １ １ ８ ， ７ ６ ０ 千 円 ） に 対 し て 、 民 間 を 担 っ て お り 、 そ の 重 要 性 は 十 分
出 身 の 同 会 社 代 表 取 締 役 個 人 か ら 債 務 保 証 を 認 識 し て お り 、 何 ら か の 方 法 を 検
受 け 入 れ て い る （ 極 度 額 ２ ０ ０ 百 万 円 ） 。 討 し た い と 考 え る が 、 県 が 信 用 補
リ ー マ ン シ ョ ッ ク 以 降 信 用 状 態 が 悪 化 し た 同 完 す る こ と に つ い て は 解 決 す べ き
会 社 に 対 し 、 県 は 補 助 金 や 負 担 金 等 の 資 金 援 課題もあり、慎重に対処すること
助 は せ ず 、 自 立 再 建 を 促 し た こ と は 評 価 で き としている。
る。

し か し な が ら 、 県 を は じ め 全 農 連 な ど 同 会
社 へ の 債 務 保 証 行 為 が で き な い 団 体 で 株 主 が
構 成 さ れ て い る と は い え 、 同 会 社 は 地 元 畜 産
農 家 の 保 護 と 県 産 食 肉 の 安 定 供 給 を 行 う 目 的
で 、 目 先 の 採 算 に 囚 わ れ ず 食 肉 地 方 卸 売 市 場
で 食 肉 の 買 い 手 と し て も 参 加 し て い る な ど 、
公的な性格の強い団体である。

同 会 社 が 陥 っ た 信 用 不 安 を 民 間 出 身 の 代 表
取 締 役 社 長 の 個 人 保 証 に よ り 補 完 さ せ る こ と
は 、 県 の 姿 勢 と し て 適 切 と は い え な い と 考 え
る 。 県 と し て 同 会 社 の 信 用 補 完 の 方 策 を 検 討
すべきものと考える。
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２７．岡山県漁業信用基金協会２７．岡山県漁業信用基金協会２７．岡山県漁業信用基金協会２７．岡山県漁業信用基金協会

（１）意見（１）意見（１）意見（１）意見

① 団体としての存続意義① 団体としての存続意義① 団体としての存続意義① 団体としての存続意義
同 協 会 は 、 金 融 機 関 の 中 小 漁 業 者 等 に 対 す 当 協 会 は 、 中 小 漁 業 融 資 保 証 法

る 貸 付 け 等 に つ い て 、 そ の 債 務 を 保 証 す る こ に 基 づ き 、 漁 業 経 営 に 必 要 な 資 金
と に よ り 、 資 金 の 融 通 を 円 滑 に し 、 中 小 漁 業 の 融 通 を 円 滑 に す る た め 、 そ の 債
の 振 興 を 図 る こ と を 設 立 目 的 と し て い る が 、 務 を 保 証 す る こ と を 主 な 目 的 と し
近 年 県 の 漁 業 人 口 は 減 少 し て お り 、 当 該 事 業 て設立された法人である。
を 行 う た め だ け に 外 郭 団 体 を 設 け る 必 要 性 が 協 会 の 保 証 業 務 が 減 少 し て い る
あるか疑問の余地がある。 中 で も 、 需 要 あ る 限 り 中 小 漁 業 者

平 成 ２ ３ 年 度 の 収 益 の 内 訳 の 主 な も の は 、 に 対 す る 保 証 は 必 要 で あ る こ と か
事 業 収 入 と し て の 保 証 料 収 入 ７ ８ １ 千 円 、 財 ら 、 平 成 ２ ５ 年 ７ 月 の 理 事 会 に お
務 収 益 と し て の 有 価 証 券 利 息 ６ ， ９ ０ ５ 千 い て 、 一 般 社 団 法 人 漁 業 信 用 基 金
円 ､そ の 他 ３ ３ ４ 千 円 で あ る 。 自 主 財 源 と し 中 央 会 が 主 催 す る 広 域 合 併 勉 強 会
て の 事 業 収 入 で あ る 保 証 料 収 入 も 、 平 成 ２ ３ の参加を決定したところである。
年 度 に お い て ２ 件 し か 新 規 保 証 の 発 生 が な か
っ た た め に 低 水 準 に な っ て い る 。 現 状 で は 、
財 務 収 益 に よ り 同 協 会 の 運 営 が 賄 わ れ て お
り 、 本 業 と し て の 事 業 収 入 が 陰 に 隠 れ て い る
状 況 で あ る 。 自 主 財 源 を 確 保 す る た め に 事 業
収 入 を 増 や す 必 要 は あ る も の の 、 上 記 の よ う
な 漁 業 市 場 の 縮 小 や 後 継 者 不 足 に よ る 漁 業 人
口 の 減 少 及 び 昨 今 の 低 金 利 時 代 や 貸 付 制 度 の
多 様 化 で 、 新 規 保 証 貸 付 が で き て い な い 。 こ
の こ と を 考 え れ ば 、 信 用 保 証 を 行 っ て い く た
め だ け に 同 協 会 が 存 続 す る 必 要 性 に つ い て 疑
義 を 持 た ざ る を 得 な い 。 漁 業 の 振 興 の た め
に 、 保 証 業 務 の 存 続 意 義 は あ る と し て も 、 同
協 会 が 借 入 を し て ま で 事 業 を 行 う ほ ど の 規 模
や効果は得られていないと考える。

設 立 当 初 の 経 済 環 境 か ら 大 き く 変 化 し た 現
在 に お い て は 、 近 隣 他 県 に あ る 同 様 の 協 会 と
の 統 合 も 視 野 に 入 れ る な ど 業 務 の 効 率 化 を 図
っ た 上 で 事 業 運 営 を 行 う べ き と 考 え る 。 県 と
し て は 、 漁 業 信 用 基 金 中 央 会 の 広 域 合 併 の 議
論 を 進 め な が ら も 、 一 方 で 県 内 の 漁 業 振 興 を
図 る 必 要 性 が あ る こ と か ら 、 独 自 に 対 応 す る
必要がある。

融 資 と い う 観 点 か ら 考 え た 場 合 、 県 内 の 他
の 信 用 保 証 し て い る 外 郭 団 体 と の 業 務 統 合 も
一 案 と し て 挙 げ ら れ よ う 。 債 務 保 証 と い う サ
ー ビ ス に は 違 い な く 、 サ ー ビ ス を 統 合 す る 方
が 保 証 に 対 す る ノ ウ ハ ウ も 蓄 積 さ れ よ り 充 実
した検証体制が構築できるものと考える。

② 情報公開② 情報公開② 情報公開② 情報公開
同 協 会 は 、 そ の 事 業 活 動 に つ い て の 情 報 公 法 人 の 概 況 、 事 業 報 告 及 び 事 業

開 が な さ れ て い な い 。 県 の 外 郭 団 体 で あ り 、 計 画 の 概 要 は 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ で
団 体 と し て 存 続 す る 以 上 、 県 民 へ の 説 明 責 任 毎 事 業 年 度 公 開 し て お り 、 必 要 な
があり、情報公開に努める必要がある。 情 報 公 開 は な さ れ て い る と 考 え

る。

③ 中長期経営計画の策定③ 中長期経営計画の策定③ 中長期経営計画の策定③ 中長期経営計画の策定
中 長 期 経 営 計 画 の 計 算 書 は 作 成 さ れ て は い 中 長 期 経 営 計 画 は 今 後 ５ カ 年 の

る も の の 、 行 動 計 画 等 に 基 づ か な い 計 算 書 で 行 動 計 画 に つ い て 示 し た も の で あ
あ る た め に 計 画 が 形 骸 化 し て お り 、 管 理 上 意 る が 、 情 勢 の 変 化 に 応 じ て 内 容 を
味をなさないものになっている。 精 査 し 、 計 画 の 修 正 の 必 要 が あ る
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同 協 会 を 存 続 さ せ て い く た め に は 、 中 長 期 場 合 は 、 適 宜 対 応 し て ま い り た
ビ ジ ョ ン を 立 て て そ れ に 基 づ く 計 画 を 策 定 い。
し ､実 績 と の 比 較 を 行 っ て い く こ と に よ り 事
業運営を管理していく必要がある。

④ 債務保証の審査④ 債務保証の審査④ 債務保証の審査④ 債務保証の審査
債 務 保 証 の 審 査 に あ た っ て は 、 岡 山 県 漁 業 平 成 ２ ４ 年 １ ２ 月 か ら 審 査 基 準

信 用 基 金 協 会 業 務 方 法 書 （ 以 下 、 「 方 法 書 」 の 内 容 に つ い て チ ェ ッ ク リ ス ト を
と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 岡 山 県 漁 業 作 成 し 、 同 委 員 会 で の 審 査 時 に 使
信 用 基 金 協 会 債 務 保 証 審 査 基 準 （ 以 下 、 「 審 用 し 、 議 事 録 と 併 せ て 保 管 す る こ
査 基 準 」 と い う 。 ） に よ り 、 そ の 適 否 を 定 め と に よ り 、 審 査 内 容 が わ か る よ う
る も の と し て い る 。 ま た 、 そ の 際 に は 債 務 保 改善したところである。
証 審 査 委 員 会 規 程 の 定 め に 従 い 、 岡 山 県 漁 業
信 用 基 金 協 会 債 務 保 証 審 査 委 員 会 （ 以 下 、
「 同 委 員 会 」 と い う 。 ） に よ る 合 議 体 に お い
て調査審議しその結果を導いている。

同 委 員 会 の 議 事 録 を 査 閲 し た と こ ろ 、 審 査
を し た 事 実 は 伺 う こ と は で き る も の の 、 具 体
的 に ど の よ う に 審 査 し た の か 客 観 的 に 不 明 で
あ っ た 。 方 法 書 や 審 査 基 準 に 準 拠 し て 審 査 手
続 が 実 施 さ れ て い る こ と を 客 観 的 に 把 握 す る
た め に も 、 審 査 手 続 の チ ェ ッ ク リ ス ト を 作 成
し保管しておくべきである。

２８．財団法人岡山県水産振興協会２８．財団法人岡山県水産振興協会２８．財団法人岡山県水産振興協会２８．財団法人岡山県水産振興協会

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 海難予防対策事業にかかる助成金給付申請① 海難予防対策事業にかかる助成金給付申請① 海難予防対策事業にかかる助成金給付申請① 海難予防対策事業にかかる助成金給付申請
書書書書

海 難 予 防 対 策 事 業 は 、 海 難 予 防 設 備 の 購 入 平 成 ２ ４ 年 度 申 請 分 か ら 申 請 内
に か か る 費 用 の 一 部 を 助 成 す る 事 業 で あ り 、 容 の 審 査 に 当 た り 、 各 書 類 の 整 合
岡 山 県 下 に あ る ２ ０ の 漁 業 協 同 組 合 か ら 毎 年 性 を 図 る よ う 改 善 し た と こ ろ で あ
申 請 書 が 提 出 さ れ 、 こ れ に 基 づ き 助 成 金 が 交 る。
付される。

２ 漁 業 協 同 組 合 か ら の 申 請 書 に つ い て 、 申
請 書 の 様 式 間 で 不 整 合 が 見 ら れ た 。 助 成 金 の
交 付 は 、 実 際 の 購 入 実 績 に 基 づ き 実 施 さ れ て
い る た め 交 付 金 額 そ の も の に 問 題 は な い が 、
申 請 書 類 は 、 助 成 金 交 付 決 定 を す る 上 で 重 要
な 書 類 と な る た め 、 各 書 類 の 整 合 性 を 確 認
し ､交付決定を実施すべきである。

② 賞与引当金の計上② 賞与引当金の計上② 賞与引当金の計上② 賞与引当金の計上
職 員 給 与 規 程 に よ れ ば 、 賞 与 は 夏 季 ６ 月 、 平 成 ２ ５ 年 度 決 算 か ら 、 必 要 な

冬 季 １ ２ 月 、 そ し て 年 度 末 で あ る ３ 月 に 支 給 引 当 金 を 計 上 す る こ と と し て い
さ れ る 。 夏 季 賞 与 の 計 算 期 間 は １ ２ 月 １ 日 か る。
ら ５ 月 ３ １ 日 と な っ て い る 。 適 切 な 期 間 損 益
を 把 握 す る た め 、 年 度 末 に お い て 夏 季 賞 与 支
給 見 込 額 の ４ カ 月 分 （ １ ２ 月 か ら ３ 月 分 ） を
賞与引当金として計上する必要がある。

③ 家族（扶養）手当③ 家族（扶養）手当③ 家族（扶養）手当③ 家族（扶養）手当
同 協 会 の 職 員 給 与 規 程 で は 家 族 手 当 に つ い 本 指 摘 は 、 規 程 改 定 時 の 修 正 漏

て 「 家 族 手 当 は 県 に 準 ず る 」 と 規 定 し て い れ に よ る も の で あ り 、 協 会 で は 平
る ｡し か し 、 同 協 会 の 家 族 手 当 と 県 の 扶 養 手 成 ２ ２ 年 ９ 月 か ら 県 に 準 じ な い 独
当 を 比 較 す る と 乖 離 が 生 じ て い る 。 職 員 給 与 自 の 規 程 を 策 定 し て い る こ と か
規 程 に 「 県 に 準 ず る 」 と 記 載 が あ る 以 上 は 、 ら 、 職 員 給 与 規 程 に 記 載 さ れ た
職 員 給 与 規 程 の 見 直 し を 行 い 、 乖 離 を 解 消 す 「 県 に 準 ず る 」 を 削 除 し て 対 応 し
べきである。 たところである。
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（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 漁業操業安全対策事業にかかる助成金額① 漁業操業安全対策事業にかかる助成金額① 漁業操業安全対策事業にかかる助成金額① 漁業操業安全対策事業にかかる助成金額
漁 業 操 業 安 全 対 策 事 業 に か か る 助 成 金 に つ 平 成 ２ ５ 年 度 か ら 事 業 計 画 書 承

い て 、 決 定 の 具 体 的 な 方 針 及 び そ の 金 額 に つ 認 の 際 に 各 助 成 金 の 助 成 内 容 及 び
い て 明 文 化 さ れ た も の は 存 在 し な か っ た 。 助 助 成 単 価 に つ い て 理 事 会 で 明 文 化
成 金 額 は 同 協 会 独 自 で 決 定 で き る も の で あ る し 、 そ の 結 果 を 各 組 合 に 通 知 し た
が 、 そ の 決 定 に あ た り 恣 意 性 の 介 入 を 防 ぐ た ところである。
め に も 助 成 金 額 算 出 の 具 体 的 な 方 針 及 び 金 額
算定基準を明文化するほうが望ましい。

② 中間育成事業応札にかかる決裁方法② 中間育成事業応札にかかる決裁方法② 中間育成事業応札にかかる決裁方法② 中間育成事業応札にかかる決裁方法
同 協 会 は 岡 山 県 か ら 尻 海 、 大 畠 、 寄 島 の ３ 平 成 ２ ５ 年 度 受 託 事 業 に 係 る 入

箇 所 の 中 間 育 成 場 に お け る 放 流 用 種 苗 の 中 間 札 の 内 部 決 裁 か ら 、 積 算 の 根 拠 を
育 成 、 配 布 及 び 各 中 間 育 成 場 並 び に 付 帯 施 設 添 付 し て 決 裁 を 行 う よ う 改 善 し た
の保守・管理業務を受託している。 ところである。

中 間 育 成 事 業 に か か る 一 般 競 争 入 札 へ の 参
加 に 先 立 ち 、 同 協 会 は 入 札 参 加 の 可 否 及 び そ
の 金 額 に つ い て 内 部 決 裁 を 取 っ て い る 。 し か
し 、 決 裁 資 料 に は 入 札 予 定 金 額 総 額 に つ い て
の 情 報 が 記 載 さ れ て い る の み で 、 ど の よ う な
過 程 で 当 該 入 札 予 定 金 額 が 決 定 し た か を 示 す
積 算 資 料 の 添 付 が な さ れ て い な い 。 積 算 資 料
は 入 札 の 可 否 及 び 入 札 予 定 額 の 妥 当 性 に つ い
て 判 断 資 料 と な る も の で あ る た め 、 積 算 資 料
を添付して決裁を行うべきである。

③ 中間育成事業にかかる餌料費支出③ 中間育成事業にかかる餌料費支出③ 中間育成事業にかかる餌料費支出③ 中間育成事業にかかる餌料費支出
中 間 育 成 事 業 で 使 用 し た 餌 代 と し て 、 平 成 受 託 期 間 中 に 使 用 し な い 餌 料 や

２ ４ 年 ３ 月 期 に ４ ， ２ ５ ９ 千 円 の 餌 料 費 が 計 物 品 の 購 入 を 行 わ な い よ う に す る
上 さ れ て い る 。 こ の う ち 、 ２ ， ４ ４ ９ 千 円 に と と も に 、 平 成 ２ ４ 年 度 に つ い て
関しては未使用となっている。 は 、 未 使 用 分 の 委 託 額 を 減 額 し て

年 度 末 に お い て 未 使 用 の 餌 料 在 庫 を 把 握 す 対 応 し た と こ ろ で あ る 。 こ れ に よ
る と と も に 、 未 使 用 物 に 関 す る 取 扱 い を 県 と り 、 平 成 ２ ３ 年 度 末 に 発 生 し て い
協議すべきである。 た 餌 料 在 庫 は 解 消 さ れ た と こ ろ で

ある。

④ 中長期経営計画の策定④ 中長期経営計画の策定④ 中長期経営計画の策定④ 中長期経営計画の策定
翌 期 の 事 業 計 画 を 作 成 し て い る の み で 、 中 現 在 、 協 会 運 営 の 今 後 の 方 向 性

長 期 経 営 計 画 の 策 定 は 行 っ て な い 。 同 協 会 の に つ い て 検 討 を 行 っ て い る と こ ろ
主 た る 財 源 と な る の は 基 本 財 産 運 用 益 で あ る で あ り 、 そ の 結 果 を 踏 ま え 、 中 長
が 、 依 然 と し て 金 利 水 準 が 低 調 に 推 移 し 、 同 期計画の策定について検討する。
協 会 の 運 営 は 厳 し い 状 況 に あ る と い え る 。 こ
の よ う な 状 況 下 で 中 長 期 的 な 視 野 で 同 協 会 と
し て の 行 動 指 針 や 行 動 計 画 を 定 め る の は 、 今
後 、 同 協 会 を 継 続 的 に 運 営 す る た め に 有 用 で
あ る と い え る 。 基 本 財 産 を 有 効 に 活 用 し 、 継
続 的 に 事 業 を 実 施 し て い く た め に も 中 長 期 経
営計画の策定を検討されたい。

⑤ 県中間育成事業⑤ 県中間育成事業⑤ 県中間育成事業⑤ 県中間育成事業
県 は 県 栽 培 漁 業 基 本 計 画 に 基 づ き 種 苗 の 中 平 成 ２ ４ 年 度 か ら 、 協 議 会 内 で

間 育 成 事 業 を 実 施 し 、 こ れ を 同 協 会 に 委 託 し の 負 担 金 に 係 る 協 議 の 際 は 、 入 札
て い る 。 中 間 育 成 事 業 に か か る 費 用 の う ち ２ 参 加 予 定 者 を 退 席 さ せ る と と も
分 の １ を 沿 岸 市 町 村 及 び 関 連 漁 業 団 体 が 負 担 に 、 各 委 員 に 対 し て 資 料 の 取 扱 い
す る こ と に な っ て い る た め 、 年 間 の 行 動 計 画 に つ い て 厳 重 な 管 理 を 依 頼 し た と
を 岡 山 県 栽 培 漁 業 推 進 協 議 会 で 示 し て い る 。 ころである。
負 担 金 を 負 担 す る 市 町 村 及 び 関 連 漁 業 団 体 の
理 解 を 得 る た め に は 具 体 的 な 説 明 は 必 要 で あ



- 42 -

る が 、 結 果 と し て 中 間 育 成 事 業 に か か る 県 年
間予算規模がわかる状況となっている。

岡 山 県 栽 培 漁 業 推 進 協 議 会 へ は 、 中 間 育 成
事 業 入 札 の 参 加 予 定 者 の 出 席 も あ る こ と か
ら ､現 状 に つ い て 県 と し て の 方 策 を 考 え る べ
きである。

２９．社団法人おかやまの森整備公社２９．社団法人おかやまの森整備公社２９．社団法人おかやまの森整備公社２９．社団法人おかやまの森整備公社

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 委託検討過程の資料の整備① 委託検討過程の資料の整備① 委託検討過程の資料の整備① 委託検討過程の資料の整備
同 公 社 で は 平 成 １ ７ 年 度 よ り 随 意 契 約 か ら 公 社 事 業 に つ い て は 、 現 地 精 通

競 争 入 札 に 積 極 的 に 切 り 替 え る 取 組 を 実 施 者 し か 実 施 で き な い 境 界 確 認 事 業
し ､平 成 １ ７ 年 度 で は 全 業 務 委 託 契 約 の う ち や 競 争 入 札 に 付 し た に も か か わ ら
随 意 契 約 が ９ ９ ． ３ ％ を 占 め て い た も の が 平 ず 落 札 者 の な い 事 業 を 除 き 、 原 則
成 ２ ３ 年 度 で は 全 業 務 委 託 契 約 ２ ５ １ 件 の う と し て 競 争 入 札 を 実 施 し て い る と
ち 随 意 契 約 が ５ ３ 件 ２ １ ． １ ％ と 競 争 入 札 に こ ろ で あ り 、 引 き 続 き 、 競 争 性 の
よる契約が進んでいる。 確 保 を 通 じ た 事 業 費 の 削 減 に 努 め

し か し な が ら 、 随 意 契 約 の 落 札 率 は 平 均 で る。
９ ７ ． ８ ％ と 、 指 名 競 争 入 札 、 一 般 競 争 入 札 ま た 、 プ ロ ポ ー ザ ル 形 式 に よ る
と 比 べ 、 若 干 高 い 値 と な っ て い る た め 、 更 な 随 意 契 約 事 業 （ 地 域 の 事 業 者 か ら
る 競 争 入 札 の 実 施 に よ り 、 経 済 合 理 性 を 追 求 の 提 案 に よ っ て 、 他 の 私 有 林 を 含
することが望まれる。 め て 一 体 的 に 実 施 す る 「 提 案 型 収

除 伐 ・ 間 伐 作 業 、 作 業 路 の 新 設 ・ 整 備 に か 穫 事 業 」 で 、 提 案 内 容 を 適 当 と 判
か る 業 務 委 託 に つ い て 平 成 ２ ３ 年 度 に お い て 断 し た 場 合 に は 、 提 案 者 に 随 意 契
１ ６ 件 の プ ロ ポ ー ザ ル 形 式 に よ る 随 意 契 約 が 約 で 委 託 し て 事 業 を 実 施 す る 。 ）
行 わ れ た が 、 内 部 で 契 約 に 係 る 提 案 に つ い て に つ い て は 、 契 約 の 透 明 性 を 確 保
の 検 討 委 員 会 は 設 置 さ れ 検 討 は な さ れ て い る す る た め に も 、 検 討 過 程 の 記 録 を
も の の 、 委 員 会 の 会 議 録 や 評 定 表 は 残 し て い 適切に整備する。
な い 。 プ ロ ポ ー ザ ル 形 式 の 性 質 上 、 提 案 計 画
の 有 効 性 、 経 済 性 等 の 検 討 段 階 に お い て 恣 意
性 が 介 入 す る 可 能 性 が あ る こ と か ら 、 契 約 の
透 明 性 を 担 保 す る た め に も 検 討 過 程 に つ い て
は明確に記録を残すべきである。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 森林資産全体の回収能力情報の開示① 森林資産全体の回収能力情報の開示① 森林資産全体の回収能力情報の開示① 森林資産全体の回収能力情報の開示
同 公 社 の 総 資 産 ６ ７ ， ９ ６ ３ 百 万 円 の う 森 林 資 産 を 立 木 販 売 に 適 し た 時

ち ､森 林 資 産 勘 定 残 高 は ６ ５ ， ８ ３ ５ 百 万 円 期 ま で 育 成 し た と き の 資 金 回 収 見
（ い ず れ も 平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 現 在 ） と 大 込 額 に つ い て は 、 林 業 公 社 会 計 基
半 を 占 め る 。 森 林 資 産 の 立 木 販 売 に 適 し 主 伐 準 に 基 づ く 財 務 諸 表 に は 記 載 さ れ
す る 時 期 は 同 公 社 で は ５ ０ 年 生 と さ れ て い る て い な い も の の 、 公 社 長 期 経 営 計
が 、 同 公 社 保 有 の 森 林 資 産 は ４ ５ 年 生 以 下 の 画 に お け る 伐 採 収 入 額 と し て 計 算
も の が ９ ２ ． ９ ％ を 占 め る 。 す な わ ち 、 同 公 し、公表されている。
社 が 扱 う 森 林 資 産 の 林 齢 は ま だ 低 く 立 木 販 売 今 後 と も 、 県 民 に 対 し て 、 分 か
の ピ ー ク を 迎 え る に は 、 ま だ １ ５ 年 ほ ど の 歳 りやすい情報開示に努める。
月を要するのである。

一 方 、 素 材 価 格 は 、 昭 和 ５ ５ 年 を ピ ー ク と
し て 長 期 低 落 傾 向 に あ り 、 平 成 ２ ２ 年 の 価 格
を 昭 和 ５ ５ 年 と 比 較 す る と 、 ス ギ は 約 ３
０％、ヒノキは約２８％に減少している。

同 公 社 は 、 事 業 資 金 を 借 り 入 れ 、 約 半 世 紀
後 に 分 収 さ れ た 収 入 を も っ て 、 そ の 事 業 期 間
に 投 下 さ れ て き た 実 事 業 費 を 回 収 す る と い っ
た 超 長 期 間 で １ サ イ ク ル の 事 業 構 造 と な っ て
いる。

こ の よ う な 事 業 構 造 で あ る か ら 、 県 民 の 関
心 は 、 森 林 資 産 が 立 木 販 売 に 適 し た 時 期 ま で
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育 成 し 、 現 在 の 素 材 価 格 で 販 売 し た と 仮 定 し
て 得 ら れ る 資 金 回 収 見 込 額 は 、 こ れ ま で に 要
し た コ ス ト 総 額 （ 森 林 資 産 勘 定 残 高 ） と 比 較
し て 見 合 う も の で あ る の か 等 に あ る も の と 考
える。

し か し な が ら 、 林 業 公 社 会 計 基 準 に 基 づ い
て 回 収 能 力 の 開 示 が 要 求 さ れ て い る の は 、 標
準 伐 期 に 達 し た 森 林 資 産 に つ い て の み で あ
り ､大 半 を 占 め る 標 準 伐 期 未 満 の 森 林 資 産 に
つ い て は 特 に 要 求 さ れ て い な い こ と か ら 、 開
示 は 行 っ て い な い が 、 全 森 林 資 産 に つ い て 伐
期 に 達 し た も の と 仮 定 し た 試 算 結 果 を 積 極 的
に開示することが望ましいと考える。

② 県借入金の償還可能性と適時な計画の修正② 県借入金の償還可能性と適時な計画の修正② 県借入金の償還可能性と適時な計画の修正② 県借入金の償還可能性と適時な計画の修正
同 公 社 の 森 林 整 備 事 業 は 森 林 整 備 に 係 る 長 期 経 営 計 画 は 、 平 成 １ ６ 年 度

国 ・ 県 の 補 助 金 や 間 伐 収 入 等 を 除 く 実 事 業 費 か ら 平 成 ８ １ 年 度 ま で の 超 長 期 に
の 全 て を 借 入 金 に 依 存 し 収 入 を 得 る ま で の 間 わ た る 計 画 で あ る こ と か ら 、 ５ 年
が 超 長 期 に わ た る と い っ た 特 殊 な 収 支 構 造 で ご と に 情 勢 変 化 を 踏 ま え た 見 直 し
あ る 。 こ う し た 森 林 整 備 事 業 の 特 殊 性 が 社 会 を行っている。
経 済 情 勢 の 変 化 の 影 響 を 強 く 受 け 、 今 日 の 公 今 回 、 木 材 価 格 が 一 時 的 に 下 落
社経営の課題となっている。 し た こ と か ら 、 大 ま か な 再 試 算 を

同 公 社 は 、 平 成 １ ６ 年 の 抜 本 的 改 革 以 降 、 行 っ た が 収 支 が 悪 化 し な い 結 果 を
県 か ら の 無 利 息 短 期 借 入 金 に つ い て 一 括 返 済 得 て お り 、 予 定 ど お り 平 成 ２ ６ 年
と 新 規 借 入 を 繰 り 返 す 、 い わ ゆ る 一 時 借 入 金 度に見直しを行うこととしたい。
の こ ろ が し を 行 っ て い る 。 毎 年 の 返 済 は 、 主
に 県 か ら の 償 還 補 助 金 （ １ ， ０ ６ ７ 百 万 円 ）
で 賄 う と と も に 、 平 成 １ ８ 年 度 か ら は 自 力 で
の 年 度 内 返 済 も 継 続 し て 行 っ て お り 、 完 全 な
自 力 返 済 が 可 能 と な る ま で は 、 毎 年 、 県 よ り
償還補助金を受け続ける状態となっている。

県 借 入 金 の 償 還 可 能 性 に つ い て 、 同 公 社 が
作 成 し た 借 入 金 返 済 の 計 画 に よ る と 、 例 え ば
将 来 の 木 材 価 格 が 平 成 ２ １ 年 度 時 点 と 変 わ ら
な い と 仮 定 し た 場 合 、 立 木 販 売 収 入 の 分 収 後
の 収 益 ４ １ ３ 億 円 が 見 込 ま れ 、 県 の 償 還 補 助
金 を ２ ９ ２ 億 円 受 け た 時 期 （ 県 の 償 還 補 助 金
は 毎 年 １ ， ０ ６ ７ 百 万 円 で あ る か ら 平 成 １ ７
年 度 よ り ２ ７ 年 後 （ 平 成 ４ ４ 年 度 に 該 当 ） に
相 当 す る ） 以 降 は 自 力 返 済 す る こ と が で き る
という見通しである。

ま た 、 平 成 ２ １ 年 当 初 の 木 材 価 格 水 準 が 平
成 ２ ４ 年 度 に は 大 幅 に 下 落 し て い る こ と 、 平
成 ２ ３ 年 度 に は 森 林 環 境 保 全 直 接 支 援 事 業 に
係 る 補 助 金 制 度 も 導 入 さ れ 、 同 公 社 の 経 営 環
境 に 大 幅 な 変 更 が み ら れ た こ と か ら 、 今 回 監
査 人 か ら の 要 請 に よ り 、 特 別 に 同 公 社 が 大 ま
か な 試 算 を 行 っ た 償 還 財 源 の 見 通 し に よ る
と ､事 業 収 入 は 材 価 の 下 落 に よ り 減 少 す る も
の の ､個 々 の 契 約 地 別 の 採 算 を 判 定 す る に 際
し て 伐 採 木 の 搬 出 に 対 す る 造 林 補 助 金 が 増 加
し た こ と で 、 採 算 上 搬 出 が 可 能 と な る 契 約 地
が 増 加 し 減 少 幅 は １ １ ２ 億 円 に と ど ま る 。 ま
た 造 林 補 助 金 に お い て は 、 材 価 の 下 落 以 上 に
増 加 し た こ と に よ り 、 収 支 は 悪 化 し な い 試 算
結 果 と な っ て い る 。 こ の た め 、 前 提 条 件 が 大
き く 変 わ ら な い 限 り に お い て は 、 県 借 入 金 の
償 還 に つ い て は 、 可 能 で あ る も の と 考 え ら れ
る。

た だ し 、 同 公 社 は 木 材 価 格 の 急 落 に よ り 事
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業 運 営 が 厳 し く な り 、 平 成 ２ ３ 年 度 か ら は 森
林 環 境 保 全 直 接 支 援 事 業 に 係 る 補 助 金 制 度 が
導 入 さ れ 大 き な 経 営 環 境 の 変 化 が あ っ た に も
関 わ ら ず 、 平 成 ２ １ 年 度 以 降 、 長 期 経 営 計 画
を 見 直 し て こ な か っ た 。 重 要 な 事 象 が 生 じ た
場 合 は 随 時 見 直 し 、 新 た な 事 象 が 発 生 し た 事
象 年 度 を 初 年 度 と し て 長 期 経 営 計 画 を 修 正 す
べきと考える。

③ 不成績造林地の減損についての考え方と松③ 不成績造林地の減損についての考え方と松③ 不成績造林地の減損についての考え方と松③ 不成績造林地の減損についての考え方と松
枯れを含む土地の一部分筆解約又は除地処理枯れを含む土地の一部分筆解約又は除地処理枯れを含む土地の一部分筆解約又は除地処理枯れを含む土地の一部分筆解約又は除地処理

（ ⅰ ） 林 業 公 社 会 計 基 準 に よ れ ば 、 森 林 資 産 の （ ｉ ） マ ツ ク イ ム シ 被 害 林 等 の 不
う ち 、 主 伐 時 期 に 応 じ た 一 定 の 林 齢 に 達 し た 成 績 造 林 地 に つ い て は 、 こ れ ま で
資 産 に あ っ て は 、 立 木 販 売 収 入 を 基 と し た 正 も 森 林 資 産 を 減 損 処 理 し 、 解 約 等
味 売 却 価 額 と の 検 証 を 行 い 、 減 損 損 失 の 認 識 の整理を行ってきている。
を行うこととされている。

こ の 「 主 伐 時 期 に 応 じ た 一 定 の 林 齢 に 達 し
た 資 産 」 と は 、 同 公 社 が 森 林 法 に 基 づ き 定 め
る 森 林 経 営 計 画 な ど に お い て 、 主 伐 時 期 が 明
確 に な っ た 時 点 （ 同 公 社 の 場 合 は ５ ０ 年 ） を
減 損 の 認 識 を 行 う に 適 切 な 時 期 と 捉 え る こ と
とされている。

こ の 点 、 同 公 社 は 例 え ば マ ツ ク イ ム シ に よ
り 松 枯 れ と な っ た 不 成 績 造 林 地 を 含 む 森 林 資
産 に つ い て も 、 未 だ 一 定 の 林 齢 や 森 林 経 営 計
画 書 に お け る 主 伐 時 期 に 至 っ て い な い と し て
減 損 の 検 討 を お こ な っ て い な い 。 し か し な が
ら 、 不 成 績 造 林 地 を 含 む 森 林 資 産 に つ い て は
そ も そ も 当 該 土 地 部 分 つ い て は 、 将 来 の 経 済
的 便 益 が 著 し く 下 落 し て い る の で あ る か ら 、
他 の 土 地 と は 区 分 し て 管 理 し 、 遊 休 資 産 と し
て減損の検討を行うべきである。

（ ⅱ ） 不 成 績 造 林 地 の う ち マ ツ ク イ ム シ に よ り （ ⅱ ） 契 約 地 全 体 を 精 査 す る た め
松 枯 れ と な っ た 土 地 を 多 く 含 む 森 林 資 産 に つ に は 長 期 間 を 要 す る が 、 今 後 と も
い て は 、 共 生 し て い る 広 葉 樹 の 自 然 林 と な っ 積極的に進める。
て ゆ く た め 、 同 公 社 と し て 森 林 管 理 業 務 の 必
要 は な く な り 、 実 際 に 特 に 業 務 は 行 っ て い な
い。

こ の こ と は 、 公 益 的 見 地 か ら 同 公 社 が 管 理
を 継 続 す る 必 然 性 は な く な っ て い る こ と を 示
している。

主 伐 の 土 地 を 分 筆 し 地 上 権 の 部 分 解 除 を す
る か 、 森 林 所 有 者 と の 契 約 を 一 部 改 訂 し 特 約
除 地 と し て 整 理 を 積 極 的 に 進 め る べ き で あ
る。

④ 分収割合の見直し④ 分収割合の見直し④ 分収割合の見直し④ 分収割合の見直し
同 公 社 で は 造 成 林 に つ い て 過 去 に 分 収 割 合 公 社 の 分 収 割 合 は 昭 和 ４ ０ 年 度

（ 地 権 者 と の 分 収 契 約 に お け る 公 社 へ の 配 分 契 約 か ら ６ 割 、 平 成 ７ 年 度 契 約 か
割 合 ） の 見 直 し が 行 わ れ た が 、 分 収 割 合 の 変 ら は ７ 割 、 平 成 １ １ 年 度 か ら は ８
更 が あ っ た も の は 市 町 村 林 及 び 新 規 契 約 所 有 割に引き上げている。
者 に す ぎ ず 、 全 体 で の 分 収 割 合 は ６ １ ． １ ％ さ ら に 平 成 １ ６ 年 度 の 改 革 で は
に 留 ま っ て い る 。 皆 伐 か ら 非 皆 伐 に よ る 将 来 市 町 村 有 林 の 既 契 約 分 に つ い て 、
の 収 益 低 下 を 補 う た め に さ ら な る 分 収 割 合 の 公 社 分 収 割 合 を 全 て ８ 割 に 増 変 更
変更余地について検討する必要がある。 することとした。

仮 に 分 収 割 合 が ７ ０ ． ０ ％ に 引 き 上 げ ら れ 市 町 村 有 林 以 外 の 既 契 約 分 に つ
た 場 合 、 中 長 期 経 営 計 画 予 算 を 基 に 平 成 ２ ４ い て は 、 既 に 大 部 分 の 土 地 所 有 者
度 か ら 平 成 ２ ６ 年 度 ま で の ３ 年 間 で ８ ７ 百 万 が 択 伐 へ の 移 行 や 伐 期 延 長 に よ る
円 の 事 業 収 入 の 増 加 が 見 込 ま れ 、 ７ ５ ． ０ ％ 収 入 減 を 伴 う 契 約 変 更 を 受 け 入 れ
ま で 引 き 上 げ ら れ た 場 合 に は １ ３ ６ 百 万 円 の て い る こ と か ら 、 分 収 割 合 の 見 直
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増加となる。 し 等 は 、 理 解 が 得 ら れ に く い と 判
市 町 村 林 に つ い て は 他 の 公 社 で 分 収 割 合 を 断している。

９ ０ ％ ま で 引 き 上 げ た 事 例 も あ り 、 更 な る 変
更 余 地 が あ る こ と か ら 今 後 も 変 更 交 渉 を 模 索
すべきであるものと考える。

⑤ 間伐材等の製材業者との直接提供契約によ⑤ 間伐材等の製材業者との直接提供契約によ⑤ 間伐材等の製材業者との直接提供契約によ⑤ 間伐材等の製材業者との直接提供契約によ
る増収る増収る増収る増収

間 伐 材 等 の 販 売 に つ い て 、 木 材 市 場 へ 売 却 今 後 と も 、 直 接 、 木 材 取 扱 業 者
す る 方 法 と 直 接 木 材 取 扱 業 者 へ 販 売 す る 方 法 や 製 材 工 場 へ 販 売 す る 方 法 な ど 、
が あ る 。 直 接 業 者 へ 売 却 す る 方 法 で は 市 場 へ よ り 有 利 な 販 売 方 法 を 積 極 的 に 検
の 売 却 手 数 料 が 不 要 と な る こ と か ら １ ㎥ あ た 討する。
り ２ ， ０ ０ ０ 円 程 度 の 費 用 削 減 効 果 が み ら れ
る。

平 成 ２ ３ 年 度 の 直 接 売 却 は １ 件 ８ ０ ２ ㎥
売 却 面 積 換 算 で ８ ． ２ ｈ ａ ／ ７ ５ ９ ． ４ ６ ｈ
ａ 全 体 面 積 全 体 の １ ． １ ％ に 留 ま っ て い る
が ､ 今 後 、 製 材 業 者 と の 直 接 提 供 契 約 を 結
び 、 ニ ー ズ に 合 わ せ た 供 給 を 積 極 的 に 推 し 進
め る こ と で 費 用 削 減 が 可 能 と な る 可 能 性 も あ
るため検討されたい。

⑥ 森林資源の利用拡大⑥ 森林資源の利用拡大⑥ 森林資源の利用拡大⑥ 森林資源の利用拡大
（ⅰ）バイオマスへの取組 （ ⅰ ） 真 庭 市 内 の バ イ オ マ ス 発 電

岡 山 県 真 庭 市 で は 、 「 バ イ オ マ ス タ ウ ン 構 施 設 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 か ら 稼 働
想 」 を 公 表 し 、 バ イ オ マ ス の 利 活 用 に 関 連 す す る 予 定 で あ り 、 今 後 、 未 利 用 間
る 各 種 取 組 に つ い て 推 進 し て い る 。 そ の 構 想 伐 材 等 の 買 取 価 格 が 明 確 と な っ た
の も と で 伐 採 後 に 残 る 木 材 、 廃 材 な ど を 積 極 段 階 で 、 積 極 的 な 取 組 を 行 っ て ま
的 に 再 利 用 し 、 エ ネ ル ギ ー 化 を 進 め て い る 。 いりたい。
な か で も 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 か ら 稼 働 予 定 で あ る
バ イ オ マ ス 利 用 発 電 所 で は 燃 料 用 チ ッ プ を 年
間 約 １ ５ 万 ｔ 規 模 で 活 用 し た 発 電 を 計 画 し て
い る 。 真 庭 市 に お け る 同 公 社 の 造 林 面 積 は １
０ ． ３ ％ を 占 め て お り 、 県 下 全 体 で は 人 工 造
林 面 積 の 約 １ ５ ％ に 相 当 す る 森 林 を 造 林 地 と
し て 管 理 し て い る 。 こ れ に 鑑 み る と 同 公 社 で
は 年 間 １ ０ ， ０ ０ ０ ｔ 程 度 の 林 地 残 材 、 間 伐
材 チ ッ プ の 需 要 が 生 ま れ る こ と と な り 、 新 た
に 数 千 万 円 程 度 の 収 益 （ チ ッ プ 換 算 ） を 見 込
む こ と が で き る 可 能 性 も あ る た め 、 積 極 的 に
取り組むべきではないかと考える。

（ⅱ）オフセット・クレジットの利用 （ⅱ）「オフセット・クレジット
平 成 ２ ０ 年 １ １ 月 よ り 環 境 省 の 主 導 に よ り （ Ｊ － Ｖ Ｅ Ｒ ） 制 度 」 に つ い て は

カ ー ボ ン ・ オ フ セ ッ ト に 用 い る 国 内 の 排 出 削 平 成 ２ ４ 年 度 末 で 終 了 し 、 新 た な
減 活 動 や 森 林 整 備 に よ っ て 生 じ た 排 出 削 減 ・ 「 Ｊ － ク レ ジ ッ ト 制 度 」 が 平 成 ２
吸 収 量 を 認 証 す る 「 オ フ セ ッ ト ・ ク レ ジ ッ ト ５ 年 度 か ら 制 定 さ れ て い る 。 新 制
（ Ｊ － Ｖ Ｅ Ｒ ） 制 度 」 が 始 ま っ て お り 、 森 林 度 の 推 進 状 況 等 を 調 査 し た 上 で 、
資 源 の 新 た な 活 用 方 法 と し て 注 目 さ れ て い 導入が可能かどうか検討する。
る ｡

同 公 社 は 県 下 民 有 人 工 林 面 積 の 約 １ ５ ％ を
占 め て お り 、 カ ー ボ ン ・ オ フ セ ッ ト 制 度 上 に
お い て は 将 来 収 益 の 獲 得 可 能 性 が あ る 資 産 を
有しているといっても過言ではない。

平 成 ２ ４ 年 ９ 月 現 在 、 全 国 で は １ ０ ０ 件 あ
ま り の カ ー ボ ン ・ オ フ セ ッ ト の 認 定 案 件 が あ
り 、 森 林 整 備 を 活 動 と し た 案 件 も 認 定 さ れ て
い る こ と か ら 、 同 公 社 も 積 極 的 に 取 り 組 む べ
きではないかと考える。

３０．財団法人岡山県林業振興基金３０．財団法人岡山県林業振興基金３０．財団法人岡山県林業振興基金３０．財団法人岡山県林業振興基金
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（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 貸借対照表上の基本財産の計上不足① 貸借対照表上の基本財産の計上不足① 貸借対照表上の基本財産の計上不足① 貸借対照表上の基本財産の計上不足
同 法 人 の 平 成 ２ ３ 年 度 の 貸 借 対 照 表 上 の 基 平 成 ２ ４ 年 度 の 決 算 に お い て は

本 財 産 は １ ， ９ １ ３ ， ０ ２ ０ ， ７ ９ ４ 円 で あ 貸 借 対 照 表 の 基 本 財 産 に 有 価 証 券
る が 、 受 け 入 れ た 出 捐 金 の 合 計 は 、 １ ， ９ １ 時 価 評 価 額 １ ， ９ １ ２ ， ４ ４ ０ ，
３ ， ４ ５ ９ ， ０ ４ ９ 円 で あ り 差 異 が 生 じ て い ２ ４ １ 円 を 計 上 す る と と も に 、 受
る 。 こ れ は 、 基 本 財 産 に つ い て 投 資 有 価 証 券 け 入 れ 出 捐 額 １ ， ９ １ ３ ， ４ ５
で 運 用 し て い る こ と か ら 生 じ る 取 得 原 価 と 時 ９ ， ０ ４ ９ 円 と の 差 額 １ ， ０ １
価評価額との差異によるものである。 ８ ， ８ ０ ８ 円 を 流 動 資 産 と し て 農

こ こ で 、 同 法 人 の 基 本 財 産 は 寄 附 行 為 に 定 林 中 金 の 預 金 口 座 で 管 理 す る こ と
め る と こ ろ に よ り 、 維 持 し な け れ ば な ら ず 、 に よ り 、 基 本 財 産 の 維 持 が 図 ら れ
貸 借 対 照 表 上 も 受 け 入 れ た 出 捐 額 を 維 持 す る るようにしているところである。
必要がある。

し た が っ て 受 け 入 れ た 出 捐 額 １ ， ９ １ ３ ，
４ ５ ９ ， ０ ４ ９ 円 を 維 持 す る よ う 他 の 資 産 か
ら 充 当 し な け れ ば な ら な か っ た も の で あ り 、
訂正する必要がある。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 助成事業の給付額の算定基準① 助成事業の給付額の算定基準① 助成事業の給付額の算定基準① 助成事業の給付額の算定基準
多 能 技 術 者 養 成 事 業 に つ い て は 、 「 平 成 ２ 平 成 ２ ４ 年 度 か ら は 当 該 年 度 の

３ 年 度 助 成 事 業 の 給 付 基 準 」 に お い て 「 そ の 県 の 公 共 工 事 設 計 標 準 単 価 表 の 普
給 付 対 象 は 研 修 に 参 加 し た 者 を 対 象 に 、 そ の 通 作 業 員 単 価 を 基 準 と す る よ う 見
研 修 日 数 に 理 事 長 が 定 め る 基 準 単 価 を 乗 じ た 直している。
額 の ４ 分 の １ 以 内 と す る 」 と 定 め ら れ て い
る ｡

し か し な が ら 、 当 該 基 準 単 価 は 長 期 間 見 直
し が 図 ら れ て お ら ず 、 現 在 採 用 し て い る 基 準
単 価 １ ２ ， ３ ０ ０ 円 は 平 成 ２ ３ 年 度 の 県 の 公
共 工 事 設 計 労 務 単 価 １ ３ ， １ ０ ０ 円 と 乖 離 し
ている。

助 成 金 の 給 付 額 の 算 定 に は 客 観 性 、 合 理 性
が 求 め ら れ る こ と か ら 、 適 時 直 近 の 労 務 単 価
を 基 準 と し て 採 用 す る 必 要 が あ る も の と 考 え
る。

② 事業と寄附行為の見直し② 事業と寄附行為の見直し② 事業と寄附行為の見直し② 事業と寄附行為の見直し
寄 附 行 為 に 事 業 と し て ７ つ の 事 業 を 掲 げ て 当 基 金 の 目 的 で あ る 林 業 従 事 者

い る が 、 「 林 業 労 働 力 に 関 す る 調 査 ・ 研 究 事 の 就 労 条 件 の 整 備 、 担 い 手 の 育 成
業 及 び そ の 助 成 事 業 」 及 び 「 高 性 能 林 業 機 械 確 保 を 図 る た め 、 寄 附 行 為 に 定 め
等 の 整 備 促 進 事 業 」 に つ い て は 平 成 ２ １ 年 度 る 事 業 に つ い て 選 択 と 集 中 の 観 点
以 降 事 業 実 績 は な く 、 平 成 ２ ４ 年 度 の 事 業 計 か ら 見 直 し を 行 い つ つ 、 効 率 的 な
画 に も 実 施 予 定 が な く 、 寄 附 行 為 の 記 載 内 容 運営に努める。
について変更の検討を要する。

同 法 人 で は 林 業 従 事 者 の 就 労 条 件 の 整 備 、
担 い 手 の 育 成 確 保 を 目 的 と し 、 基 金 運 用 に よ
り 事 業 を 行 っ て い る が 、 運 用 益 の 大 幅 な 増 加
が 見 込 め な い 現 状 に お い て は 、 よ り 目 的 に 適
う 事 業 を 実 施 す る 必 要 が あ り 、 当 該 実 績 の 無
く な っ た 事 業 だ け で な く 、 現 在 実 施 さ れ て い
る 事 業 に つ い て も 内 容 を 検 討 し 、 基 金 運 営 を
適時見直すべきであるものと考える。

③ 財政基盤の強化策③ 財政基盤の強化策③ 財政基盤の強化策③ 財政基盤の強化策
同 法 人 は 、 近 年 の 低 金 利 化 に 伴 い 基 金 の 運 低 金 利 化 に 伴 い 基 金 の 運 用 益 が

用 益 が 減 少 し た た め 、 事 業 規 模 が 縮 小 し て お 減 少 し 厳 し い 財 政 状 況 で は あ る
り 、 平 成 １ ８ 年 度 に ８ ５ ７ 百 万 円 で あ っ た 事 が 、 助 成 事 業 の 維 持 の た め の 更 な
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業 費 が 平 成 ２ ３ 年 度 で は ６ ０ １ 百 万 円 に ま で る 財 源 確 保 に 努 め る と と も に 効 率
減少している。 的 な 執 行 に 努 め て い る と こ ろ で あ

か か る 状 況 下 で 同 法 人 は 助 成 事 業 の 安 定 的 る。
な 運 営 を 行 う た め に 、 出 捐 金 の 増 加 の た め の
活 動 を 行 っ て い る が 、 困 難 な 状 況 が 続 い て い
る 。 林 業 の 担 い 手 育 成 に 係 る 事 業 に つ い て 助
成 事 業 の 維 持 の た め の 財 源 確 保 を 十 分 検 討 す
べきである。

３１．岡山県土地開発公社３１．岡山県土地開発公社３１．岡山県土地開発公社３１．岡山県土地開発公社

（１）意見（１）意見（１）意見（１）意見

① 普通財産に転用して処分可能な用地の取扱① 普通財産に転用して処分可能な用地の取扱① 普通財産に転用して処分可能な用地の取扱① 普通財産に転用して処分可能な用地の取扱
いいいい

小 金 井 用 地 に 関 し て は 、 住 宅 街 の 中 に あ る 小 金 井 用 地 に つ い て は 、 平 成 ２
整 備 さ れ た 土 地 で あ り 、 潜 在 的 な 買 い 手 は 十 ５ 年 度 に 県 が 再 取 得 を 行 う 予 定 と
分 存 在 す る 土 地 で あ る も の と 考 え る が 、 平 成 している。
１ ６ 年 に 管 財 課 が 担 当 課 と な っ て 以 降 売 却 等 な お 、 再 取 得 後 は 、 事 業 へ の 活
の措置は講じられていない。 用 を 検 討 し 活 用 し な い 場 合 は 売 却

同 公 社 が 先 行 取 得 し た 土 地 で あ る 以 上 、 県 等の処分を行うこととしている。
が 土 地 の 売 却 措 置 を 実 施 す る と い う 意 思 決 定
を 行 わ ず 、 長 期 間 に 渡 り 公 社 に 保 有 さ せ る こ
と は 、 期 間 相 当 分 の 支 払 利 息 が 土 地 再 取 得 価
額 に 含 ま れ る こ と に な り 、 結 果 的 に 、 含 み 損
失 を 増 加 さ せ て し ま う こ と に な り 適 切 で は な
い 。 潜 在 的 な 買 い 手 が 存 在 す る と 思 わ れ る 小
金 井 用 地 は 、 土 地 の 含 み 損 失 を 顕 在 化 さ せ る
こ と に な っ た と し て も 、 早 期 に 売 却 等 の 措 置
を講ずるべきであるものと考える。

② 代替地の取得手続② 代替地の取得手続② 代替地の取得手続② 代替地の取得手続
『 土 地 開 発 公 社 の 適 切 な 経 営 』 「 公 有 地 の 現 在 で は 地 権 者 が 代 替 地 を 希 望

拡 大 の 推 進 に 関 す る 法 律 の 施 行 に つ い て （ 土 す る 場 合 に は 三 者 契 約 方 式 に よ り
地 開 発 公 社 関 係 ） の 改 正 に つ い て 」 に お い 契 約 を 締 結 し て い る の で 、 実 質 的
て 、 用 地 取 得 に 際 し 地 権 者 へ 引 き 渡 す た め の に は 公 社 が 代 替 地 を 保 有 す る こ と
代 替 地 の 取 得 に つ い て は 、 特 に そ の 必 要 性 を な く 代 替 地 を 地 権 者 へ 引 き 渡 し て
十 分 に 検 討 し 、 代 替 地 と し て 活 用 さ れ る こ と いる。
が 確 実 で あ る 範 囲 に と ど め る と と も に 、 既 に ま た 、 今 後 も 地 権 者 が 代 替 地 を
保 有 す る 代 替 地 の 一 層 の 活 用 に 努 め る べ き と 希 望 す る 場 合 に は 三 者 契 約 方 式 に
されている。 より契約を締結する予定としてい

吉 備 高 原 都 市 開 発 に 関 連 し て ５ 筆 の 代 替 地 る。
が 未 使 用 状 態 で 残 存 し て い る 。 こ れ は 代 替 地
を 必 要 と す る 地 権 者 及 び 希 望 す る 代 替 地 の 把
握 業 務 と 、 実 際 の 代 替 地 の 取 得 業 務 が 連 携 し
て い な か っ た た め で あ る 。 事 業 用 地 だ け で な
く 、 そ の 代 替 地 に つ い て も 最 終 的 に は 県 が 再
取 得 す る こ と に な る た め 、 未 使 用 状 態 で 代 替
地 が 残 存 す る こ と は 県 に と っ て 二 重 の 負 担 と
な っ て し ま う 。 こ の 点 、 現 行 で は 代 替 地 の 取
得 に 際 し て 、 同 公 社 と 地 権 者 と 代 替 地 提 供 者
の 三 者 契 約 を 締 結 し 、 地 権 者 と 代 替 地 を 紐 付
け て 把 握 す る こ と で 未 使 用 の 代 替 地 が 残 存 す
る こ と を 防 止 し て い る と の こ と で あ る が 、 今
後 も 同 様 の 運 用 に よ っ て 、 未 使 用 代 替 地 が 発
生することのないようにすべきである。

③ 土地開発公社の先行取得用地の買取り予定③ 土地開発公社の先行取得用地の買取り予定③ 土地開発公社の先行取得用地の買取り予定③ 土地開発公社の先行取得用地の買取り予定
価額及び時期を明示した県との用地取得依頼価額及び時期を明示した県との用地取得依頼価額及び時期を明示した県との用地取得依頼価額及び時期を明示した県との用地取得依頼
契約の締結契約の締結契約の締結契約の締結
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同 公 社 と 県 と の 間 で 締 結 さ れ る 契 約 書 で 買 取 時 期 に つ い て は 、 買 取 予 定
は ､再 取 得 の 際 の 予 定 価 額 が 明 示 さ れ て お ら 時 期 を ４ 箇 年 以 内 と し 、 期 限 内 の
ず 再 取 得 時 に お け る 限 度 額 を 定 め て い る に 過 早 期 再 取 得 を 促 し 、 再 取 得 時 期 が
ぎない。 遅 延 し な い よ う 措 置 し て い る と こ

ま た 、 買 取 予 定 時 期 に つ い て も 、 第 １ ０ 条 ろである ｡
第 １ 項 の よ う に 用 地 取 得 費 を 支 出 し た 翌 年 度 買 取 時 期 は 、 事 業 課 予 算 の 確 保
以 降 ４ 箇 年 度 内 と さ れ て い る の み で 明 確 で な 状 況 等 に よ り 、 具 体 の 再 取 得 時 期
い 。 例 え ば 道 路 整 備 関 連 の 用 地 取 得 は 、 次 年 が 確 定 す る た め 、 先 行 取 得 の 依 頼
度 の 用 地 取 得 に 向 け て 県 の 予 算 措 置 が で き た 時 点 で 時 期 を 決 定 し て 契 約 を 行 う
も の か ら 順 次 同 公 社 が 先 行 取 得 し て お り 、 通 ことは困難である。
常 は 次 年 度 に お い て 県 に よ る 再 取 得 が な さ れ ま た 、 契 約 時 点 で は 再 取 得 の 時
て い る 。 県 の 再 取 得 予 定 時 期 を ４ 年 内 と す る 期 が 確 定 し て い な い こ と か ら 、 予
こ と は 、 買 取 予 定 時 期 を 明 示 さ せ る こ と で 不 定 価 額 を 明 示 す る こ と が で き ず 、
明 瞭 な 先 行 取 得 を 防 止 さ せ る こ と を 要 請 し た 限度額の定めとせざるを得ない。
も の と 考 え ら れ る 。 買 取 予 定 時 期 を よ り 明 確
にすることが望ましいものと考える。

３２．財団法人岡山県建設技術センター３２．財団法人岡山県建設技術センター３２．財団法人岡山県建設技術センター３２．財団法人岡山県建設技術センター

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 建設工事発注用の価格積算資料についての① 建設工事発注用の価格積算資料についての① 建設工事発注用の価格積算資料についての① 建設工事発注用の価格積算資料についての
情報セキュリティ管理情報セキュリティ管理情報セキュリティ管理情報セキュリティ管理

同 法 人 は 、 岡 山 県 土 木 積 算 シ ス テ ム を 使 用 設 計 積 算 業 務 で 取 り 扱 う 重 要 な
し て ､ 建 設 工 事 発 注 用 の 積 算 資 料 （ 設 計 図 機 密 デ ー タ に つ い て 、 情 報 セ キ ュ
書 ） の 作 成 業 務 を 県 又 は 県 下 の 市 町 村 よ り 受 リ テ ィ に 関 す る ル ー ル を 策 定 す る
託 し て い る 。 同 法 人 は 県 の 所 管 部 署 が 直 接 予 と と も に 、 執 務 室 内 の 一 部 に 施 錠
定 価 格 の 積 算 を 行 う 場 合 以 外 の 唯 一 の 外 部 委 で き る 保 管 場 所 を 設 置 す る な ど 、
託先である。 情報漏洩防止対策を講じた。

工 事 発 注 用 積 算 資 料 の デ ー タ は 、 市 販 の 電
子 記 録 媒 体 （ Ｃ Ｄ － Ｒ ） に 保 存 さ れ 、 県 と 同
法 人 の 担 当 者 間 で 授 受 さ れ る が 、 こ の デ ー タ
は 県 が 工 事 入 札 を 行 う 際 の 予 定 価 格 の 基 礎 資
料 と な る も の で あ り 、 明 ら か に 重 要 な 機 密 情
報である。

し か し な が ら 、 こ れ ら の 重 要 な 機 密 デ ー タ
の 取 扱 い に 関 し て 、 同 法 人 で は 情 報 漏 洩 に 対
す る セ キ ュ リ テ ィ 関 連 の 内 部 統 制 が 構 築 さ れ
ておらず、直ちに是正が必要である。

② 貸倒引当金の設定② 貸倒引当金の設定② 貸倒引当金の設定② 貸倒引当金の設定
滞 留 債 権 の 管 理 は で き て い る も の の 債 権 の 債 権 の 損 失 処 理 や 貸 倒 引 当 金 に

損 失 処 理 や 貸 倒 引 当 金 設 定 に 関 す る ル ー ル が 関するルールを策定した。
存 在 し な い 。 今 後 は 、 ル ー ル 策 定 を 検 討 す べ
きである。

③ 現金実査③ 現金実査③ 現金実査③ 現金実査
小 口 現 金 に つ い て 、 実 物 を 調 査 し 帳 簿 と の 小 口 現 金 の 管 理 担 当 者 は 、 入 出

一 致 を 担 当 者 が 確 認 し て い る と の こ と で あ る 金 の 都 度 、 残 高 を 確 認 の う え 押 印
が 、 証 跡 は な く 実 施 し て い る か ど う か の 検 証 す る と と も に 、 １ ヶ 月 ご と に 管 理
が で き な い 。 ま た 、 上 長 に よ る 検 証 も 行 わ れ 担 当 者 以 外 の 者 が 残 高 と 帳 簿 が 整
て い な い 。 今 後 は 実 査 を し た 担 当 者 の 押 印 等 合 し て い る こ と を 確 認 の う え 押 印
を 実 施 し 、 さ ら に 一 定 期 間 ご と に 上 長 に よ る することとした。
再 検 証 を 実 施 す る と い っ た 内 部 統 制 を 構 築 す
べきである。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 修繕の業者選定手続① 修繕の業者選定手続① 修繕の業者選定手続① 修繕の業者選定手続
同 法 人 は 、 県 営 住 宅 の 指 定 管 理 者 と し て 、 １ ０ ０ 万 円 を 超 え な い 修 繕 工 事
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県 営 住 宅 の 入 退 去 、 修 繕 及 び 家 賃 収 納 業 務 を に つ い て は 、 入 居 者 か ら の 急 を 要
行っている。 す る 修 繕 に も 即 時 対 応 で き る よ う

修 繕 業 務 に 関 す る 業 者 選 定 に つ い て 、 １ ０ 平 日 は も と よ り 、 休 日 （ 土 曜 日 、
０ 万 円 以 下 の 工 事 に つ い て 随 意 契 約 に よ っ て 日 曜 日 、 祝 日 、 盆 及 び 正 月 の 休 暇
い る が 、 い わ ゆ る 相 見 積 り 等 は 行 わ れ て い な を 含 む 。 ） 及 び 夜 間 に お い て も 対
い 。 同 法 人 に は 、 地 方 自 治 法 は 適 用 さ れ な い 応 可 能 な 体 制 を 有 す る 業 者 を 募 集
が 、 民 間 の 事 業 者 と は 異 な り 、 県 の 公 共 事 業 し 、 審 査 の 上 あ ら か じ め 登 録 し た
の 一 部 を 担 う 県 の 外 郭 団 体 で あ る 以 上 、 同 法 業 者 を 団 地 毎 に 建 築 、 電 気 、 給 排
を準用すべきと考える。 水 設 備 の 業 種 で 振 り 分 け 、 随 意 契

約により実施している。
な お 、 １ ０ ０ 万 円 を 超 え る も の

に つ い て は 岡 山 県 （ 住 宅 課 ） と 事
前に協議することになっている。

３３．財団法人吉井川水源地域対策基金３３．財団法人吉井川水源地域対策基金３３．財団法人吉井川水源地域対策基金３３．財団法人吉井川水源地域対策基金

（１）意見（１）意見（１）意見（１）意見

① 財団法人形態から県の直営事業への変更① 財団法人形態から県の直営事業への変更① 財団法人形態から県の直営事業への変更① 財団法人形態から県の直営事業への変更
同 法 人 は 、 以 前 は ダ ム 建 設 に よ り 住 民 の 移 当法人は、今般の公益法人制度改

転 先 選 定 等 資 金 貸 付 事 業 （ 昭 和 ５ ３ 年 度 ～ 平 革 に よ り 一 般 財 団 法 人 へ 移 行 す る 予
成 １ ４ 年 度 ） や 生 活 再 建 対 策 費 等 交 付 事 業 定 と し て お り 、 移 行 後 は 公 益 目 的 支
（ 昭 和 ６ １ 年 度 ～ 平 成 １ ３ 年 度 ） を 行 っ て い 出 計 画 を 実 施 し 、 保 有 資 金 を 公 益 に
た 。 県 が 直 接 住 民 個 人 に 融 資 等 を 行 う こ と は 関 す る 事 業 の た め に 活 用 す る こ と と
適 切 で は な い た め 、 財 団 法 人 形 態 で 事 業 を 行 している。
う 意 義 は あ っ た が 、 こ れ ら の 事 業 は 既 に 終 了 ま た 、 当 法 人 の 理 事 に つ い て も 、
している。 一 般 財 団 法 人 へ の 移 行 を 機 に 、 首 長

同 法 人 が 現 在 行 っ て い る 事 業 は 、 事 務 作 業 か ら 課 長 等 へ 変 更 す る こ と と し て い
に 過 ぎ な い が 、 財 団 法 人 と い う 形 式 を 現 在 も る。
継 続 し て い る た め 、 同 法 人 と し て 受 け 入 れ た 当 法 人 の 解 散 に つ い て は 、 今 後 、
基 本 財 産 （ 平 成 ２ ３ 年 度 末 残 高 １ ０ ５ ， ９ ９ 当 法 人 の あ り 方 に つ い て 検 討 を 行 う
３ 千 円 ） は 預 金 や 有 価 証 券 と し て 運 用 さ れ て 必 要 が 生 じ た 際 に 、 選 択 肢 の 一 つ と
いる。 して参考としたい。

交 付 事 務 を 行 う の み と な っ た 財 団 が こ の よ
う な 資 金 を 継 続 し て 保 有 し て い る こ と は 、 資
金 が 有 効 活 用 さ れ て い る こ と に は な ら な い も
の と 考 え る 。 ま た 、 同 法 人 の 理 事 は 県 の 副 知
事 と 市 長 ・ 町 長 で 構 成 さ れ て お り 、 理 事 会 の
実 質 的 な 運 営 に つ い て の 実 行 性 が 担 保 さ れ て
いるのか疑念が残る。

理 事 会 決 議 に よ り 、 同 法 人 を 解 散 し 県 が 直
営 で 事 業 を 継 続 す る 方 が 、 よ り 望 ま し い の で
はないかと考える。

他 県 の 事 例 と し て 、 財 団 法 人 沖 縄 県 水 源 基
金 は 、 昭 和 ５ ４ 年 に 多 目 的 ダ ム 等 の 建 設 を 行
う 地 域 に お い 水 源 地 域 の 振 興 対 策 を 講 ず る 市
町 村 に 対 し て 助 成 等 を 行 う こ と を 目 的 と し て
設 立 さ れ て い る が 、 平 成 ２ ４ 年 度 に 実 施 事 業
の ほ と ん ど が 終 了 す る こ と か ら 、 平 成 ２ ５ 年
度において解散の予定となっている。

３４．財団法人岡山県牛窓海洋スポーツ振興会３４．財団法人岡山県牛窓海洋スポーツ振興会３４．財団法人岡山県牛窓海洋スポーツ振興会３４．財団法人岡山県牛窓海洋スポーツ振興会

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 施設利用料金の滞納管理① 施設利用料金の滞納管理① 施設利用料金の滞納管理① 施設利用料金の滞納管理
施 設 利 用 料 金 の う ち 、 滞 納 し て い る 未 収 入 施 設 利 用 料 金 の 滞 納 が 発 生 し た

分 が 平 成 ２ ４ 年 ９ 月 度 に お い て １ １ 件 ３ ， ８ 場 合 に は 、 そ の 滞 納 先 毎 の 債 権
３ ２ 千 円 あ る が 、 そ の 全 額 に つ い て 未 収 計 上 管 理 台 帳 を 作 成 し ､交 渉 記 録 等 を
さ れ て お ら ず 、 帳 簿 外 で の 管 理 と な っ て い る 記 録 ･保 管 し 、 厳 重 な 管 理 を し て
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う え 、 交 渉 記 録 等 の 記 録 が 残 さ れ て い な か っ いるところである。
た 。 発 生 時 に 未 収 計 上 す る と と も に 、 滞 納 先 し か し な が ら 、 滞 納 に よ る 未 収
毎 の 債 権 管 理 台 帳 を 作 成 し 、 交 渉 記 録 等 を 記 入 分 の 未 収 計 上 は ま だ で き て い な
録・保管することが必要である。 い の で 、 今 後 、 そ の 処 理 方 法 に つ

い て は 、 未 収 計 上 に よ る 処 理 に 改
めていく予定である。

② 収入の計上基準② 収入の計上基準② 収入の計上基準② 収入の計上基準
収 入 全 般 に つ い て 、 現 金 主 義 に て 計 上 し て 発 生 主 義 に よ る 収 益 計 上 は ま だ

お り 、 発 生 主 義 に よ る 収 益 計 上 を 行 う 必 要 が 行 え て い な い の で 、 今 後 は 収 入 全
ある。 般 に つ い て 、 現 金 主 義 に よ る 計 上

を 改 め 、 発 生 主 義 に よ る 収 益 計 上
に改めていく予定である。

③ 予算書における基本財産運用収入③ 予算書における基本財産運用収入③ 予算書における基本財産運用収入③ 予算書における基本財産運用収入
平 成 ２ ３ 年 度 に お け る 平 成 ２ ４ 年 度 予 算 書 平 成 ２ ４ 年 度 に お け る 平 成 ２ ５

に お い て 基 本 財 産 運 用 収 入 の 予 算 額 が ３ ８ ０ 年 度 予 算 書 に お い て は 、 平 成 ２ ３
千 円 と 決 め ら れ て い た が 、 平 成 ２ ３ 年 度 実 績 年 度 の 実 績 額 を 踏 ま え た 金 額 の 見
は ２ ２ １ 千 円 で あ り 、 予 算 が 過 大 に 見 積 も ら 直 し を 行 い 、 基 本 財 産 運 用 収 入 の
れていた。 予 算 額 を ２ ０ ０ 千 円 と 変 更 し て い

こ れ は 基 本 財 産 に 大 き な 変 動 は な い に も か るところである。
か わ ら ず 、 か か る 収 入 に つ き 過 去 の 数 値 を 見
直 す こ と を し な か っ た こ と に よ る も の で あ
る ｡予 算 を 策 定 す る に 際 し て 、 実 態 に 合 わ せ
た 合 理 的 な 数 値 を 予 算 と し て 計 上 す る 必 要 が
ある ｡

④ 賞与支給④ 賞与支給④ 賞与支給④ 賞与支給
賞 与 支 給 に 関 す る 規 程 が な い 。 し か し 、 現 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 よ り 、 給 与 規 程

状 賞 与 に つ い て ６ 月 と １ ２ 月 に 支 給 し て お 第 ６ 条 に お いて 、 諸 手 当 (賞 与 等 )
り ､か つ 、 会 計 処 理 上 現 金 主 義 で 計 上 し て い の 支 給 に つ い て 定 め て い る と こ ろ
る 。 規 程 を 早 急 に 定 め て 、 そ れ に 従 い 計 算 を である。
行 い ､承 認 手 続 を 経 て 賞 与 が 支 給 さ れ る 一 連 ま た 、 引 当 計 上 に つ い て は 、 公
の 業 務 手 順 を 確 立 す る 必 要 が あ る 。 ま た 、 会 益 法 人 会 計 に 関 す る 実 務 指 針 を 参
計 処 理 上 、 支 給 対 象 期 間 に よ る 期 間 帰 属 の 状 考 と し て 賞 与 引 当 金 を 計 上 す る 予
況 に 応 じ て 引 当 計 上 が 必 要 に な る も の と 考 え 定である。
る。

⑤ 退職給付引当金⑤ 退職給付引当金⑤ 退職給付引当金⑤ 退職給付引当金
現 状 同 法 人 は 県 の 規 程 に 準 じ て 退 職 給 付 引 平 成 ２ ４ 年 度 よ り 役 員 会 の 承 認

当 金 を 計 上 し て い る が 、 平 成 ２ ３ 年 度 末 時 点 を 得 た 退 職 金 規 程 を 作 成 し 、 運 用
に お い て 計 上 さ れ て い る 退 職 給 付 引 当 金 ４ ， し て い る と こ ろ で あ り 、 計 算 根 拠
６ ７ ６ 千 円 に つ い て 、 そ の 計 算 根 拠 と な る 資 を 明 確 に し て 必 要 と な る 引 当 金 を
料 が 不 明 な た め 残 高 の 妥 当 性 に つ い て 十 分 な 計上しているところである。
検討ができなかった。

同 法 人 も こ の 点 に つ い て 認 識 し て お り 、 独
自 の 退 職 金 に 関 す る 規 程 を 作 成 し 、 役 員 会 に
お い て 承 認 を 得 て 平 成 ２ ４ 年 度 よ り 運 用 す る
も の と し て い る 。 今 後 は 、 こ の 規 程 に 従 い 計
算 さ れ た 方 法 に よ り 引 当 金 を 計 上 し て い く 必
要がある。

⑥ アンケートの集計結果⑥ アンケートの集計結果⑥ アンケートの集計結果⑥ アンケートの集計結果
同 法 人 は ア ン ケ ー ト を 随 時 行 っ て い る が 、 ア ン ケ ー ト の 集 計 結 果 に つ い て

そ の 集 計 結 果 に つ い て 特 に 情 報 公 開 し て い な は 、 今 後 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の ホ
い。 ー ム ペ ー ジ 等 で 広 く 県 民 に 対 し 、

同 法 人 は 、 県 有 施 設 で あ る ヨ ッ ト ハ ー バ ー 分 か り や す い 内 容 で 公 表 し て い く
の 施 設 管 理 の 指 定 管 理 者 で あ り 、 県 が 一 部 出 予定である。
資 し て い る 外 郭 団 体 で あ る 以 上 、 県 民 か ら の
要 望 等 を 取 り 入 れ た ア ン ケ ー ト の 集 計 結 果 に
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つ い て イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の ホ ー ム ペ ー ジ 等 を
通 じ て 広 く 県 民 に 公 表 し 情 報 公 開 に 積 極 的 に
努める必要があるものと考える。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 利用料金① 利用料金① 利用料金① 利用料金
ヨ ッ ト ハ ー バ ー の 利 用 料 金 に つ い て 、 県 内 利 用 料 金 の 設 定 に つ い て は 、 県

の 利 用 者 と 県 外 の 利 用 者 に 対 し て 利 用 料 金 に が 条 例 で 基 準 額 を 定 め 、 当 法 人 と
差を設けるべきではないかと考える。 し て は 、 そ の 基 準 額 か ら 一 定 の 範

同 法 人 が 管 理 し て い る ヨ ッ ト ハ ー バ ー は 、 囲 内 で 県 の 承 認 を 得 て 料 金 を 設 定
そ の 施 設 の 維 持 管 理 に 県 費 も 使 わ れ て い る こ し て い る と こ ろ で あ る が 、 県 内 の
と か ら 、 県 民 に 優 先 的 に 利 用 が 促 さ れ る 必 要 利 用 者 と 県 外 の 利 用 者 に 対 し て 利
が あ る も の と 考 え る 。 ま た そ の た め の 料 金 設 用 料 金 に 差 を 設 け て い な い こ と に
定 は 、 第 一 義 的 に は 県 に そ の 設 定 責 任 が あ る つ い て は 、 ヨ ッ ト ハ ー バ ー 自 体 が
と 言 え る が 、 特 に 差 を 設 け る べ き か 否 か の 検 広 く 県 内 外 か ら の 利 用 者 を 呼 び 込
討 を し た 形 跡 が な か っ た 。 ま た 、 同 法 人 は 指 む た め の 観 光 施 設 で あ る と い う 位
定 管 理 者 と し て 県 が 条 例 で 定 め る 基 準 額 か ら 置 付 け で あ る こ と 、 ま た 、 特 に 全
一 定 の 範 囲 内 で 県 の 承 認 を 得 て 料 金 を 独 自 に 国 的 に 年 々 ヨ ッ ト 保 有 者 が 減 少 し
設 定 で き る こ と と な っ て い る が 、 同 法 人 に お て い る 中 で 利 用 料 金 の 差 別 化 を 図
い て も 特 に 料 金 設 定 に 差 を 設 け て は い な か っ る こ と に よ り 、 県 外 か ら の 利 用 者
た。 に 敬 遠 さ れ か ね な い と い う 県 の 方

こ の こ と か ら 、 仮 に 現 状 の ま ま 利 用 料 金 に 針 に 基 づ い て の 料 金 設 定 と な っ て
差 を 設 け な い ま ま 運 営 し て い く の で あ れ ば 、 い る 。 そ の た め 、 当 法 人 と し て も
県 民 に 対 し て そ の 説 明 を 十 分 に 行 う 責 任 が あ 県 の 方 針 に 基 づ い た 利 用 料 金 設 定
る も の と 考 え ら れ 、 県 と の 協 議 を 行 い 、 利 用 を行っているところである。
料 金 の あ る べ き 方 向 性 並 び に 当 該 施 設 の あ り し か し な が ら 、 今 後 、 県 で 県 内
方 に つ い て 十 分 に 議 論 を 行 っ て い く 必 要 が あ の 利 用 者 と 県 外 の 利 用 者 に 対 し て
るものと考える。 利 用 料 金 に 差 を 設 け る こ と に つ い

て の 検 討 が な さ れ た 場 合 に は 、 当
法 人 と し て も 、 県 と の 協 議 を 行 い
な が ら 、 利 用 料 金 の あ る べ き 方 向
性 並 び に 当 該 施 設 の あ り 方 に つ い
て議論を行うものとする。

② 長期修繕計画② 長期修繕計画② 長期修繕計画② 長期修繕計画
長 期 修 繕 計 画 が 平 成 ２ ３ 年 度 ま で 策 定 さ れ 平 成 ２ ４ 年 度 か ら 、 ク ラ ブ ハ ウ

て い な か っ た 。 同 法 人 の 事 務 局 の あ る 施 設 内 ス を は じ め と し た 次 年 度 の 修 繕 の
の 建 物 は 、 機 能 性 よ り も デ ザ イ ン 性 を 重 要 視 必 要 性 に つ い て 優 先 順 位 を 付 け た
し た 建 物 で あ り 、 さ ま ざ ま な 面 で 修 繕 の 必 要 要 望 を 県 に 報 告 し 、 県 に お い て 修
性が予想される。 繕 計 画 を 立 て 、 修 繕 に あ た っ て い

同 法 人 も こ の 点 に つ き 問 題 意 識 を 持 っ て お るところである。
り 、 平 成 ２ ４ 年 １ ２ 月 ま で に 修 繕 の 必 要 性 に ま た 、 毎 年 度 １ ２ 月 中 に は 次 年
つ い て 優 先 順 位 を 付 け 、 修 繕 計 画 を 立 て て 県 度 の 修 繕 が 必 要 と 思 わ れ る 箇 所 に
に報告し要請する予定とのことである。 つ い て 、 県 と 協 議 を 行 い な が ら 要

ま た 、 一 度 き り の 要 請 で は な く 、 修 繕 計 画 請を行っていくこととしている。
の 随 時 見 直 し も 含 め 定 期 的 に 報 告 し て い く 必 な お 、 県 で 作 成 さ れ た 修 繕 計 画
要があるものと考える。 に つ い て も 、 そ の 進 捗 状 況 等 に つ

い て 県 と 定 期 的 な 状 況 確 認 等 を 行
っていくこととしている。

③ 利用者数の分析③ 利用者数の分析③ 利用者数の分析③ 利用者数の分析
利 用 者 数 の 前 年 度 比 較 等 に つ い て 分 析 が 十 利 用 者 数 の 前 年 度 比 較 等 に つ い

分に行われていない。 て の 分 析 は 、 比 較 表 を 作 成 す る な
県 所 有 施 設 の 有 効 利 用 の 観 点 か ら 利 用 者 数 ど 客 観 的 で 分 か り や す い 資 料 を 作

分 析 は 欠 か せ な い 分 析 で あ り 、 比 較 表 を 作 成 成 し 、 そ れ を も っ て 定 期 的 な 事 務
す る 等 客 観 的 に 分 か り や す い 資 料 を 作 成 し 、 所 内 会 議 等 を 通 じ て 検 討 、 分 析 す
定 期 的 に そ の 資 料 を 用 い た 検 討 の 場 を 設 け て ることとしている。
いく必要があるものと思われる。 な お 、 そ の 内 容 に つ い て は 、 役

ま た 、 そ の よ う な 分 析 に つ い て も 、 で き る 員 会 や 評 議 員 会 に お い て も 報 告 を
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限 り 積 極 的 に 情 報 公 開 を 行 っ て い く 必 要 が あ 行うこととする。
るものと考える。 ま た 、 そ の 内 容 の 情 報 公 開 の 方

法 に つ い て も 検 討 し て い く 予 定 で
ある。

④ 施設の有効利用④ 施設の有効利用④ 施設の有効利用④ 施設の有効利用
平 成 ２ ４ 年 度 か ら 、 施 設 利 用 者 等 か ら の 要 施 設 の 利 用 率 の 向 上 を 図 る た め

望 を 受 け 、 指 定 管 理 業 務 と し て 同 法 人 が カ フ の 有 効 利 用 の た め の 策 と し て は 、
ェ を オ ー プ ン さ せ て い る が 、 利 用 率 が 低 い ま カフェの積極的な広報活動を行い、
まで推移している。 多 く の 方 に ヨ ッ ト ハ ー バ ー を 訪 れ

可 能 な 限 り 施 設 の 有 効 利 用 の た め の 策 を 講 て も ら え る よ う に 努 め 、 も っ て 利
じる必要があるものと考える。 用 率 の 向 上 に 努 め て い く 予 定 で あ

る。
ま た 、 以 前 よ り 実 施 し て い る ヨ

ッ ト 教 室 や 海 上 で の 写 真 撮 影 会 等
の イ ベ ン ト に つ い て も 、 ホ ー ム ペ
ー ジ 等 を 通 じ て 広 報 に 努 め て い る
と こ ろ で あ り 、 そ う し た イ ベ ン ト
等 の 利 用 者 に 対 し て も カ フ ェ の 利
用 に つ い て 積 極 的 に 促 し て い く 予
定である。

⑤ 指定管理者としての管理運営状況の報告⑤ 指定管理者としての管理運営状況の報告⑤ 指定管理者としての管理運営状況の報告⑤ 指定管理者としての管理運営状況の報告
同 法 人 の 保 存 し て い る 指 定 管 理 者 と し て の 管 理 運 営 状 況 に お け る 県 か ら の

管 理 運 営 状 況 の 報 告 に つ い て 、 県 か ら の 点 検 点 検 結 果 に つ い て は 、 県 の 常 任 委
結果が記された資料がなかった。 員 会 に お け る 事 業 報 告 と 県 ホ ー ム

現 状 、 同 法 人 が 自 己 採 点 し て 記 載 し た も の ペ ー ジ に よ る 公 表 と 同 時 に 、 当 法
を 県 の 担 当 部 局 に 報 告 し 、 県 に お い て は 担 当 人 に 対 し て も 県 か ら 報 告 を 受 け て
部 局 に お い て 判 断 し た 点 検 結 果 を 、 県 議 会 議 いる。
員 に よ る 常 任 委 員 会 に て 報 告 す る と と も に 県
ホ ー ム ペ ー ジ に お い て 公 表 し て い る が 、 同 法
人 に は 県 が 判 断 し た 点 検 結 果 が 書 か れ た 資 料
の提示がないままとなっている。

誤 解 の な い 意 思 疎 通 、 共 通 認 識 を 図 る た め
に は 、 同 法 人 が 県 か ら 指 定 管 理 者 と し て ど の
よ う な 判 断 を さ れ た か に つ い て 報 告 を 受 け る
方が望ましいものと考える。

今 後 は 、 県 が 点 検 結 果 を 何 ら か の 形 で 同 法
人 に 対 し て も 通 知 す る ル ー ル 作 り が 必 要 で は
ないかと考える。

３５．財団法人倉敷スポーツ公園３５．財団法人倉敷スポーツ公園３５．財団法人倉敷スポーツ公園３５．財団法人倉敷スポーツ公園

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 委託契約の事務① 委託契約の事務① 委託契約の事務① 委託契約の事務
同 法 人 の 規 程 に お い て 、 ５ ０ ０ 千 円 以 上 の 植 物 管 理 委 託 等 に つ い て は 、 平

委 託 契 約 を 締 結 す る 際 に は 、 起 案 伺 い の ほ 成 ２ ４ 年 度 か ら は 市 価 に 比 し て
か ､原 則 複 数 者 に よ る 見 積 合 わ せ 又 は 入 札 を 「 著 し く 安 価 で 契 約 で き る こ と 」
行うこととされている。 を 確 認 し た 上 で 随 意 契 約 と し て い

「 倉 敷 ス ポ ー ツ 公 園 芝 管 理 ・ 除 草 作 業 委 る が 、 今 後 一 層 、 業 務 の 適 正 か つ
託 ｣（ 委 託 金 額 １ １ ， ０ ２ ５ 千 円 ） の 見 積 り 効 果 的 な 遂 行 を 図 る と と も に 、 透
徴 収 先 は １ 団 体 で あ っ た 。 ま た 、 「 倉 敷 ス ポ 明 性 、 公 平 性 を 備 え た 発 注 の 在 り
ー ツ 公 園 植 物 管 理 委 託 」 （ 委 託 金 額 １ １ ， ４ 方を検討することとしている。
７ ６ 千 円 ） に つ い て は 、 単 独 随 意 契 約 と な っ
ていた。

県 内 の 他 の 公 園 の 芝 管 理 ・ 除 草 業 務 で は 、
複 数 の 業 者 の よ る 見 積 合 わ せ 又 は 入 札 が 行 わ
れ て お り 、 今 後 は 透 明 性 ・ 公 平 性 を 確 保 し た
発注方法を検討すべきである。
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② 退職手当支給規程の改定② 退職手当支給規程の改定② 退職手当支給規程の改定② 退職手当支給規程の改定
同 法 人 は 、 職 員 の 退 職 金 制 度 と し て 中 小 企 規 程 の 改 定 に よ り 、 事 業 団 と の

業 退 職 金 共 済 事 業 団 と 退 職 金 共 済 契 約 を 締 結 掛 金 金 額 を 、 毎 年 ４ 月 に 調 整 す る
し て い る 。 退 職 手 当 支 給 規 程 に お い て 、 基 本 こ と と し 、 平 成 ２ ５ 年 度 ４ 月 か ら
給 月 額 に 応 じ た 掛 金 月 額 を 定 め て い る 。 掛 金 実施している。
の 額 を 増 額 し た 場 合 に お い て も 退 職 手 当 支 給
規 程 の 改 定 は な さ れ な い ま ま と な っ て お り 実
際 の 拠 出 掛 金 と 規 程 と の 不 整 合 が み ら れ た 。
規程の改定を適時に行うべきである。

③ 賞与引当金③ 賞与引当金③ 賞与引当金③ 賞与引当金
同 法 人 は 、 職 員 に 対 し 年 ２ 回 期 末 手 当 と し 平 成 ２ ４ 年 度 決 算 か ら 、 計 上 し

て 賞 与 を 支 給 し て い る 。 夏 季 賞 与 は １ ２ 月 か ている。
ら ５ 月 ま で の ６ ヶ 月 を 計 算 期 間 、 基 準 日 を ６
月 １ 日 と し ６ 月 ３ ０ 日 に 支 給 、 冬 季 賞 与 は ６
月 か ら １ １ 月 ま で の ６ ヶ 月 を 計 算 期 間 、 基 準
日 を １ ２ 月 １ 日 と し １ ２ 月 １ ０ 日 に 支 給 し て
お り 、 支 給 時 に 全 額 費 用 認 識 し て い る 。 公 益
法 人 会 計 基 準 に 則 り 、 期 末 に は 夏 季 賞 与 の う
ち １ ２ 月 か ら ３ 月 分 を 賞 与 引 当 金 と し て 計 上
すべきである。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 会計間の経費区分① 会計間の経費区分① 会計間の経費区分① 会計間の経費区分
同 法 人 の 会 計 は 、 一 般 会 計 と 受 託 事 業 特 別 平 成 ２ ５ 年 度 か ら の 公 益 財 団 法

会 計 に 区 分 さ れ て い る が 、 会 計 間 の 経 費 区 分 人 へ の 移 行 に 伴 い 、 会 計 区 分 を 公
は よ り 精 緻 に 行 う こ と が 望 ま し い 。 一 般 会 計 益 目 的 事 業 会 計 、 収 益 事 業 等 会
の 収 益 と な る ス ポ ー ツ 教 室 に 従 事 す る 職 員 の 計 、 法 人 会 計 の ３ 区 分 に 改 め 、 区
給 与 が 全 て 受 託 事 業 特 別 会 計 に 区 分 さ れ る 一 分計算の精緻さを図っている。
方 、 県 か ら の 受 託 事 業 に も 従 事 す る 常 勤 理 事
の 報 酬 が 全 て 一 般 会 計 に 区 分 さ れ る な ど 、 精
緻 さ に 欠 け る 面 が あ り 、 今 後 は 区 分 計 算 の さ
らなる精緻化を図ることが望まれる。

３６．財団法人児島湖浄化 ｾﾝﾀー周辺対策基金３６．財団法人児島湖浄化 ｾﾝﾀー周辺対策基金３６．財団法人児島湖浄化 ｾﾝﾀー周辺対策基金３６．財団法人児島湖浄化 ｾﾝﾀー周辺対策基金

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 規程集① 規程集① 規程集① 規程集
同 法 人 の 諸 規 程 集 は 、 同 法 人 設 立 時 点 で あ 同 法 人 （ 平 成 ２ ５ 年 １ １ 月 ３ ０

る 昭 和 ５ ７ 年 に 策 定 さ れ 、 そ れ 以 降 適 時 更 新 日 に 解 散 ） は 、 平 成 ２ ５ 年 度 中 に
手 続 が 実 施 さ れ て い な い 。 諸 規 程 類 は 同 法 人 同 法 人 の 事 業 と 財 産 を (公 財 )岡 山
の 事 務 事 業 の 根 幹 を 支 え る も の で あ る た め 、 県 下 水 道 公 社 （ 以 下 「 公 社 」 と い
適時に見直し更新を図る必要がある。 う 。 ） に 引 継 ぐ こ と と し て お り 、

これに伴い諸規程類は廃止する。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 投資の状況及び資産運用規程① 投資の状況及び資産運用規程① 投資の状況及び資産運用規程① 投資の状況及び資産運用規程
同 法 人 の 基 本 財 産 の う ち １ ０ ０ ， ０ ０ ０ 千 平 成 ２ ５ 年 度 中 に 同 法 人 の 事 業

円 が 金 利 変 動 リ ス ク 、 流 動 性 リ ス ク の 高 い 仕 と 財 産 を 公 社 に 引 継 ぐ こ と と し て
組 債 で 運 用 さ れ て い る 。 平 成 ２ ４ 年 ３ 月 末 に お り 、 今 後 は 公 社 に お い て 資 産 運
お け る 参 考 時 価 情 報 に よ れ ば 、 １ ０ ０ ， ０ ０ 用 を 行 う こ と に な る 。 こ の た め 、
０ 千 円 の 投 資 有 価 証 券 に １ ９ ， ２ １ ２ 千 円 の 同 法 人 の 事 業 と 財 産 の 受 入 れ を 踏
含 み 損 が 生 じ て お り 、 こ の 金 額 だ け 基 本 財 産 ま え 、 公 社 に お い て 資 産 運 用 規 程
が逸失していることになる。 を 定 め て お り 、 今 後 は 当 該 規 程 に

現 状 に お い て 、 財 産 運 用 に 関 す る 規 程 が 存 基 づ き 安 全 性 の 高 い 運 用 が 行 わ れ
在 せ ず 、 仕 組 債 の よ う に リ ス ク の 高 い 資 産 へ るものと考えている。
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の 運 用 が 防 止 さ れ る 体 制 が 万 全 と は い え な
い ｡基 金 の 基 本 財 産 を 保 全 す る た め に も 、 財
産 運 用 に 関 す る 規 程 を 設 け 、 こ れ に 基 づ き 、
安 全 性 の 高 い 運 用 を 行 う 必 要 が あ る も の と 考
える ｡

② 基金のあり方② 基金のあり方② 基金のあり方② 基金のあり方
同 法 人 が 実 施 す る 補 助 金 交 付 事 業 は 、 基 本 児 島 湖 浄 化 セ ン タ ー の 維 持 管 理

財 産 ３ ４ ４ ， ９ ８ １ 千 円 の 規 模 に 比 し て 、 現 を 行 っ て い る 財 団 法 人 岡 山 県 下 水
在 実 施 し て い る 事 業 規 模 は 小 さ く 、 独 立 の 基 道 公 社 は 、 構 成 団 体 が 基 金 と 同 一
金 と し て の 存 続 意 義 が 薄 れ て い る と 言 わ ざ る で あ り 基 金 と 一 体 的 に 運 営 す る こ
を得ない。 と が 効 率 的 、 効 果 的 で あ る こ と か

県 と し て は 、 児 島 湖 浄 化 セ ン タ ー 周 辺 環 境 ら 、 平 成 ２ ５ 年 度 中 に 同 法 人 の 事
へ の 配 慮 を 図 り な が ら も 、 基 金 の 在 り 方 に つ 業 と 財 産 を 公 社 に 引 継 ぎ 、 公 社 に
い て 見 直 す 必 要 が あ る も の と 考 え る 。 例 え お い て 基 金 の 事 業 を 実 施 す る こ と
ば ､児 島 湖 浄 化 セ ン タ ー に 関 係 す る 他 の 外 郭 に よ り 児 島 湖 浄 化 セ ン タ ー の 維 持
団 体 と の 統 合 や 、 当 該 事 業 自 体 を 県 独 自 の 事 管 理 と 周 辺 環 境 整 備 を 一 本 化 し 流
業 と し て 運 営 す る こ と な ど も 視 野 に い れ 、 基 域 下 水 道 事 業 の 円 滑 な 実 施 を 図 る
金 の 在 り 方 に つ い て 検 討 す る 必 要 が あ る も の こととしている。
と考える。

３７．財団法人岡山県下水道公社３７．財団法人岡山県下水道公社３７．財団法人岡山県下水道公社３７．財団法人岡山県下水道公社

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 業務委託費の精算① 業務委託費の精算① 業務委託費の精算① 業務委託費の精算
同 法 人 は 、 県 よ り 児 島 湖 流 域 下 水 道 の 維 持 下 水 処 理 に 要 す る 薬 品 の う ち 、

管 理 業 務 を 受 託 し て い る 。 業 務 委 託 料 は 収 支 年 度 末 に お い て 未 使 用 と な っ た 在
相 償 と な る よ う に 決 定 さ れ て い る 。 す な わ 庫 残 高 相 当 額 に つ い て は 、 薬 品 が
ち ､業 務 委 託 契 約 に お い て 委 託 料 の 精 算 条 項 年 度 当 初 か ら 必 要 で あ る た め 、 貯
が 付 さ れ て お り 、 適 正 に 会 計 処 理 し た 年 度 決 蔵 品 と し て 公 社 の 賃 借 対 照 表 に 資
算 に 基 づ く 委 託 業 務 の 実 施 に 要 し た 費 用 が 、 産 計 上 し て い た が 、 県 の 財 産 で あ
委 託 料 に 満 た な い 場 合 は 、 県 に 返 還 す る こ と る こ と か ら 、 会 計 処 理 を 改 め 、 平
とされている。 成 ２ ５ 年 度 か ら は 貸 借 対 照 表 に 計

し か し な が ら 、 下 水 処 理 に 要 す る 薬 品 の う 上しないこととしている。
ち 年 度 末 に お い て 未 使 用 と な っ た 在 庫 残 高 相
当 額 （ 平 成 ２ ４ 年 ３ 月 期 は ６ ， ８ ９ ５ 千 円 ）
に つ い て 、 購 入 時 に 費 用 処 理 さ れ 、 委 託 料 の
精 算 返 還 額 に 含 ま れ て い な か っ た 。 翌 年 に お
い て は 費 用 計 上 額 が 当 該 残 高 相 当 額 だ け 過 小
と な る た め 、 翌 年 度 返 還 さ れ て い る こ と に な
る が 、 薬 品 未 使 用 相 当 額 だ け １ 年 精 算 が 遅 れ
て い た こ と に な る 。 以 降 適 正 な 処 理 を 徹 底 す
べきである。

３８．公益財団法人岡山県暴力追放運動推進センター３８．公益財団法人岡山県暴力追放運動推進センター３８．公益財団法人岡山県暴力追放運動推進センター３８．公益財団法人岡山県暴力追放運動推進センター

（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容（１）指摘内容

① 賞与支給① 賞与支給① 賞与支給① 賞与支給
賞 与 に つ い て ６ 月 と １ ２ 月 に 支 給 し て い る 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 １ ４ 日 の 理 事 会

が、会計処理上、現金主義で計上している。 に お い て 、 賞 与 引 当 金 を 計 上 し た
公 益 法 人 会 計 基 準 に 則 り 、 支 給 対 象 期 間 に 平 成 ２ ４ 年 度 補 正 予 算 案 を 議 決 し

よ り 期 間 帰 属 の 状 況 に 応 じ て 賞 与 引 当 金 の 計 た。
上が必要である。 平 成 ２ ５ 年 度 予 算 案 か ら は 、 賞

与 引 当 金 繰 入 額 及 び 賞 与 引 当 金 戻
入 益 を 予 算 計 上 し た 案 を 提 出 し 、
議決されている。

② アンケートの集計結果② アンケートの集計結果② アンケートの集計結果② アンケートの集計結果
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ア ン ケ ー ト を 随 時 行 っ て い る が 、 そ の 集 計 平 成 ２ ４ 年 中 に 実 施 し た 不 当 要
結果について特に情報公開していない。 求 防 止 責 任 者 講 習 で 集 計 し た ア ン

同 法 人 は 、 県 が 一 部 出 資 し て い る 外 郭 団 体 ケ ー ト 結 果 に つ い て は 、 平 成 ２ ５
で あ る 以 上 、 県 民 か ら の 要 望 等 を 取 り 入 れ た 年 １ 月 か ら 企 業 対 象 、 行 政 対 象 の
ア ン ケ ー ト の 集 計 結 果 に つ い て イ ン タ ー ネ ッ 別 に 岡 山 県 暴 力 追 放 運 動 推 進 セ ン
ト 上 の ホ ー ム ペ ー ジ 等 を 通 じ て 広 く 県 民 に 公 タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 し 、 広
表 し 、 情 報 公 開 に 積 極 的 に 努 め る 必 要 が あ る く県民に公表している。
ものと考える。

（２）意見（２）意見（２）意見（２）意見

① 中長期経営計画の策定① 中長期経営計画の策定① 中長期経営計画の策定① 中長期経営計画の策定
同 法 人 に お い て 、 現 状 で は 中 長 期 に か か る 平 成 ２ ５ 年 度 に お い て 、 中 長 期

計画が策定されていない。 経営計画を策定予定である。
公 益 事 業 に 取 り 組 ん で い る と は い え 、 同 法

人 を 維 持 存 続 す る た め に は 行 動 に 伴 っ た 損 益
と キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー の 状 況 の 把 握 は 必 要 で
あ る 。 今 後 は 中 長 期 の 行 動 計 画 を 策 定 す る と
同 時 に 、 そ れ を 財 務 数 値 に 置 き 換 え て そ れ ら
を 両 輪 と し て 事 業 運 営 に 資 す る 計 画 を 策 定 す
る必要があるものと考える。

② 基本財産で運用している有価証券② 基本財産で運用している有価証券② 基本財産で運用している有価証券② 基本財産で運用している有価証券
基 本 財 産 を 有 価 証 券 で 運 用 し て い る も の の 投 機 的 格 付 け と さ れ た 仕 組 債 に

う ち 、 満 期 保 有 目 的 で 運 用 し て い る 有 価 証 券 つ い て は 、 平 成 ２ ４ 年 ６ 月 に 早 期
が 為 替 変 動 リ ス ク 等 を 有 す る 仕 組 債 に よ り 運 償 還 さ れ て お り 、 額 面 金 額 元 本 の
用されていた。 返 還 と 利 息 の 収 益 を 得 た 上 で よ り

満 期 保 有 目 的 で 、 満 期 時 に は 元 本 を 保 証 さ 安全な債券に運用替えしている。
れ て い る 債 券 で は あ る が 、 ５ ０ ０ ， ０ ０ ０ 千 ま た 、 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 に 早 期 償
円 の 投 資 有 価 証 券 に １ ７ ８ ， ５ １ ５ 千 円 の 含 還 さ れ た 仕 組 債 に つ い て は 、 意 見
み 損 が 生 じ て い る の が 実 態 で あ り 、 こ の 金 額 に 従 い 、 固 定 利 率 の 国 内 債 券 を 取
だけ基本財産が毀損している。 得して運用している。

同 法 人 の 保 有 し て い る 公 社 債 の 一 つ は 、 民
間 の 格 付 機 関 に お い て 投 機 的 格 付 け と さ れ て
い る 。 こ れ は 、 定 款 及 び 資 金 運 用 規 程 に よ る
確 実 な 有 価 証 券 ま た は 可 能 な 限 り 高 い 運 用 益
が 得 ら れ る 方 法 で 運 用 す る と し て い る 趣 旨 に
抵触しているものと考える。

今 後 は 、 定 款 及 び 資 金 運 用 規 程 の 趣 旨 を 踏
ま え て 、 資 産 運 用 に 関 し て 為 替 相 場 の 変 動 に
よ る 金 利 変 動 リ ス ク 等 が 高 い 資 産 で は な く 、
よ り 安 全 性 の 高 い 資 産 で の 運 用 を 実 施 す べ き
ものと考える。

③ 小口現金の管理③ 小口現金の管理③ 小口現金の管理③ 小口現金の管理
小 口 現 金 に つ い て 、 定 期 的 に 現 金 残 高 の 実 経 理 規 程 に 加 え 、 新 た に 「 小 口

査 は さ れ て い る が 、 そ の 実 査 の 実 施 方 法 に つ 現 金 の 取 扱 い に 関 す る 内 規 」 を 定
い て 明 確 な マ ニ ュ ア ル は 作 成 し て い な い 。 今 め て 、 こ れ ま で の 小 口 現 金 の 支 出
後 は 、 現 金 管 理 に つ い て の マ ニ ュ ア ル を 作 成 伺 い の 際 の 確 認 に 加 え 、 毎 月 １ ０
し 、 日 々 実 査 を 行 い 残 高 の 確 認 を 行 っ て い く 日 及 び ２ ０ 日 に 残 高 及 び 金 種 に つ
よ う に 取 り 組 ん で い く 必 要 が あ る も の と 考 え いて確認するよう改善した。
る。

④ 有形固定資産の現物管理④ 有形固定資産の現物管理④ 有形固定資産の現物管理④ 有形固定資産の現物管理
同 法 人 が 保 有 す る 車 両 や 備 品 に 対 す る 有 形 経 理 規 程 に 加 え 、 新 た に 「 固 定

固 定 資 産 の 実 査 が 実 施 さ れ て い な い 。 有 形 固 資 産 の 管 理 に 関 す る 内 規 」 を 定 め
定 資 産 に つ い て は 、 残 高 の 実 在 性 を 担 保 す る て 、 全 て の 有 形 固 定 資 産 （ 車 両 や
観 点 か ら 、 マ ニ ュ ア ル 等 を 作 成 し 、 定 期 的 に 備 品 ） に 管 理 番 号 を 付 し た タ グ を
実査する必要がある。 付 け て 、 現 物 管 理 ・ 定 期 点 検 す る

よう改善した。
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⑤ 人件費の各事業への配賦基準⑤ 人件費の各事業への配賦基準⑤ 人件費の各事業への配賦基準⑤ 人件費の各事業への配賦基準
各 事 業 へ の 人 件 費 の 配 賦 に つ い て 、 担 当 者 人 件 費 の 各 事 業 へ の 配 賦 に つ い

よ り 日 々 の 事 業 の 状 況 等 か ら 適 当 と 思 わ れ る て は 、 毎 年 度 、 前 年 度 の 事 業 結 果
配 賦 割 合 を 用 い て 配 賦 計 算 を 行 っ て い る と の を 踏 ま え て 見 直 し を 行 い 、 理 事 長
こ と で あ る 。 し か し 、 客 観 的 に 検 証 可 能 な ル の 決 裁 を 受 け て 、 予 算 に 反 映 す る
ー ル に 基 づ く も の で は な い た め 、 配 賦 が 妥 当 よう改善した。
で あ る の か 明 確 に 判 断 が で き な い 状 況 に あ
る ｡

採 用 す る 配 賦 基 準 に つ き 事 前 に 理 事 長 決 裁
等 の 承 認 手 続 を 経 て 、 事 後 段 階 に お い て は 毎
年 そ の 指 標 の 妥 当 性 に つ い て 検 討 す る こ と
で ､一 定 の 合 理 性 を 確 保 す る 必 要 が あ る も の
と考える。


